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➏「流域治水」へ転換するため、
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➍水防災意識社会の再構築に
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①4流域の協議会を
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R4～

１．栃木県減災対策協議会の開催経緯

➊平成27年関東・東北豪雨の甚大な被害を受けて、国土交通省が「水防災意識再構築ビジョン」を策定しました。

➋本県では、平成29年5月～6月にかけて県内を4流域に分けて減災対策協議会を設立しました。

➌水防法改正（H29.6.19）を受けて、平成29年10月1日に水防法に基づく協議会に改組し、更に平成30年5月30日
には4流域に分かれていた協議会を１つに統合し、協議会の効率的・迅速な運営体制を整えました。

➍平成30年西日本豪雨の被災を受けて、水防災意識社会の再構築に向けた「緊急行動計画」が改定され、洪水の
みならず土砂災害等への対策強化の観点から、土砂災害やダムに関する取組を追加しました。

➎令和2年度の協議会では、令和元年東日本台風の被害を踏まえた取組の更なる強化・拡充をしたほか、「緊急
行動計画」の改定で示された各種ソフト対策についても取組に追加しました。

➏国土交通省では、水災害の頻発・激甚化を踏まえ、「流域治水」を推進することとし、「流域治水協議会」
を設置しました。本県も「流域治水」を計画的に推進するため、令和3年5月28日に本協議会を改組するとと
もに、令和3年9月16日に「栃木県流域治水プロジェクト」を策定・公表しました。

9月
協議会②
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栃木県内において、二度と被害を出さないという強い決意のも
と、「逃げ遅れによる人的被害０（ゼロ）」を目指す

２．栃木県減災対策協議会の第１期５か年の総括

◆５年間で達成すべき目標

◆上記目標達成に向けた取組
洪水を河川内で安全に流す対策（河道拡幅、護岸整備等）や土砂災害防止対策

（砂防堰堤、急傾斜地崩壊対策施設等）等のハード対策を順次実施することに加え、
２本柱のソフト対策を実施。

ハード対策

ソフト対策①：逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動の

ための取組

ソフト対策②：洪水氾濫や土砂災害による被害の軽減、避難時間

の確保のための水防・土砂災害防止活動の取組

（１）減災のための目標
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

ハード対策

ソフト対策①（避難行動）

ソフト対策②（水防活動等）

全 体

取組の実施状況

策定時 平成30年度末

２．栃木県減災対策協議会の第１期５か年の総括

（２）人的被害の発生状況

●各構成員が様々なハード・ソフト対策を進めている中、減災対策協議会設立３年目にあたる
令和元年10月に、台風第19号（令和元年東日本台風）が本県を襲い、人的被害（死者４名、
負傷者23名）が発生しました。

市町名 死者 負傷者

足利市 1 2

栃木市 1 2

佐野市 3

鹿沼市 2 3

大田原市 1

矢板市 10

那須烏山市 2

合計 4 23

■令和元年東日本台風による人的被害

市町名 死者 負傷者

栃木市 1 1

鹿沼市 1 1

日光市 1 4

合計 3 6

【参考】H27関東・東北豪雨による人的被害

■平成30年度末時点における取組の実施状況（33取組）

62%
82%

54%
82%

79%
92%

61%
84%

⇒「避難行動のための取組」が比較的遅れており
さらなる取組が必要と考えられます。
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２．栃木県減災対策協議会の第１期５か年の総括

（３）主な取組（全41項目）の実施状況

◆41取組の実施状況
●全41取組項目について、令和４年３月末時点の実施状況の割合を評価しました。
●取組全体の実施率は、36%増となりました。

62%
99%

54%
95%

79%
100%

61%
97%

◆取組は概ね達成できたものの、「逃げ遅れによる人的被害ゼロ」の目標
は達成できていない。

（４）第１期５か年の総括
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+36%

取組数 達成率

11 概ね達成
■洪水を河川内で安全に流す対策 3 達成

■土砂災害防止対策 1 達成

■危機管理型ハード対策 1 達成

■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備 6 概ね達成

23 概ね達成
■広域避難を考慮したハザードマップの作成・周知等 12 概ね達成

■避難勧告の発令に着目したタイムラインの作成 1 達成

■防災教育や防災知識の普及 7 概ね達成

■共助の仕組みの強化 3 未達成

7 概ね達成
■より効果的な水防活動や土砂災害防止活動の実施
及び水防体制の強化

7 達成

41 概ね達成

実施率（％）＝（●＋◆）／（●＋◆＋○）×100とし、

達成（100%）、概ね達成（80%以上100%未満）、未達成（80%未満）で分類

③水防・土砂災害防止活動の取組

全　　体

主な取組

①ハード対策

②避難行動のための取組

取組数 達成率

11 概ね達成
■洪水を河川内で安全に流す対策 3 達成

■土砂災害防止対策 1 達成

■危機管理型ハード対策 1 達成

■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備 6 概ね達成

23 概ね達成
■広域避難を考慮したハザードマップの作成・周知等 12 概ね達成

■避難勧告の発令に着目したタイムラインの作成 1 達成

■防災教育や防災知識の普及 7 概ね達成

■共助の仕組みの強化 3 概ね達成

7 達成
■より効果的な水防活動や土砂災害防止活動の実施
及び水防体制の強化

7 達成

41 概ね達成

③水防・土砂災害防止活動の取組

全　　体

主な取組

①ハード対策

②避難行動のための取組



●次期計画における目標は、第１期の目標を継続します。

●目標達成に向けた取組については、現在の取組を継続します。
⇒ 遅れている取組を優先的に取り組み、早期達成を目指します。
⇒ 達成した取組で継続するものについては、内容の充実を図ります。

更に、

３．次期計画の策定方針

【目標達成に向けた取組】

ハード対策

ソフト対策①：逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

ソフト対策②：洪水氾濫や土砂災害による被害の軽減、避難時間の確保のため

の水防・土砂災害防止活動の取組

（１）次期計画の目標及び取組

「法改正」に伴う洪水浸水想定区域図の作成等を追加します。

「栃木県流域治水プロジェクト」に掲げている取組を追加。

【達成すべき目標】

栃木県内において、二度と被害を出さないという強い決意のもと、「逃げ遅れによ
る人的被害０（ゼロ）」を目指す
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7

〇現行の取組方針（平成29年度～令和３年度） 〇新たな取組方針（令和４年度～令和８年度）

３．次期計画の策定方針

現行の取組方針に「流域治水」取組を追加し、内容の拡充をします。

【追加の取組】 ・雨水流出抑制施設の整備・促進
・田んぼダムの普及・促進
・緊急輸送道路の整備
・道路アンダーパス部の冠水対策
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第１章 

 

共通編 
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１－１ はじめに 

 

  平成 27 年９月の関東・東北豪雨では、鬼怒川下流部の堤防決壊などにより、

氾濫流による広範囲かつ長期間の浸水が生じたことに、避難の遅れも加わり、近

年の水害では類を見ないほどの多数の孤立者が発生した。また、平成 28 年８月に

北海道・東北地方を襲った一連の台風では、中山間地域の要配慮者利用施設で、

入所者の逃げ遅れによる被害が発生した。 

 

 特に、関東・東北豪雨では、栃木県内で死者３名、負傷者６名の人的被害に加

え、家屋全半壊 1,003 棟、床上浸水 1,140 棟、床下浸水 3,966 棟の甚大な被害が

発生しており、県内の被災市町長は 15 市町延べ 64,015 世帯に対して避難勧告を、

９市町延べ 37,487 世帯に対して避難指示を発令し、人命の安全確保に努めた。 

 

 このような災害を踏まえ、社会資本整備審議会において「河川分科会 大規模氾

濫に対する減災のための治水対策検討小委員会」が設置され、平成 27 年 12 月 10

日には「大規模氾濫に対する減災のための治水対策のあり方について～社会意識

の変革による「水防災意識社会」の再構築に向けて～」、平成 29 年１月 11日に

は「中小河川等における水防災意識社会の再構築のあり方について」が相次いで

答申されたところである。 

 

 この答申を受けて、本県では次の４流域において平成 29 年６月までに各流域栃

木県減災対策協議会を設立した。 

 

協議会名 構成機関 設立日 

利根川上流域 

栃木県減災対策協議会 

栃木市、佐野市、鹿沼市、小山市、下野市、壬生

町、野木町、気象庁宇都宮地方気象台、栃木県 

平成 29年６月１日 

渡良瀬川流域 

栃木県減災対策協議会 

足利市、栃木市、佐野市、気象庁宇都宮地方気象

台、栃木県 

平成 29年５月 25日 

鬼怒川・小貝川上流域 

栃木県減災対策協議会 

宇都宮市、日光市、小山市、真岡市、下野市、上

三川町、益子町、市貝町、芳賀町、塩谷町、高根

沢町、気象庁宇都宮地方気象台、栃木県 

平成 29年５月 30日 

久慈川・那珂川流域 

栃木県減災対策協議会 

大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須

烏山市、茂木町、那須町、那珂川町、気象庁宇都

宮地方気象台、栃木県 

平成 29年６月２日 
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その後、各流域における栃木県減災対策協議会は、平成 29 年６月 19 日に水防

法が改正されたことを受け、平成 29 年 10 月１日に水防法に基づく協議会として

改組した。 

 

さらに、平成 30 年５月 30 日には、「栃木県減災対策協議会」（以下「本協議

会」という。）として１つに統合し、令和３年度までに円滑かつ迅速な避難、的

確な水防活動等、大規模氾濫時の減災対策として各構成員が計画的・一体的に取

り組むこととして「栃木県の減災に係る取組方針」（以下「取組方針」という。）

を取りまとめた。 

 

また、近年、全国で発生する土砂災害による甚大な被害等を鑑み、「水防災意

識社会」の再構築に向けた緊急行動計画の改定で示された、洪水のみならず土砂

・内水それら複合的な災害への対策強化の観点により、令和元年５月 30 日に取組

方針を一部改定し、土砂災害防止に関する取組を位置付けた。 

 

 しかしながら、大規模な水害・土砂災害（以下「水災害」という。）に備え、

各種取組を着実に実施している中、令和元年 10 月の台風第 19 号（令和元年東日

本台風）に伴う豪雨により、栃木県内で死者４名、負傷者 23 名の人的被害に加え

て、家屋全半壊 5,335 棟、一部破損 8,744 棟の甚大な被害が発生した。 

 

 このように近年、水災害が頻発・激甚化しており、さらに、今後気候変動によ

る降雨量等の増大が予測されていることから、水災害リスクの増大に備えるため

に、これまでの河川管理者等の取組だけではなく、集水域から氾濫域にわたる流

域全体のあらゆる関係者が協働し、流域全体で水害を軽減させる治水対策、「流

域治水」の推進が必要となっている。 

 

そのため、令和３年５月 28 日に本協議会を改組し、「流域治水」を計画的に推

進する体制を整えるとともに、令和３年９月 16 日に流域のあらゆる関係者が取り

組む治水対策を取りまとめた「栃木県流域治水プロジェクト」を策定・公表した。 

 

 今般、「流域治水」の３つの対策（①氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対

策、②被害対象を減少させるための対策、③被害の軽減、早期復旧・復興させる

ための対策）を踏まえ、各構成員が令和８年度までに取り組む新たな取組方針を

取りまとめたところである。 
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なお、新たな取組方針では、各構成員が取り組む「流域治水」の３つの対策の

うち、短期（概ね５年）の対策について定めている。 
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１－２ 本協議会の構成員及び関係流域等 

 

【構成員及びオブザーバー】 

 本協議会の構成員とそれぞれの構成員が所属する関係流域等は、以下のとおり

である。 

利根川

上流域

渡良瀬川

流域

鬼怒川
・

小貝川
上流域

久慈川
・

那珂川
流域

宇都宮市 市　 長 ○ ○ ○

足利市 市　 長 ○ ○ ○

栃木市 市　 長 ○ ○ ○

佐野市 市　 長 ○ ○ ○

鹿沼市 市　 長 ○ ○

日光市 市　 長 ○ ○ ○ ○ ○

小山市 市　 長 ○ ○ ○

真岡市 市　 長 ○ ○

大田原市 市　 長 ○ ○ ○

矢板市 市　 長 ○ ○ ○

那須塩原市 市　 長 ○ ○ ○

さくら市 市　 長 ○ ○ ○ ○

那須烏山市 市　 長 ○ ○ ○

下野市 市　 長 ○ ○

上三川町 町　 長 ○ ○

益子町 町　 長 ○ ○

茂木町 町　 長 ○ ○

市貝町 町　 長 ○ ○ ○

芳賀町 町　 長 ○ ○

壬生町 町　 長 ○

野木町 町　 長 ○ ○

塩谷町 町　 長 ○ ○ ○ ○

高根沢町 町　 長 ○ ○

那須町 町　 長 ○ ○

那珂川町 町　 長 ○ ○ ○

気象庁宇都宮地方気象台 台　 長 ○ ○ ○ ○ ○

栃木県 知 　事 ○ ○ ○ ○ ○ ○

　〃 県土整備部長 ○ ○ ○ ○ ○ ○

　〃 県民生活部 危機管理課長 ○ ○ ○ ○ ○

　〃 県土整備部 河川課長 ○ ○ ○ ○

　〃 県土整備部 砂防水資源課長 ○ ○ ○ ○ ○

　〃 宇都宮土木事務所長 ○ ○ ○

　〃 鹿沼土木事務所長 ○ ○

　〃 日光土木事務所長 ○ ○ ○ ○ ○

　〃 真岡土木事務所長 ○ ○ ○

　〃 栃木土木事務所長 ○ ○ ○ ○

　〃 矢板土木事務所長 ○ ○ ○ ○

　〃 大田原土木事務所長 ○ ○ ○

　〃 烏山土木事務所長 ○ ○ ○ ○

　〃 安足土木事務所長 ○ ○ ○ ○

※ダム下流域：放流計画区間

構成機関 構成員

関係流域
ダム

下流域
※

土砂
警戒
区域
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また、情報提供や技術的助言を受けるため、オブザーバーとして以下の機関を

置く。 

利根川
上流域

渡良瀬川
流域

鬼怒川

・
小貝川

上流域

久慈川

・
那珂川

流域

国土交通省関東地方整備局 利根川上流河川事務所 ○

　〃 渡良瀬川河川事務所 ○

　〃 下館河川事務所 ○

　〃 鬼怒川ダム統合管理事務所 ○

　〃 常陸河川国道事務所 ○

　〃 日光砂防事務所 ○

独立行政法人水資源機構 思川開発建設所 ○

関係流域

機関名
土砂
警戒
区域

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各流域位置図 
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１－３ 共通する課題 

 

 各流域における特徴を踏まえた上で共通する課題を整理すると以下のとおりで

ある。 

 

○水衝部の河岸侵食への対応等が必要なこと。 

 ○河川周辺やがけ地の家屋は、氾濫流や河岸侵食、がけ崩れ等により倒壊・流

出する可能性があること。 

 ○降雨後の水位上昇や土砂災害発生までの時間が短く、その中で確認できる限

られた情報で、避難情報の発令の判断をする必要があること。 

 ○河川沿いや土砂災害警戒区域等に集落や主要道路が存在する地区では、大規

模水害・土砂災害時に多数の孤立者、交通の断絶が発生する恐れがあること。 

○平野部では、一度堤防の決壊等により浸水被害が発生すると非常に広い範囲

が浸水し、孤立者が発生する可能性があること。 

○住民等の主体的な避難を促すため、浸水リスク情報やダム放流情報等に関す

る住民説明会を継続的に行う必要があること。 

○ダム緊急放流等に基づく避難情報の発令判断を支援するため、ダム管理者か

ら市町長へダムの洪水調節機能や放流情報の通知等について、継続的に説明

を行う必要があること。 

 

 

なお、詳細な内容については、流域毎に取りまとめ次章以降に記述する。 
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１－４ 減災のための目標 
 

円滑かつ迅速な避難や的確な水防活動等の実施、及び円滑かつ迅速な氾濫水の

排水等の対策を実施することで、各構成員が連携して令和８（2026）年度までに

達成すべき減災目標は以下のとおりとした。 

 

【令和８（2026）年度までに達成すべき目標】 

   

 栃木県内において、二度と被害を出さないという強い決意

のもと、｢逃げ遅れによる人的被害０（ゼロ）｣を目指す。 
 

 

上記目標の達成に向け、ハード対策を順次実施することに加え、以下の項目

を２本柱としたソフト対策を実施する。 

① 「逃げ遅れによる人的被害０（ゼロ）」（以下「逃げ遅れゼロ」という。）

に向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組 

② 洪水氾濫や土砂災害による被害の軽減、避難時間の確保のための水防・土

砂災害防止活動の取組 
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１－５ 目標達成に向けた主な取組 

 

 氾濫や土砂災害が発生することを前提として、社会全体で常にこれに備える「水

防災意識社会」を再構築することを目的に、各構成員が取り組む主な内容は次の

とおりである。 

 

１）ハード対策の主な取組 

 各参加機関が実施するハード対策のうち、主な取組は以下のとおりである。 

  ○洪水を河川内で安全に流す対策 

  ○土砂災害防止対策 

  ○危機管理型ハード対策 

  ○避難行動、水防活動に資する基盤等の整備 

   ○河川への雨水流出抑制対策 

   ○災害に強い交通ネットワークの構築 

 

 ２）ソフト対策の主な取組 

各参加機関が実施するソフト対策のうち、主な取組は以下のとおりである。 

①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組 

○広域避難を考慮したハザードマップの作成・周知等 

○防災情報の発信及び情報伝達方法の確立 

○避難計画の作成・促進等 

○避難情報の発令に着目したタイムラインの作成 

○防災教育や防災知識の普及 

○共助の仕組みの強化 

②洪水氾濫や土砂災害による被害の軽減、避難時間の確保のための水防・土

砂災害防止活動の取組 

○より効果的な水防活動や土砂災害防止活動の実施及び水防体制の強化 



10 

 

１－６ フォローアップ 

 

 各構成機関の取組については、必要に応じて、防災業務計画や地域防災計画、

河川整備計画等に反映することなどにより責任を明確にし、組織的、計画的、継

続的に取り組むこととする。 

 原則、本協議会を毎年出水期前に開催し、取組の進捗状況を確認し、必要に応

じて取組方針や栃木県流域治水プロジェクトを見直すこととする。また、実施し

た取組についても訓練等を通じて習熟、改善を図る等、継続的なフォローアップ

を行うこととする。 

 なお、水防法第 15 条の９に基づき国土交通大臣が組織した大規模氾濫減災協議

会については、栃木県や茨城県等を含む各流域単位で適宜実施されているため、

これらの取組方針の内容や技術開発の動向等を注視して、随時取組方針を見直す

こととする。 
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第２章 

 

流域編 

利根川上流域 
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２－１ 流域の概要 

 

【流域の概要】 

 利根川上流域は、渡良瀬遊水地に注ぐ思川、与良川、巴波川、江川（藤岡）、

蓮花川の各流域と、茨城県境を流下する西仁連川流域を合わせた区域であり、栃

木県が管理する一級河川は、思川に合流する姿川、黒川（日光）、小藪川、大芦

川、粟野川と巴波川に合流する永野川などがあり、計 36 河川である。 

  

思川流域の上流部は急な山地河川の様相を呈し、中流部は鹿沼台地、宝木台地

を有する平地に鹿沼市などの市街地やのどかな田園地帯が広がり、下流部は水田

地帯が広がる低平地となっている。 

また、巴波川流域は、流域特性の異なる本川巴波川流域と永野川流域に分けら

れる。本川流域は全体的に緩やかな丘陵地形を成し、栃木市街地を除き沿川は肥

沃な水田地帯となっている。永野川流域は上流部が急な山地河川の様相を呈して

いる。 

 

 

【過去の被害状況】 

大正８年９月の県西部を襲った豪雨により、思川支川大芦川水源地の地蔵沢に

山津波をおこし、人家流出７戸、死者３名を出す被害が発生している。 

その後、昭和 22 年９月には、カスリーン台風が来襲し、９月 13 日から 15 日に

かけて宇都宮観測所で総雨量 261.7mm を記録した。思川では、３ヶ所で堤防が決

壊し、生井村（現小山市）、部屋村（現栃木市）の両村が水没し、小山市では死

者及び行方不明者 36 名、浸水家屋 1,846 戸、流出家屋 75 戸の被害が発生した。

また、鹿沼市では、黒川や武子川が氾濫し、約 4,000 戸が浸水し、西武子川でも

JR 日光線の鉄橋が崩落し、大惨事となった。 

 

 平成 27 年９月の関東・東北豪雨では、台風と低気圧によって９月６日から 11

日にかけて、鹿沼観測所で総雨量 548.0mm、栃木観測所で総雨量 445.5mm を記録

し、思川の乙女地点での水位が氾濫危険水位を 1.2m 超えたのをはじめ、姿川、黒

川、巴波川、永野川でも氾濫危険水位を超過した。 

この出水により、姿川と黒川で堤防が決壊したほか、巴波川、武子川、行川、

小藪川など多くの箇所で溢水した。また、本川の水位上昇の影響により、思川、

永野川沿川などの広範囲で内水被害が発生し、流域全体で浸水面積 4,581ha、家

屋全半壊 787 棟、床上浸水 1,675 棟、床下浸水 2,923 棟の被害をもたらした。 

土砂災害も各地で発生し、鹿沼市日吉地区のがけ崩れにより１名の方が亡くな

るなど、甚大な被害をもたらした。 
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 令和元年東日本台風では、10 月 11 日から 13 日にかけて鹿沼観測所で総雨量

375.5mm、栃木観測所で総雨量 305.0mm を記録し、思川、姿川、黒川、巴波川、永

野川で氾濫危険水位を超過した。 

この出水により、思川、黒川、永野川、荒井川、新川で堤防が決壊したほか、

思川、姿川、巴波川、永野川、柏倉川、粟野川、行川、武子川、杣井川、豊穂川

で越水・溢水が発生し、大規模な浸水被害をもたらした。 

 

 

【河川改修・砂防事業の状況】 

 本流域では、昭和 26 年度から思川、姿川、黒川、昭和 46 年度から小藪川、昭

和 48 年度から武子川、昭和 59年度から永野川を含む巴波川の背水区間、昭和 63

年度から巴波川上流、平成 19 年度から大芦川の整備に着手した。近年では、平成

27 年関東・東北豪雨を契機として、小藪川で床上浸水対策特別緊急事業により事

業の推進を図り、豊穂川では平成 31 年度から整備に着手した。また、令和元年東

日本台風により、県内各地で甚大な水災害が生じたことから、思川及び永野川で

災害復旧助成事業を、黒川で災害関連事業を、豊穂川で浸水対策重点地域緊急事

業を、巴波川で河川激甚災害対策特別緊急事業を導入した。現在、引き続き、思

川、姿川、小藪川、武子川、巴波川、大芦川、永野川、豊穂川等の整備を進めて

いる。 

 なお、令和２年度末で、河川の整備が必要な区間のうち、時間雨量 30mm～50mm

程度の雨を安全に流すことのできる区間の割合は約 68%となっている。 

 また、砂防事業については、大正７年、大芦川の水源地となる地蔵沢の土石流

発生に対応し、大正 11 年から地蔵沢砂防堰堤群を整備したのを皮切りに、大芦川、

永野川、粕尾川等の本川上流部や本川に流入する沢において砂防堰堤や流路工を

設置してきた。また、主に昭和 50 年代から平成のはじめにかけて、鹿沼市街地を

流れる黒川左岸部や小山市街地を流れる思川左岸部の河岸段丘などの急傾斜地に

おいて法枠工などの対策事業を実施してきた。 

 平成 27 年関東・東北豪雨では、鹿沼市日吉町において甚大ながけ崩れが発生し

たが、災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業を導入して法面工等の整備を行った。 

令和元年東日本台風では、宇都宮市下小池町、鹿沼市下柏尾、鹿沼市中柏尾に

おいて甚大な土石流が発生し、災害関連緊急砂防対策事業を導入して砂防堰堤等

の整備を行った。 

 現在、本流域内における土砂災害対策は、土砂災害の発生により甚大な被害が

生じる可能性が高い社会福祉施設等を保全対象とする箇所について、優先的に整

備を進めている。 
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【流域の特徴】 

 本流域の河川の主な特徴としては、上流部の山間部や中流部の丘陵地帯では、

河床勾配が急であり、短時間のうちに水位が上昇し易いこと、下流部では堤防高

が高く、また下流の大臣管理区間の水位の影響を受けることなどが挙げられる。 

 また、大芦川や永野川などの上流部では、河川の両岸に山が迫っており、河川

を幹に樹状に流入する小さな渓流が多く、並行して道路や集落があるため、土砂

災害が発生する地理的条件を持ち、被害が生じるおそれのある箇所が多い。 
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２－２ 現状と課題 

 

  各構成員が実施している主な減災に係る取組の現状と課題は、以下のとおり

である。（別紙１参照） 

①情報伝達、避難計画等に関する事項 ※現状：○、課題：●（以下同様） 

 

項 目 

 

現状と課題 

 

想定される浸水・土砂

災害リスクの周知に

ついて 

 

○全ての市町で、ハザードマップを作成し、住民へ

配布又はホームページへ掲載でしている。 

●洪水浸水想定区域図等を浸水・土砂災害リスクと

して認識が浸透していない。 

●県が作成する洪水浸水想定区域図や土砂災害警戒

区域等を基にしたハザードマップの改訂が必要で

ある。 

●住民に対して、災害リスクととるべき避難行動を

周知啓発する必要がある。 

 

 

洪水時における河川

水位等の情報提供等

の内容及びタイミン

グについて 

 

○県は、直轄河川の洪水予報発表を受け関係機関へ

情報提供を行っている。 

○県管理河川についても県が洪水予報を発表してお

り、関係機関への連絡を行い住民への周知を行っ

ている。 

○県管理河川の氾濫発生又は氾濫の恐れがある時や

土砂災害発生の恐れがある時に、県知事から関係

自治体首長に対して直接連絡（ホットライン）を

行っている。 

●様々な手段により水位等の情報を提供している

が、適切な避難行動に結びつけるためには、継続的

な取り組みが必要である。 
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避難情報の発令基準

について 

 

○避難情報の発令判断・伝達マニュアルや市町地域

防災計画に発令基準を定めている。 

●避難の判断基準となる水位に達する前でも、避難

すべき危険な状況になる可能性がある。 

●河川の水位上昇時には、同時に内水氾濫や土砂災

害、倒木等の対応もしているため河川のみを注視

できない。 

 

 

避難場所、避難経路に

ついて 

 

○全ての市町で、公共施設等を避難場所として指定

し、ハザードマップやＨＰ等で周知している。 

○避難経路については、指定していない。 

●平坦な地形のため、避難方向の指示は可能でも浸

水等を回避しての避難経路の指定は困難である。 

 

 

住民等への情報伝達

の方法について 

 

○全ての市町で、避難情報を複数の手段（緊急速報

メール、登録制メール、ＨＰ、防災行政無線、L

アラート、広報車等）により住民に伝達している。 

●旅行者や外国人への確実な情報伝達が必要であ

る。 

●各機関からのＦＡＸやメールが重複する場合があ

り、情報の精査が困難となっている。 

●防災行政無線は、豪雨などの騒音等により聞き取

りが困難となることが懸念される。 

 

 

避難誘導体制につい

て 

 

○避難誘導は、職員、警察、消防団、自主防災組織

等が連携して実施している。 

●避難情報が発令されても、避難行動を起こさない

住民への対応が課題である。 

●住民一人一人の避難行動を含めた防災意識の向上

が必要である。 
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②水防に関する事項 

 

項 目 

 

現状と課題 

 

河川水位等に係る情

報提供について 

 

○県管理河川については、洪水予報の発表と併せて

水防警報を発表している。 

○全ての市町で、ＨＰによる情報提供や関係機関へ

の連絡系統が確立されている。 

●水位等の情報共有の有り方を検討する必要があ

る。 

●あわただしい中でいかに正確に迅速にできるか。 

●情報の入手手段を広く住民周知していく必要が

ある。 

 

 

河川の巡視区間、水防

活動の実施体制につ

いて 

 

○毎年、出水期前に関係自治体、消防等で重要水防

箇所及び水防倉庫の点検を行っている。 

●堤防が決壊するような猛烈な増水時は、巡視や土

のう作業などには危険を伴うため安全対策を考

える必要がある。 

●水防活動は危険を伴う活動のため、担当者の安全

管理を徹底していく必要がある。 

 

 

水防資機材の整備状

況について 

 

○土のう袋やロープ等の資機材を庁舎、水防倉庫、

消防署などに備蓄している。 

●ライフジャケットなど、装備の充実が必要であ

る。 

●水防資機材の種類や数量を適宜検討し見直して

いく必要がある。 

 

 

市町庁舎、災害拠点病

院等の水害時におけ

る対応について 

 

○市町庁舎が洪水浸水想定区域外の場合は、災害対

策本部とする。区域内で庁舎使用不能の場合は、

代替施設を本部とする。 
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●洪水浸水想定区域外であっても内水氾濫による

浸水被害を想定し、対応することが必要である。 

 

 

③河川管理施設等の整備に関する事項 

 

項 目 

 

現状と課題 

 

堤防等河川管理施設

の現状の整備状況に

ついて 

 

○県は、河川整備計画に基づき整備している。 

○堤防天端舗装や巻堤、堤防腹付等により堤防の強

化を図っている。 

●引き続き、洪水を安全に流す対策を推進する必要

がある。 

●また、堆積土除去等の維持管理を適切に行ってい

く必要がある。 

●令和元年東日本台風で次の課題が生じた。 

・流下能力不足による越水で堤防が決壊 

・平成 27 年関東・東北豪雨の被災箇所で再び災

害が発生 

・一級河川巴波川において、堤防や護岸に被災が

なかったものの、栃木市中心市街地で甚大な浸水

被害が発生 

 

 

砂防堰堤、急傾斜地崩

壊対策施設の設置等 

 

○県は、土砂災害に強い防災基盤整備計画に基づき

整備している。 

○土砂災害の発生により甚大な被害が生じるおそ

れのある要配慮者利用施設等が含まれる土砂災

害警戒区域（重点整備箇所）において砂防堰堤等

を整備している。 

●引き続き、砂防堰堤等の整備を行い、土砂災害防

止対策を推進する必要がある。 
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雨水流出抑制施設の

整備状況について 

 

○一部の公共施設において、雨水流出抑制施設を整

備している。 

○一部市町で、民有地における雨水貯留・浸透施設

の設置について、周知活動の実施や設置補助制度

により設置促進を行っている。 

●河川や下水道への雨水流出を軽減させるために

は、民間開発を含む各種事業において、雨水流出

抑止対策を検討する必要がある。 

●民有地における雨水貯留・浸透施設による流出抑

制効果を発揮させるには、多くの住民の協力が必

要である。 

●住民や民間事業者に治水対策の重要性を理解し

てもらうための周知活動が必要である。 

 

 

緊急輸送道路の整備

状況について 

 

○山間部において、大型車のすれ違いが困難な箇所

や防災点検結果に基づく要対策箇所がある。 

○市街地においても、一部狭隘な箇所や無電柱化が

未了な箇所がある。 

●箇所数が多く、時間を要することから、より効率

的に事業進捗を図る必要がある。 

●無電柱化を進めるためには、より安価な工法の開

発が必要である。 

 

 

道路アンダーパス部

の冠水対策について 

 

○冠水対策として、排水ポンプや冠水情報板、冠水

チェックライン等を設置している。 

●排水ポンプ等の設備については、排水機能維持の

ため、適切な管理と更新が必要である。 
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２－３ 令和８（2026）年度までに実施する取組 

 

   氾濫や土砂災害が発生することを前提として、社会全体で常にこれに備え

る「水防災意識社会」を再構築すること及びあらゆる関係者が協働して流域

全体で水災害を軽減させる治水対策「流域治水」を計画的に推進することを

目的に、各構成員が取り組む主な内容は次のとおりである。 

    １）ハード対策の主な取組 

   各参加機関が実施するハード対策のうち、主な取組項目・目標時期・取組

機関については、以下のとおりである。（別紙２－１、２－２参照） 

 

主な取組項目 

 

目標時期 

 

取組機関 

 

■洪水を河川内で安全に流す対策 

 ・河道拡幅、護岸整備（河岸侵食対策）等 

 

 ・再度災害防止対策（改良復旧、堆積土除

去等） 

・浸水対策検討会を設置し、抜本的な浸水

対策を協議・実施 

 

 

順次実施又は

継続実施 

継続実施 

 

継続実施 

 

 

5 市町 

栃木県 

3 市 

栃木県 

1 市 

栃木県 

 

■土砂災害防止対策 

 ・砂防堰堤、急傾斜地崩壊対策施設の設置 

  等 

 

 

継続実施 

 

 

栃木県 

 

■危機管理型ハード対策 

 ・堤防強化（堤防天端の保護、巻堤、堤防

腹付等） 

 

 

継続実施 

 

 

栃木県 

 

■避難行動、水防活動に資する基盤等の整備 

 ・雨量・水位等の観測データ及び洪水時の

状況を把握・伝達するための基盤の整備 

  

・防災行政無線の改良、防災ラジオの配布

等の整備 

 

 

 

順次実施又は

継続実施 

 

継続実施 

 

 

 

 

3 市町 

気象台 

栃木県 

10 市町 
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 ・水防活動を支援するための水防資機材等

の配備（新技術活用も含め）及び適切な

管理 

 ・危機管理型水位計や簡易型河川監視カメ

ラ等の検討・設置 

・浸水時においても災害対応を継続するた

めの施設の整備及び自家発電装置等の耐

水化 

継続実施 

 

 

順次実施又は

継続実施 

順次実施又は

継続実施 

9 市町 

栃木県 

 

3 市町 

栃木県 

8 市町 

栃木県 

 

 

■河川への雨水流出抑制対策 

 ・雨水流出抑制施設の整備・促進 

 

 ・田んぼダムの普及・促進 

 

 

順次実施又は

継続実施 

順次実施又は

継続実施 

 

 

6 市町 

栃木県 

6 市町 

 

■災害に強い交通ネットワークの構築 

 ・緊急輸送道路の整備 

 ・道路アンダーパス部の冠水対策 

 

 

継続実施 

継続実施 

 

 

栃木県 

4 市 

栃木県 

   

 ２）ソフト対策の主な取組 

   各参加機関が実施するソフト対策のうち、主な取組項目・目標時期・取組

機関については、以下のとおりである。（別紙２－１、２－２参照） 

①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組 

 

主な取組項目 

 

目標時期 

 

取組機関 

 

■広域避難を考慮したハザードマップの作

成・周知等 

  ・想定最大規模降雨による洪水浸水想定区

域図等の作成や氾濫シミュレーションの

公表 

 ・水位周知河川等の拡大検討 

  ・洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域等

を考慮したハザードマップの作成・周知 

 

 

 

継続実施 

 

 

市町と検討 

継続実施 

 

 

 

 

栃木県 

 

 

栃木県 

10 市町 
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  ・地域の特性を踏まえた適切な避難方法（垂

直避難等）の検討・周知（効果的なまる

ごとまちごとハザードマップの検討・周

知を含む） 

 

継続実施 

 

8 市町 

 

■防災情報の発信及び情報伝達方法の確立 

等 

 ・水位予測の精度向上検討 

 ・土砂災害警戒基準線等の見直し 

 

・プッシュ型の洪水予報等の情報発信 

 

 ・水位計やライブカメラの情報をリアルタ

イムで提供 

・対象地区全住民への確実な情報伝達方法

の確立（自治体未加入世帯、高齢者、外

国人等） 

 

 

 

適宜実施 

適宜実施 

 

継続実施 

 

順次実施又は

継続実施 

継続実施 

 

 

 

栃木県 

気象台 

栃木県 

気象台 

栃木県 

5 市町 

栃木県 

10 市町 

 

■避難計画の作成・促進等 

 ・避難情報の判断・伝達マニュアルの見直

し 

・広域避難計画の策定 

 

 

・要配慮者利用施設の避難確保計画の作成

及び訓練の促進 

 ・要配慮者利用施設の避難確保計画及び訓

練の内容確認・助言 

 ・地区防災計画や企業 BCP 策定の促進・強

化 

・マイ・タイムラインや防災マップ等の避

難の実効性を高める取組の実施 

 

 

順次実施又は

継続実施 

順次実施又は

継続実施 

 

順次実施又は

継続実施 

順次実施又は

継続実施 

順次実施又は

継続実施 

継続実施 

 

 

10 市町 

栃木県 

6 市町 

気象台 

栃木県 

9 市町 

気象台 

10 市町 

 

10 市町 

栃木県 

8 市町 

気象台 

栃木県 
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■避難情報の発令に着目したタイムライン

の作成 

 ・タイムラインの作成及び実践的な訓練の

検討・実施 

 ・訓練等で明らかとなった課題等を踏まえ

たタイムラインの見直し 

 

 

 

継続実施 

 

順次実施又は

継続実施 

 

 

 

全構成員 

 

9 市町 

気象台 

栃木県 

 

■防災教育や防災知識の普及 

 ・水災害の事前準備に関する問い合わせ窓

口の設置 

 ・水防災に関する説明会の開催 

 

 ・小中学生を対象とした防災教育の実施 

（教員へのサポートも含む） 

 ・出前講座等を活用した講習会（啓発活動）

の実施 

 

 

継続実施 

 

継続実施 

 

継続実施 

 

継続実施 

 

 

全構成員 

 

全構成員 

 

全構成員 

 

全構成員 

 

 

■共助の仕組みの強化 

・自助、共助を目指した自主防災組織の充

実 

・市町の高齢者福祉部局等と協議会等に関

する取組の情報共有 

・地域包括支援センター・ケアマネジャー

と連携した水害からの高齢者に対して避

難行動の理解促進に向けた取組の検討・

実施 

・要配慮者利用施設の避難に関する地域の

支援体制について検討 

 

 

継続実施 

 

順次実施又は

継続実施 

順次実施又は

継続実施 

 

 

順次実施又は

継続実施 

 

 

10 市町 

 

9 市町 

 

7 市町 

 

 

 

4 市町 
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②洪水氾濫や土砂災害による被害の軽減、避難時間の確保のための水防・土

砂災害防止活動の取組 

 

主な取組項目 

 

目標時期 

 

 取組機関 

 

■より効果的な水防活動や土砂災害防止活

動の実施及び水防体制の強化 

 ・水防団等への連絡体制の再確認 

 ・水防団同士の連絡体制の確保 

・水防団等が参加する洪水・土砂災害に対

しリスクが高い区間の共同点検 

 ・関係機関が連携した実働水防訓練・土砂

災害防災訓練等の検討・実施 

 

・排水ポンプ車操作訓練の実施 

 

・水防活動の担い手となる水防団員の募集

や水防協力団体の指定促進 

 

 

 

継続実施 

継続実施 

継続実施 

 

継続実施 

 

 

継続実施 

 

継続実施 

 

 

 

10 市町 

10 市町 

全構成員 

 

9 市町 

気象台 

栃木県 

1 市 

栃木県 

9 市町 

 



25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 

 

流域編 

渡良瀬川流域 
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３－１ 流域の概要 

 

【流域の概要】 

  栃木県の渡良瀬川流域は、日光市足尾町の渡良瀬川本川上流域と、下流域の足

利市及び佐野市で渡良瀬川に流れ込む各支川の流域を合わせた区域であり、栃木

県が管理する一級河川は、渡良瀬川のほか、三杉川、秋山川、菊沢川、矢場川、

旗川、袋川、松田川、神子内川などがあり、計 36 河川である。 

 

本流域の本川上流域は足尾山地であり急な山地河川の様相を呈しており、下流

域の各支川は、上流部は急な山地河川の様相を呈し、中下流部は岩舟台地、佐野

台地を有する平地に市街地やのどかな田園地帯が広がっている。 

 

 

【過去の被害状況】 

 渡良瀬川上流域は、足尾鉱山の煙害や明治 21 年４月の大規模な山火事によっ

て、流域面積の約 50％が裸地化し荒廃が進み、下流域では、洪水のたびに上流か

ら多量の土砂が流れてくるようになった。 

 その後、明治 35 年の足尾台風など相次ぐ台風の被害により山容は荒廃した。 

 

昭和 22 年９月のカスリーン台風では、９月 13 日から 15 日にかけて、足尾観測

所で総雨量 367.9mm、足利観測所で 288.4mm を記録した。県内で被害が最も大き

かったのは足利市であり、死者 286名、全半壊を含め流出家屋 204 戸、床上浸水

6,843戸、床下浸水 2,358戸の甚大な被害が発生した。 

 

 平成 27 年７月の台風 11 号では、７月 16 日から 17日にかけて、足利観測所で

総雨量 164.0mmを記録し、この豪雨による出水で、尾名川、姥川で溢水するなど、

流域全体で床下浸水９戸の被害をもたらした。 

  

 平成 27 年９月の関東・東北豪雨では、台風と低気圧によって９月６日から 11

日にかけて、葛生観測所で総雨量 279.5mm、佐野観測所で総雨量 220.0mm を記録

し、秋山川で避難判断水位を超過した。 

この出水により、三杉川で堤防が決壊するなど、流域全体で浸水面積 151ha、

床上浸水２棟、床下浸水１棟の被害をもたらした。 

 

 令和元年東日本台風では、10 月 11 日から 13 日にかけて足尾観測所で総雨量

438.5mm、葛生観測所で総雨量 416.5mm を記録し、秋山川で氾濫危険水位を超過し

た。 

この出水により、秋山川と出流川で堤防が決壊したほか、名草川、清水川、小
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俣川、松田川、尾名川、出流川、旗川、姥川、小曽戸川、彦間川で越水・溢水が

発生し、大規模な浸水被害をもたらした。 

 

 

【河川改修・砂防事業の状況】 

 本流域では、大正から昭和にかけて秋山川、昭和 50 年度から三杉川、昭和 53

年度から矢場川、昭和 55 年度から菊沢川の整備に着手した。その後、平成に入り、

名草川、菊沢川放水路、旗川、姥川等の整備に着手しており、菊沢川放水路は平

成 24 年度に、三杉川は平成 27 年度に完了した。また、松田川では昭和 60 年度に

ダム建設工事に着手し平成８年度に完成した。近年では、令和元年東日本台風に

より、県内各地で甚大な水災害が生じたことから、秋山川で災害関連事業、河川

激甚災害対策特別緊急事業を導入した。現在、引き続き、秋山川、矢場川、菊沢

川、名草川、旗川、姥川等の整備を進めている。 

 なお、令和２年度末で、河川の整備が必要な区間のうち、時間雨量 30mm～50mm

程度の雨を安全に流すことのできる区間の割合は約 58%となっている。 

 また、足尾地区における砂防事業については、昭和 12 年の足尾山地の直轄砂防

による砂防工事が開始され、仁田元、松木、久藏の３川の合流点における足尾砂

防堰堤や大畑沢、神子内川、渡良瀬川などの流路工の整備を進めてきた。現在、

松木山腹工等の整備など、災害危険度の軽減はもとより、周辺環境及び生態系の

調和を図った砂防施設の整備を直轄事業により進めている。 

 足利・佐野地区における砂防事業については、彦間川や名草川、小俣川などの

上流域の砂防堰堤、流路工の整備を進めるほか、足利市街地の外郭の一部を形成

する織姫山系の斜面などにおける急傾斜地対策事業等を進めてきた。 

 本流域内の足利・佐野地区における土砂災害対策は、現在、土砂災害の発生に

より甚大な被害が生じる可能性の高い社会福祉施設等を保全対象とする箇所につ

いて、優先的に整備を進めている。 

 

【流域の特徴】 

 本流域の主な特徴としては、本川上流域や下流域の支川の上流部では、河床勾

配が急であり、短時間のうちに水位が上昇し易いこと、支川の中下流部では、下

流の大臣管理区間の水位の影響を受けることなどが挙げられる。 

 また、足尾地区は足尾鉱山の煙害や山火事、度重なる台風などにより、山容が

荒廃していたが、砂防堰堤の設置などに加え、砂防樹林帯や山腹工により緑化が

進められ、土砂流出の抑制とともに憩いの場としての利用も多くなってきた。 

 足利・佐野地区は、市街地周辺部における急傾斜地の存在や、秋山川や彦間川、

名草川などの河川を幹に樹状に流入する小さな渓流等も多く、並行して道路や集

落があるため、土砂災害が発生する地理的条件を持ち、被害が生じるおそれのあ

る箇所が多い。 
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３－２ 現状と課題 

 

  各構成員が実施している主な減災に係る取組の現状と課題は、以下のとおり

である。（別紙１参照） 

①情報伝達、避難計画等に関する事項 ※現状：○、課題：●（以下同様） 

 

項 目 

 

現状と課題 

 

想定される浸水・土砂

災害リスクの周知に

ついて 

 

○全ての市で、ハザードマップを作成し、住民へ配

布又はホームページへ掲載している。 

●県が作成する洪水浸水想定区域図や土砂災害警戒

区域等を基にしたハザードマップの改訂が必要で

ある。 

●住民に対して、災害リスクととるべき避難行動を

周知啓発する必要がある。 

 

 

洪水時における河川

水位等の情報提供等

の内容及びタイミン

グについて 

 

○県は、直轄河川の洪水予報発表を受け関係機関へ

情報提供を行っている。 

○県管理河川についても県が洪水予報を発表してお

り、関係機関への連絡を行い住民への周知を行っ

ている。 

○県管理河川の氾濫発生又は氾濫の恐れがある時や

土砂災害発生の恐れがある時、県土整備部所管７

ダムの緊急放流を行う時に、県知事から関係自治

体首長に対して直接連絡（ホットライン）を行っ

ている。 

●様々な手段により水位等の情報を提供している

が、適切な避難行動に結びつけるためには、継続

的な取り組みが必要である。 
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避難情報の発令基準

について 

 

○避難情報の発令判断・伝達マニュアルや市地域防

災計画に発令基準を定めている。 

●深夜、早朝の避難情報発令の見極めが困難である。 

●ダム放流情報等に基づく避難情報の発令判断を支

援するため、ダム管理者から市町首長へダムの事

象や放流情報等についての説明を継続的に行う必

要がある。 

 

 

避難場所、避難経路に

ついて 

 

○全ての市で、公共施設等を避難場所として指定し、

ハザードマップやＨＰ等で周知している。 

●地区によっては適切な避難場所がなく、また避難

経路上に土砂災害警戒区域があるなど、孤立集落

が発生する恐れがある。 

 

 

住民等への情報伝達

の方法について 

 

○全ての市で、避難情報を複数の手段（緊急速報メ

ール、登録制メール、ＨＰ、防災行政無線、L ア

ラート、広報車等）により住民に伝達している。 

●市において、避難情報の伝達手段は確保している

が、住民へ周知ができているかが不安。 

●防災行政無線は、豪雨などの騒音等により聞き取

れない恐れがある。 

●住民等の主体的な避難を促進するため、ダム放流

情報等に関する住民説明会を継続的に行う必要が

ある。 

●令和元年東日本台風で、水門の閉門情報が国から

市・県に伝達されなかったため、地元への情報提

供ができず、住民の避難に支障が出た。 

 

 

避難誘導体制につい

て 

 

○避難誘導は、職員、警察、消防、消防団、自主防

災組織等が連携して実施している。 

●住民の一人一人の避難行動を含めた防災意識の向

上が必要である。 

●避難行動要支援者への避難誘導方法が課題であ

る。 
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②水防に関する事項 

 

項 目 

 

現状と課題 

 

河川水位等に係る情

報提供について 

 

○県管理河川については、洪水予報の発表と併せて

水防警報を発表している。 

○一部の市で、登録制メールを活用した水害情報の

配信を行っている。 

●停電時や電話不通時といった緊急時の情報伝達

手段の確保が今後必要である。 

 

 

河川の巡視区間、水防

活動の実施体制につ

いて 

 

○毎年、出水期前に関係自治体、警察、消防等で重

要水防箇所及び水防倉庫の点検を行っている。 

●水防活動は危険を伴う活動のため、担当者の安全

確保を徹底していく必要がなる。 

 

 

水防資機材の整備状

況について 

 

○土のう袋やロープ等の資機材を庁舎、水防倉庫、

消防署などに備蓄している。 

●水防資機材の種類や数量を適宜検討し見直して

いく必要がある。 

 

 

市町庁舎、災害拠点病

院等の水害時におけ

る対応について 

 

○市では、災害対策本部を市庁舎に設置する。なお、

洪水浸水想定区域内等にある庁舎については、機

能が損なわれた場合には、他への施設に移転を想

定している。 

●洪水浸水想定区域外であっても内水氾濫による

浸水被害を想定し、対応することが必要である。 

 

 

ダムの洪水調節機能

の強化 

 

○河川管理者・ダム管理者・利水者間で治水協定を

締結し、事前放流の運用を開始している。 

●異常豪雨の頻発化に備え、より多くの洪水調節容

量の確保が必要である。 
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③河川管理施設等の整備に関する事項 

 

項 目 

 

現状と課題 

 

堤防等河川管理施設

の現状の整備状況に

ついて 

 

○県は、河川整備計画に基づき整備している。 

○堤防天端舗装や巻堤、堤防腹付等により堤防の強

化を図っている。 

●引き続き、洪水を安全に流す対策を推進する必要

がある。 

●また、堆積土除去等の維持管理を適切に行ってい

く必要がある。 

●令和元年東日本台風で次の課題が生じた。 

・流下能力不足による越水で堤防が決壊 

・平成 27 年関東東北豪雨の被災箇所で再び災害

が発生 

 

 

砂防堰堤、急傾斜地崩

壊対策施設の設置等 

 

○県は、土砂災害に強い防災基盤整備計画に基づき

整備している。 

○土砂災害の発生により甚大な被害が生じるおそ

れのある要配慮者利用施設等が含まれる土砂災

害警戒区域（重点整備箇所）において砂防堰堤等

を整備している。 

●引き続き、砂防堰堤等の整備を行い、土砂災害防

止対策を推進する必要がある。 

 

 

雨水流出抑制施設の

整備状況について 

 

○一部市で、民有地における雨水貯留・浸透施設の

設置について、周知活動の実施や設置補助制度に

より設置促進を行っている。 

○開発行為に伴う調整池等の設置を指導している。 

●河川や下水道への雨水流出を軽減させるために

は、民間開発を含む各種事業において、雨水流出

抑止対策を検討する必要がある。 

●民有地における雨水貯留・浸透施設の設置基数が

少ないため、周知方法等を検討する必要がある。 
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●開発行為に伴い設置する調整池等の貯留施設に

大幅な余裕量を持たせることまでは指導してい

ない。 

 

 

緊急輸送道路の整備

状況について 

 

○山間部において、大型車のすれ違いが困難な箇所

や防災点検結果に基づく要対策箇所がある。 

○市街地においても、一部狭隘な箇所や無電柱化が

未了な箇所がある。 

●箇所数が多く、時間を要することから、より効率

的に事業進捗を図る必要がある。 

●無電柱化を進めるためには、より安価な工法の開

発が必要である。 

 

 

道路アンダーパス部

の冠水対策について 

 

○冠水対策として、排水ポンプや冠水情報板、冠水

チェックライン等を設置している。 

●排水ポンプ等の設備については、排水機能維持の

ため、適切な管理と更新が必要である。 

●必要応じて冠水対策強化を検討する必要がある。 
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３－３ 令和８（2026）年度までに実施する取組 

 

   氾濫や土砂災害が発生することを前提として、社会全体で常にこれに備え

る「水防災意識社会」を再構築すること及びあらゆる関係者が協働して流域

全体で水災害を軽減させる治水対策「流域治水」を計画的に推進することを

目的に、各構成員が取り組む主な内容は次のとおりである。 

    １）ハード対策の主な取組 

   各参加機関が実施するハード対策のうち、主な取組項目・目標時期・取組

機関については、以下のとおりである。（別紙２－１、２－２参照） 

 

主な取組項目 

 

目標時期 

 

取組機関 

 

■洪水を河川内で安全に流す対策 

 ・河道拡幅、護岸整備（河岸侵食対策）等 

 

・再度災害防止対策（改良復旧、堆積土除

去等） 

 

 

継続実施 

 

継続実施 

 

 

1 市 

栃木県 

1 市 

栃木県 

 

■土砂災害防止対策 

 ・砂防堰堤、急傾斜地崩壊対策施設の設置 

  等 

 

 

継続実施 

 

 

栃木県 

 

■危機管理型ハード対策 

 ・堤防強化（堤防天端の保護、巻堤、堤防

腹付等） 

 

 

継続実施 

 

 

栃木県 

 

■避難行動、水防活動に資する基盤等の整備 

 ・雨量・水位等の観測データ及び洪水時の

状況を把握・伝達するための基盤の整備 

 

 ・防災行政無線の改良、防災ラジオの配布

等の整備 

 ・水防活動を支援するための水防資機材等

の配備（新技術活用も含め）及び適切な

管理 

 

 

継続実施 

 

 

継続実施 

 

継続実施 

 

 

 

 

1 市 

気象台 

栃木県 

4 市 

 

4 市 

栃木県 
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 ・危機管理型水位計や簡易型河川監視カメ

ラ等の検討・設置 

・浸水時においても災害対応を継続するた

めの施設の整備及び自家発電装置等の耐

水化 

継続実施 

 

継続実施 

栃木県 

 

4 市 

栃木県 

 

■河川への雨水流出抑制対策 

 ・雨水流出抑制施設の整備・促進 

 

・田んぼダムの普及・促進 

 

 

継続実施 

 

継続実施 

 

 

1 市 

栃木県 

1 市 

 

■災害に強い交通ネットワークの構築 

 ・緊急輸送道路の整備 

 ・道路アンダーパス部の冠水対策 

 

 

継続実施 

継続実施 

 

 

栃木県 

栃木県 

 

   ２）ソフト対策の主な取組 

   各参加機関が実施するソフト対策のうち、主な取組項目・目標時期・取組

機関については、以下のとおりである。（別紙２－１、２－２参照） 

①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組 

 

主な取組項目 

 

目標時期 

 

取組機関 

 

■広域避難を考慮したハザードマップの作

成・周知等 

  ・想定最大規模降雨による洪水浸水想定区

域図等の作成や氾濫シミュレーションの

公表 

 ・水位周知河川等の拡大検討 

  ・洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域等

を考慮したハザードマップの作成・周知 

  ・地域の特性を踏まえた適切な避難方法（垂

直避難等）の検討・周知（効果的なまる

ごとまちごとハザードマップの検討・周

知を含む） 

 

 

 

 

継続実施 

 

 

市町と検討 

継続実施 

 

継続実施 

 

 

 

栃木県 

 

 

栃木県 

4 市 

 

3 市 
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■防災情報の発信及び情報伝達方法の確立 

 等 

 ・水位予測の精度向上検討 

 ・土砂災害警戒基準線等の見直し 

 

・プッシュ型の洪水予報等の情報発信 

 

 ・水位計やライブカメラの情報をリアルタ

イムで提供 

・対象地区全住民への確実な情報伝達方法

の確立（自治体未加入世帯、高齢者、外

国人等） 

 

 

 

適宜実施 

適宜実施 

 

継続実施 

 

継続実施 

 

継続実施 

 

 

 

栃木県 

気象台 

栃木県 

気象台 

栃木県 

栃木県 

 

4 市 

 

■避難計画の作成・促進等 

 ・避難情報の判断・伝達マニュアルの見直

し 

・広域避難計画の策定 

 

 

・要配慮者利用施設の避難確保計画の作成

及び訓練の促進 

 ・要配慮者利用施設の避難確保計画及び訓

練の内容確認・助言 

 ・地区防災計画や企業 BCP 策定の促進・強

化 

・マイ・タイムラインや防災マップ等の避

難の実効性を高める取組の実施 

 

 

継続実施 

 

継続実施 

 

 

継続実施 

 

順次実施又は

継続実施 

順次実施又は

継続実施 

順次実施又は

継続実施 

 

 

4 市 

栃木県 

1 市 

気象台 

栃木県 

4 市 

気象台 

4 市 

 

3 市 

栃木県 

3 市 

気象台 

栃木県 

 

■避難情報の発令に着目したタイムライン

の作成 

 ・タイムラインの作成及び実践的な訓練の

検討・実施 

 

 

 

 

継続実施 

 

 

 

 

 

全構成員 
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・訓練等で明らかとなった課題等を踏まえ

たタイムラインの見直し 

継続実施 2 市 

気象台 

栃木県 

 

■防災教育や防災知識の普及 

 ・水災害の事前準備に関する問い合わせ窓

口の設置 

 ・水防災に関する説明会の開催 

 

 ・小中学生を対象とした防災教育の実施 

（教員へのサポートも含む） 

 ・出前講座等を活用した講習会（啓発活動）

の実施 

 

 

継続実施 

 

継続実施 

 

継続実施 

 

継続実施 

 

 

全構成員 

 

全構成員 

 

全構成員 

 

全構成員 

 

 

■共助の仕組みの強化 

・自助、共助を目指した自主防災組織の充

実 

・市町の高齢者福祉部局等と協議会等に関

する取組の情報共有 

・地域包括支援センター・ケアマネジャー

と連携した水害からの高齢者に対して避

難行動の理解促進に向けた取組の検討・

実施 

・要配慮者利用施設の避難に関する地域の

支援体制について検討 

 

 

継続実施 

 

順次実施又は

継続実施 

順次実施又は

継続実施 

 

 

継続実施 

 

 

4 市 

 

4 市 

 

3 市 

 

 

 

1 市 

 

②洪水氾濫や土砂災害による被害の軽減、避難時間の確保のための水防・土

砂災害防止活動の取組 

 

主な取組項目 

 

目標時期 

 

取組機関 

 

■より効果的な水防活動や土砂災害防止活

動の実施及び水防体制の強化 

・水防団等への連絡体制の再確認 

・水防団同士の連絡体制の確保 

 

 

 

継続実施 

継続実施 

 

 

 

4 市 

4 市 
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 ・水防団等が参加する洪水・土砂災害に対

しリスクが高い区間の共同点検 

・関係機関が連携した実働水防訓練・土砂

災害防災訓練等の検討・実施 

 

・排水ポンプ車操作訓練の実施 

・水防活動の担い手となる水防団員の募集

や水防協力団体の指定促進 

・ダムの洪水調節機能の強化 

継続実施 

 

継続実施 

 

 

継続実施 

継続実施 

 

継続実施 

全構成員 

 

3 市 

気象台 

栃木県 

栃木県 

4 市 

 

栃木県 
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第４章 

 

流域編 

鬼怒川・小貝川上流域 
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４－１ 流域の概要 

 

【流域の概要】 

  鬼怒川・小貝川上流域は、鬼怒川に合流する各河川の流域と、田川流域、小貝

川流域、五行川流域を合わせた区域であり、栃木県が管理する一級河川は、鬼怒

川のほか、田川、山田川、江川（宇都宮）、大谷川、板穴川、小貝川、五行川な

どがあり、計 86 河川である。 

 

鬼怒川流域の上流部は深い山間渓谷となっており、その下流では河岸段丘が見

られ、鬼怒川と大谷川との合流付近から下流では今市扇状地が形成されている。 

また、田川流域の上流部は今市扇状地にあり、低山地が占めているが、中流部

の宇都宮市市街地から下流は平坦な低地を流れ、水田地帯が広がっている。 

一方、小貝川流域、五行川流域は、大部分が丘陵地と平地になっている。 

 

 

【過去の被害状況】 

古くは、日光地区の大谷川流域で天文年間（1532～54）に発生した「白髭水洪

水」のほか、明治 35 年足尾台風をはじめ、39 年、40 年、43 年、大正３年の大雨

により、土石流等に繰り返し見舞われ、日光市街地などでは甚大な被害を受け続

けた。特に日光連山を中心に豪雨をもたらした明治 35 年の足尾台風の際には神橋

が造営以来、初めて流出した。 

 

昭和 22年９月のカスリーン台風により９月 13日から 15日にかけて宇都宮観測

所で総雨量 261.7mm を記録した。田川では 15 日夕刻より溢水し、宇都宮駅前から

第１銀行付近までが一面濁水の海と化し、宇都宮市では死者 11 名、重軽傷者 500

名余りの犠牲者が出た。 

 

 昭和 61 年８月の台風 10 号により８月４日から５日にかけて宇都宮観測所で総

雨量 247.0mm を記録した。江川、奈坪川を中心に、床上浸水 66 戸、床下浸水 273

戸の被害が発生した。 

 

 平成 27 年９月の関東・東北豪雨では、台風と低気圧によって９月６日から 11

日にかけて、五十里観測所で総雨量 644.5mm、今市観測所で総雨量 668.0mm を記

録し、田川で氾濫危険水位を超過した。 

この出水により、田川、赤堀川などで溢水し、流域全体で浸水面積 136ha、家

屋全半壊 79 棟、床上浸水 22 棟、床下浸水 234 棟の被害をもたらした。 

 土砂災害も各地で発生し、日光市芹沢地区や藤原地区の土石流などにより甚大

な被害をもたらした。 
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 令和元年東日本台風では、10 月 11 日から 13 日にかけて奥日光観測所で総雨量

512.5mm、土呂部観測所で総雨量 424.5mm を記録し、田川で氾濫危険水位を超過し

た。 

この出水により、田川、赤堀川、湯西川、武名瀬川で越水・溢水が発生し、大

規模な浸水被害をもたらした。 

 

 

【河川改修・砂防事業の状況】 

 本流域では、昭和 26 年度から田川、昭和 27 年度から小貝川、五行川、昭和 40

年度から江川、平成３年度から江川放水路、平成６年度から武名瀬川等の整備に

着手しており、江川放水路は平成 12 年度に完了した。また、大谷川では、平成３

年度に中禅寺ダム再開発事業に着手し平成 11 年度に完成、三河沢川では、平成２

年度ダム建設工事に着手し平成 16 年度に完成した。近年では、令和元年東日本台

風により、県内各地で甚大な水災害が生じたことから、田川で浸水対策重点地域

緊急事業を導入した。現在、引き続き、田川、武名瀬川、五行川等の整備を進め

ている。 

 なお、令和２年度末で、河川の整備が必要な区間のうち、時間雨量 30mm～50mm

程度の雨を安全に流すことのできる区間の割合は約 69%となっている。 

 また、砂防事業については、直轄砂防事業により大正７年から稲荷川の砂防事

業が開始され、その後、大谷川流域や男鹿川流域などに事業区域が拡大している。

華厳の滝を源流とする大谷川の床固工群や男体山の浸食谷の斜面安定・植生回復

のための大薙山山腹工、稲荷川上流部における日向砂防堰堤等を整備してきた。 

 引き続き、日光地区の重荒廃地域かの土砂流出抑制等、砂防事業を推進してい

る。 

 栃木県においても小百川、行川などの流路工をはじめ、本川に流入する渓流等

への砂防堰堤等の設置を行ってきた。 

 平成 27 年関東・東北豪雨では、箒沢や芹沢で土石流が発生し、それぞれ災害関

連緊急砂防事業により整備している。 

 現在、本流域内における土砂災害対策は、土砂災害の発生により甚大な被害が

生じる可能性の高い社会福祉施設等を保全対象とする箇所について、優先的に整

備を進めている。 

 

 

【流域の特徴】 

 本流域の主な特徴としては、鬼怒川流域の上流部では、河床勾配が急であり、

短時間のうちに水位が上昇し易いこと、鬼怒川流域の中下流部や小貝川流域、五

行川流域では河床勾配が比較的緩やかなため、洪水が流れにくいことなどが挙げ

られる。 
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また、市街地部を流れる河川では、局所的な集中豪雨により急激な水位上昇が

想定される。 

鬼怒川上流には、４つの多目的ダム（直轄ダム）が整備されている。 

 本流域における山岳地帯は、重荒廃地域、一般荒廃地域など脆弱な地域が広く

分布しており、地形急峻でかつ脆弱な地質によって形成されているために、膨大

な土砂の生産源となっている。 
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４－２ 現状と課題 

 

  各構成員が実施している主な減災に係る取組の現状と課題は、以下のとおり

である。（別紙１参照） 

①情報伝達、避難計画等に関する事項 ※現状：○、課題：●（以下同様） 

 

項 目 

 

現状と課題 

 

想定される浸水・土砂

災害リスクの周知に

ついて 

 

○全ての市町で、ハザードマップを作成し、住民へ

配布又はホームページへ掲載している。 

●県が作成する洪水浸水想定区域図や土砂災害警戒

区域等を基にしたハザードマップの改訂が必要で

ある。 

●住民に対して、災害リスクととるべき避難行動を

周知啓発する必要がある。 

 

 

洪水時における河川

水位等の情報提供等

の内容及びタイミン

グについて 

 

○県は、直轄河川の洪水予報発表を受け関係機関へ

情報提供を行っている。 

○県管理河川についても県が洪水予報を発表してお

り、関係機関への連絡を行い住民への周知を行っ

ている。 

○県管理河川の氾濫発生又は氾濫の恐れがある時や

土砂災害発生の恐れがある時、県土整備部所管７

ダムの緊急放流を行う時に、県知事から関係自治

体首長に対して直接連絡（ホットライン）を行っ

ている。 

●様々な手段により水位等の情報を提供している

が、適切な避難行動に結びつけるためには、継続

的な取り組みが必要である。 

 

 

避難情報の発令基準

について 

 

○避難情報の発令判断・伝達マニュアルや市町地域

防災計画に発令基準を定めている。 

●発令にあたっては、水位のみのならず、河川の状

況等を総合的に判断することとしているが、洪水

時には、時間的に余裕のない中での適切な判断が

難しい。 
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●河川の水位上昇時には、同時に内水氾濫や土砂災

害、倒木等の対応もしているため河川のみを注視

できない。 

●ダム放流情報等に基づく避難情報の発令判断を支

援するため、ダム管理者から市町首長へダムの事

象や放流情報等についての説明を継続的に行う必

要がある。 

 

 

避難場所、避難経路に

ついて 

 

○全ての市町で、公共施設等を避難場所として指定

し、ハザードマップやＨＰ等で周知している。 

○避難経路については、指定していない。 

●平坦な地形のため、避難方向の指示は可能でも浸

水等を回避しての避難経路の指定は困難である。 

●ハザードマップを全世帯に配布をしているが、あ

まり活用されていない。 

 

 

住民等への情報伝達

の方法について 

 

○全ての市町で、避難情報を複数の手段（緊急速報

メール、登録制メール、ＨＰ、防災行政無線、L

アラート、広報車等）により住民に伝達している。 

●旅行者や外国人への確実な情報伝達が必要であ

る。 

●各機関からのＦＡＸやメールが重複する場合があ

り、情報の精査が困難となっている。 

●防災行政無線は、豪雨などの騒音等により聞き取

れない恐れがある。 

●住民等の主体的な避難を促進するため、ダム放流

情報等に関する住民説明会を継続的に行う必要が

ある。 

 

 

避難誘導体制につい

て 

 

○避難誘導は、職員、警察、消防、消防団、自主防

災組織等が連携して実施している。 

●避難情報が発令されても、避難行動を起こさない

住民への対応が課題である。 

●消防団員等の生命を守るため、避難誘導時の退避

の見極めが必要である。 
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②水防に関する事項 

 

項 目 

 

現状と課題 

 

河川水位等に係る情

報提供について 

 

○県管理河川については、洪水予報の発表と併せて

水防警報を発表している。 

○一部の市町で、消防本部からメールや無線機等で

直接消防団へ連絡している。 

●停電時や電話不通時といった緊急時の情報伝達

手段の確保が今後必要である。 

●提供する情報が、専門的な表現にならないよう注

意する必要がある。 

 

 

河川の巡視区間、水防

活動の実施体制につ

いて 

 

○毎年、出水期前に関係自治体、警察、消防等で重

要水防箇所及び水防倉庫の点検を行っている。 

○出動指令を受けて水防団（消防団）が受け持ち区

間の巡視を実施している 

●職員や水防団員の安全対策が必要である。 

 

 

水防資機材の整備状

況について 

 

○土のう袋やロープ等の資機材を庁舎、水防倉庫、

消防署などに備蓄している。 

●水防資機材については、定期的な点検管理が必要

である。 

●水防資機材の種類や数量を適宜見直し検討して

いく必要がある。 

 

 

市町庁舎、災害拠点病

院等の水害時におけ

る対応について 

 

○一部の市町で、洪水浸水想定区域内等に庁舎及び

災害拠点病院がある。 

○市町庁舎が使用不能の場合は、代替施設に災害対

策本部を設置することとしている。 

●一部の市町においては、庁舎が被災した際に被害が

最小限にとどまるような水害対策が必要である。 
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ダムの洪水調節機能

の強化 

 

○河川管理者・ダム管理者・利水者間で治水協定を

締結し、事前放流の運用を開始している。 

●異常豪雨の頻発化に備え、より多くの洪水調節容

量の確保が必要である。 

 

 

③河川管理施設等の整備に関する事項 

 

項 目 

 

現状と課題 

 

堤防等河川管理施設

の現状の整備状況に

ついて 

 

○県は、河川整備計画に基づき整備している。 

○堤防天端舗装や巻堤、堤防腹付等により堤防の強

化を図っている。 

●引き続き、洪水を安全に流す対策を推進する必要

がある。 

●また、堆積土除去等の維持管理を適切に行ってい

く必要がある。 

●令和元年東日本台風で次の課題が生じた。 

・流下能力不足による越水で堤防が決壊 

・平成 27 年関東東北豪雨の被災箇所で再び災害

が発生 

・一級河川田川において、堤防や護岸に被災がな

かったものの、宇都宮市街地で甚大な被害が発生 

 

 

砂防堰堤、急傾斜地崩

壊対策施設の設置等 

 

○県は、土砂災害に強い防災基盤整備計画に基づき

整備している。 

○土砂災害の発生により甚大な被害が生じるおそ

れのある要配慮者利用施設等が含まれる土砂災

害警戒区域（重点整備箇所）において砂防堰堤等

を整備している。 

●引き続き、砂防堰堤等の整備を行い、土砂災害防

止対策を推進する必要がある。 
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雨水流出抑制施設の

整備状況について 

 

○一部の公共施設において、雨水流出抑制施設を整

備している。 

○一部市町で、民有地における雨水貯留・浸透施設

の設置について、周知活動の実施や設置補助制度

により設置促進を行っている。 

●河川や下水道への雨水流出を軽減させるために

は、民間開発を含む各種事業において、雨水流出

抑止対策を検討する必要がある。 

●民有地における雨水貯留・浸透施設による流出抑

制効果を発揮させるには、多くの住民の協力が必

要である。 

●住民や民間事業者に治水対策の重要性を理解し

てもらうための周知活動が必要である。 

 

 

緊急輸送道路の整備

状況について 

 

○山間部において、大型車のすれ違いが困難な箇所

や防災点検結果に基づく要対策箇所がある。 

○市街地においても、一部狭隘な箇所や無電柱化が

未了な箇所がある。 

●箇所数が多く、時間を要することから、より効率

的に事業進捗を図る必要がある。 

●無電柱化を進めるためには、より安価な工法の開

発が必要である。 

 

 

道路アンダーパス部

の冠水対策について 

 

○冠水対策として、排水ポンプや冠水情報板、冠水

チェックライン等を設置している。 

●排水ポンプ等の設備については、排水機能維持の

ため、適切な管理と更新が必要である。 

●監視カメラが無いため現地に行かないと状況が

分からない。 
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４－３ 令和８（2026）年度までに実施する取組 

 

   氾濫や土砂災害が発生することを前提として、社会全体で常にこれに備え

る「水防災意識社会」を再構築すること及びあらゆる関係者が協働して流域

全体で水災害を軽減させる治水対策「流域治水」を計画的に推進することを

目的に、各構成員が取り組む主な内容は次のとおりである。 

    １）ハード対策の主な取組 

   各参加機関が実施するハード対策のうち、主な取組項目・目標時期・取組

機関については、以下のとおりである。（別紙２－１、２－２参照） 

 

主な取組項目 

 

目標時期 

 

取組機関 

 

■洪水を河川内で安全に流す対策 

 ・河道拡幅、護岸整備（河岸侵食対策）等 

 

・再度災害防止対策（改良復旧、堆積土除

去等） 

・浸水対策検討会を設置し、抜本的な浸水

対策を協議・実施 

 

 

継続実施 

 

継続実施 

 

継続実施 

 

 

1 市 

栃木県 

2 市 

栃木県 

1 市 

栃木県 

 

■土砂災害防止対策 

 ・砂防堰堤、急傾斜地崩壊対策施設の設置

等 

 

 

継続実施 

 

 

栃木県 

 

■危機管理型ハード対策 

 ・堤防強化（堤防天端の保護、巻堤、堤防

腹付等） 

 

 

継続実施 

 

 

 

栃木県 

 

■避難行動、水防活動に資する基盤等の整備 

 ・雨量・水位等の観測データ及び洪水時の

状況を把握・伝達するための基盤の整備 

 

 ・防災行政無線の改良、防災ラジオの配布

等の整備 

 

 

 

順次実施又は

継続実施 

 

継続実施 

 

 

 

 

3 市町 

気象台 

栃木県 

13 市町 
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 ・水防活動を支援するための水防資機材等

の配備（新技術活用も含め）及び適切な

管理 

・危機管理型水位計や簡易型河川監視カメ

ラ等の検討・設置 

・浸水時においても災害対応を継続するた

めの施設の整備及び自家発電装置等の耐

水化 

継続実施 

 

 

順次実施又は

継続実施 

継続実施 

10 市町 

栃木県 

 

1 市 

栃木県 

7 市町 

栃木県 

 

■河川への雨水流出抑制対策 

 ・雨水流出抑制施設の整備・促進 

 

・田んぼダムの普及・促進 

 

 

順次実施又は

継続実施 

順次実施又は

継続実施 

 

 

3 市 

栃木県 

5 市町 

 

■災害に強い交通ネットワークの構築 

 ・緊急輸送道路の整備 

 ・道路アンダーパス部における冠水対策 

 

 

継続実施 

継続実施 

 

 

栃木県 

5 市町 

栃木県 

 

２）ソフト対策の主な取組 

   各参加機関が実施するソフト対策のうち、主な取組項目・目標時期・取組

機関については、以下のとおりである。（別紙２－１、２－２参照） 

①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組 

 

主な取組項目 

 

目標時期 

 

取組機関 

 

■広域避難を考慮したハザードマップの作

成・周知等 

  ・想定最大規模降雨による洪水浸水想定区

域図等の作成や氾濫シミュレーションの

公表 

・水位周知河川等の拡大検討 

  ・洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域等

を考慮したハザードマップの作成・周知 

 

 

 

継続実施 

 

 

市町と検討 

継続実施 

 

 

 

 

栃木県 

 

 

栃木県 

13 市町 
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  ・地域の特性を踏まえた適切な避難方法（垂

直避難等）の検討・周知（効果的なまる

ごとまちごとハザードマップの検討・周

知を含む） 

 

順次実施又は

継続実施 

 

10 市町 

 

■防災情報の発信及び情報伝達方法の確立 

 等 

 ・水位予測の精度向上検討 

 ・土砂災害警戒基準線等の見直し 

 

・プッシュ型の洪水予報等の情報発信 

 

 ・水位計やライブカメラの情報をリアルタ

イムで提供 

・対象地区全住民への確実な情報伝達方法

の確立（自治体未加入世帯、高齢者、外

国人等） 

 

 

 

適宜実施 

適宜実施 

 

継続実施 

 

順次実施又は

継続実施 

継続実施 

 

 

 

栃木県 

気象台 

栃木県 

気象台 

栃木県 

5 市町 

栃木県 

13 市町 

 

■避難計画の作成・促進等 

 ・避難情報の判断・伝達マニュアルの見直

し 

・広域避難計画の策定 

 

 

・要配慮者利用施設の避難確保計画の作成

及び訓練の促進 

 ・要配慮者利用施設の避難確保計画及び訓

練の内容確認・助言 

 ・地区防災計画や企業 BCP 策定の促進・強

化 

・マイ・タイムラインや防災マップ等の避

難の実効性を高める取組の実施 

 

 

順次実施又は

継続実施 

継続実施 

 

 

順次実施又は

継続実施 

順次実施又は

継続実施 

順次実施又は

継続実施 

継続実施 

 

 

12 市町 

栃木県 

4 市町 

気象台 

栃木県 

11 市町 

気象台 

11 市町 

 

12 市町 

栃木県 

9 市町 

気象台 

栃木県 
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■避難情報の発令に着目したタイムライン

の作成 

 ・タイムラインの作成及び実践的な訓練の

検討・実施 

・訓練等で明らかとなった課題等を踏まえ

たタイムラインの見直し 

 

 

 

継続実施 

 

順次実施又は

継続実施 

 

 

 

 

全構成員 

 

9 市町 

気象台 

栃木県 

 

■防災教育や防災知識の普及 

 ・水災害の事前準備に関する問い合わせ窓

口の設置 

 ・水防災に関する説明会の開催 

 

 ・小中学生を対象とした防災教育の実施 

（教員へのサポートも含む） 

 ・出前講座等を活用した講習会（啓発活動）

の実施 

 

 

継続実施 

 

順次実施又は

継続実施 

継続実施 

 

継続実施 

 

 

全構成員 

 

全構成員 

 

全構成員 

 

全構成員 

 

■共助の仕組みの強化 

・自助、共助を目指した自主防災組織の充

実 

・市町の高齢者福祉部局等と協議会等に関

する取組の情報共有 

・地域包括支援センター・ケアマネジャー

と連携した水害からの高齢者に対して避

難行動の理解促進に向けた取組の検討・

実施 

・要配慮者利用施設の避難に関する地域の

支援体制について検討 

 

 

継続実施 

 

順次実施又は

継続実施 

継続実施 

 

 

 

継続実施 

 

 

13 市町 

 

10 市町 

 

8 市町 

 

 

 

3 市町 
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②洪水氾濫や土砂災害による被害の軽減、避難時間の確保のための水防・土

砂災害防止活動の取組 

 

主な取組項目 

 

目標時期 

 

取組機関 

 

■より効果的な水防活動や土砂災害防止活

動の実施及び水防体制の強化 

 ・水防団等への連絡体制の再確認 

 ・水防団同士の連絡体制の確保 

 ・水防団等が参加する洪水・土砂災害に対

しリスクが高い区間の共同点検 

・関係機関が連携した実働水防訓練・土砂

災害防災訓練等の検討・実施 

 

・排水ポンプ車操作訓練の実施 

 ・水防活動の担い手となる水防団員の募集

や水防協力団体の指定促進 

 ・ダムの洪水調節機能の強化 

 

 

 

継続実施 

継続実施 

継続実施 

 

継続実施 

 

 

継続実施 

継続実施 

 

継続実施 

 

 

 

13 市町 

13 市町 

全構成員 

 

12 市町 

気象台 

栃木県 

栃木県 

13 市町 

 

栃木県 
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第５章 

 

流域編 

久慈川・那珂川流域 
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５－１ 流域の概要 

 

【流域の概要】 

久慈川・那珂川流域は、久慈川水系の押川流域と、那珂川水系の下流から逆川

流域、荒川流域、武茂川流域、箒川流域、那珂川上流域とに大きく分けられ、栃

木県が管理する一級河川は、久慈川水系の２河川と那珂川水系の那珂川のほか、

逆川、荒川（塩谷）、江川（烏山）、内川、武茂川、権津川、小口川、箒川、蛇

尾川、百村川、余笹川など 132 河川の計 134 河川である。 

 

押川流域、逆川流域、武茂川流域は、小起伏山地が主体となっており、河川に

より形成された谷底平野が形成され、沿川に市街地や田園地帯が広がっている。 

また、荒川流域、箒川流域、那珂川上流域の上流部は、山地特有の渓谷を有す

河川形状となっている。荒川流域の中下流部では丘陵地帯を流下した後、大きく

蛇行をしており、河岸段丘が典型的に発達している。箒川流域、那珂川上流域の

中下流部では山地から那須野ヶ原扇状地へと変わり、沖積地を形成している。 

 

 

【過去の被害状況】 

 昭和 61 年８月の台風 10 号が８月４日に襲来し、茂木観測所で総雨量 324mm を

記録するという未曾有の豪雨による出水で、逆川流域では流域の至る所で堤防の

決壊、越水が発生し、茂木町市街地では 1,000戸を超える家屋が浸水し、有史以

来の大災害となった【茂木災害】。 

 

平成 10 年８月の台風４号の停滞前線により、８月 26 日から 31 日にかけて、大

田原観測所で総雨量 594mm、那須観測所で総雨量 1,254mm を記録し、那珂川、余

笹川、黒川、四ツ川、蛇尾川、熊川などで堤防が決壊するなど、甚大な被害を受

けた。この洪水により、県北地域を中心に県全体で死者５名、行方不明者２名、

家屋全半壊 107戸、床上床下浸水 2,877 戸の被害をもたらした【那須水害】。 

 

 平成 27 年９月の関東・東北豪雨では、台風と低気圧によって９月６日から 11

日にかけて、那須高原観測所で総雨量 288.5mm、塩谷観測所で総雨量 346.0mm を

記録し、荒川で避難判断水位を超過した。また、箒川上流の塩原ダムにおいては、

ダムの計画規模を超える洪水によりダムの容量を超える恐れがあったことから、

異常洪水時防災操作が行われた。 

この出水により、荒川、箒川で堤防が決壊し、流域全体で浸水面積 170ha、家

屋全半壊４棟、床上浸水２棟、床下浸水 21 棟の被害をもたらした。 

土砂災害も各地で発生し、那須塩原市上塩原地区の地すべり災害などの甚大な

被害をもたらした。 
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令和元年東日本台風では、10 月 11 日から 13 日にかけて塩谷観測所で総雨量

423.0mm、那須高原観測所で総雨量 354.0mm を記録し、荒川（塩谷）、那珂川で氾

濫危険水位を超過した。 

この出水により、荒川（塩谷）、蛇尾川、百村川、中川、内川で堤防が決壊し

たほか、荒川（塩谷）、湯坂川、内川、江川（烏山）、逆川、木須川、奈良川、

武茂川で越水・溢水が発生し、大規模な浸水被害をもたらした。 

 

【河川改修・砂防事業の状況】 

 本流域では、昭和 31 年度から箒川、昭和 37 年度から蛇尾川、昭和 63 年度から

荒川の整備に着手し、荒川上流に昭和 43 年度に西荒川ダム、平成２年度に東荒川

ダム、箒川上流には昭和 54 年度に塩原ダム、宮川上流には昭和 60 年度に寺山ダ

ムが完成した。その後、平成に入り、大内川、熊川、鹿島川等の整備に着手した。

また、昭和 61 年の茂木災害や平成 10 年の那須水害で、大規模な被害が生じた逆

川、余笹川、黒川（那須）、四ツ川、百村川及び巻川において一定災や激甚災害

対策特別緊急事業等により整備を行った。近年では、令和元年東日本台風により、

県内各地で甚大な水災害が生じたことから、本流域では、荒川で災害復旧助成事

業を導入した。現在、引き続き、荒川、江川、大内川、熊川、鹿島川等の整備を

進めている。 

 なお、令和２年度末で、河川の整備が必要な区間のうち、時間雨量 30mm～50mm

程度の雨を安全に流すことのできる区間の割合は約 64%となっている。 

 また、砂防事業については、那須野ヶ原扇状地に災害を発生させてきた蛇尾川、

熊川、箒川などにおける砂防堰堤や流路工を設置してきた。 

 平成 27 年関東・東北豪雨では、那須塩原市上塩原において地すべり災害が発生

したが、災害関連緊急地すべり対策事業等を導入して整備を行っている。 

 現在、本流域における土砂災害対策は、土砂災害の発生により甚大な被害が生

じる可能性の高い社会福祉施設等を保全対象とする箇所について、優先的に整備

を進めている。 

 

 

【流域の特徴】 

 本流域の主な特徴としては、全体的に河床勾配が急であり、短時間のうちに水

位が上昇し易いこと、特に、那須野ヶ原扇状地では伏流河川が多く、出水になる

と急激に水位が上昇することなどが挙げられる。 

 また、蛇尾川、熊川流域の上流部は、断層変質による風化崩壊、断層谷の縦浸

食が甚だしく、膨大な土砂の生産源となっている。 
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５－２ 現状と課題 

 

  各構成員が実施している主な減災に係る取組の現状と課題は、以下のとおり

である。（別紙１参照） 

①情報伝達、避難計画等に関する事項 ※現状：○、課題：●（以下同様） 

 

項 目 

 

現状と課題 

 

想定される浸水・土砂

災害リスクの周知に

ついて 

 

○全ての市町で、ハザードマップを作成し、住民へ

配布又はホームページへ掲載している。 

●洪水浸水想定区域図等を浸水・土砂災害リスクと

して認識が浸透していない。 

●県が作成する洪水浸水想定区域図や土砂災害警戒

区域等を基にしたハザードマップの改訂が必要で

ある。 

 

 

洪水時における河川

水位等の情報提供等

の内容及びタイミン

グについて 

 

○県は、直轄河川の洪水予報発表を受け関係機関へ

情報提供を行っている。 

○県管理河川についても県が洪水予報を発表してお

り、関係機関への連絡を行い住民への周知を行っ

ている。 

○県管理河川の氾濫発生又は氾濫の恐れがある時や

土砂災害発生の恐れがある時、県土整備部所管７

ダムの緊急放流を行う時に、県知事から関係自治

体首長に対して直接連絡（ホットライン）を行っ

ている。 

●様々な手段により水位等の情報を提供している

が、適切な避難行動に結びつけるためには、継続

的な取り組みが必要である。 

 

 

避難情報の発令基準

について 

 

○避難情報の発令判断・伝達マニュアルや市町地域

防災計画に発令基準を定めている。 

●発令にあたって、降雨や水位の見込や予想をする

のは難しく、特に深夜、早朝の避難情報発令の見

極めが困難である。 
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●住民へのダム放流に関する情報伝達について、避

難情報の発令と連携しつつ情報伝達の範囲や手段

の充実を図ることが必要である。 

 

 

避難場所、避難経路に

ついて 

 

○全ての市町で、公共施設等を避難場所として指定

し、ハザードマップやＨＰ等で周知している。 

○避難経路については、指定していない。 

●住民は、避難経路がハザードマップには記載され

ていないため、防災訓練等において安全避難経路

を事前に確認しておく必要がある。 

●地区によっては適切な避難場所がなく、移動手段

等を状況に応じて検討する必要がある。 

●避難経路に土砂災害警戒区域があり、回避しての

避難経路の指定は困難である。 

 

 

住民等への情報伝達

の方法について 

 

○全ての市町で、避難情報を複数の手段（緊急速報

メール、登録制メール、ＨＰ、防災行政無線、Ｌ

アラート、広報車等）により住民に伝達している。 

●市町において、避難情報の伝達手段は確保してい

るが、住民へ周知ができているかが不明である。 

●防災行政無線は、豪雨などの騒音等により聞き取

れない恐れがある。 

●住民等の主体的な避難を促進するため、ダム放流

情報等に関する住民説明会を継続的に行う必要が

ある。 

 

 

避難誘導体制につい

て 

 

○避難誘導は、職員、警察、消防、消防団、自主防

災組織が連携して実施している。 

●住民の一人一人の避難行動を含めた防災意識の向

上が必要である。 

●避難行動要支援者への避難誘導方法が課題であ

る。 
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②水防に関する事項 

 

項 目 

 

現状と課題 

 

河川水位等に係る情

報提供について 

 

○県管理河川については、洪水予報の発表と併せて

水防警報を発表している。 

○一部の市町で、河川監視カメラを設置し、映像を

リアルタイムで配信している。 

●住民が災害時に自ら情報収集を行えるよう、平常

時から情報の入手方法等について周知すること

が必要である。 

●提供する情報が、専門的な表現にならないよう注

意する必要がある。 

 

 

河川の巡視区間、水防

活動の実施体制につ

いて 

 

○出水期前に関係自治体、警察、消防等で重要水防

箇所及び水防倉庫の点検を行っている。 

●水防活動は、水防団員の減少・高齢化等により巡

視員の人員確保や安全管理の徹底が必要である。 

 

 

水防資機材の整備状

況について 

 

○土のう袋やロープ等の資機材を庁舎、水防倉庫、

消防署などに備蓄している。 

●水防資機材の定期的な点検管理を行うとともに、

種類や数量を適宜検討し見直していく必要があ

る。 

 

 

市町庁舎、災害拠点病

院等の水害時におけ

る対応について 

 

○市町庁舎が使用不能の場合は、代替施設に災害対

策本部を設置することとしている。 

●一部の市町においては、庁舎が被災した際に被害

が最小限にとどまるような水害対策が必要であ

る。 
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ダムの洪水調節機能

の強化 

 

○河川管理者・ダム管理者・利水者間で治水協定を

締結し、事前放流の運用を開始している。 

●異常豪雨の頻発化に備え、より多くの洪水調節容

量の確保が必要である。 

 

 

③河川管理施設等の整備に関する事項 

 

項 目 

 

現状と課題 

 

堤防等河川管理施設

の現状の整備状況に

ついて 

 

○県は、河川整備計画に基づき整備している。 

○堤防天端舗装や巻堤、堤防腹付等により堤防の強

化を図っている。 

●引き続き、洪水を安全に流す対策を推進する必要

がある。 

●また、堆積土除去等の維持管理を適切に行ってい

く必要がある。 

●令和元年東日本台風で次の課題が生じた。 

・流下能力不足による越水で堤防が決壊 

・平成 27 年関東東北豪雨の被災箇所で再び災害

が発生 

 

 

砂防堰堤、急傾斜地崩

壊対策施設の設置等 

 

○県は、土砂災害に強い防災基盤整備計画に基づき

整備している。 

○土砂災害の発生により甚大な被害が生じるおそ

れのある要配慮者利用施設等が含まれる土砂災

害警戒区域（重点整備箇所）において砂防堰堤等

を整備している。 

●引き続き、砂防堰堤等の整備を行い、土砂災害防

止対策を推進する必要がある。 
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雨水流出抑制施設の

整備状況について 

 

○一部市町で、雨水流出抑制施設を整備している。 

○一部市町で、圃場整備を推進している。 

●河川や下水道への雨水流出を軽減させるために

は、民間開発を含む各種事業において、雨水流出

抑止対策を検討する必要がある。 

●住民や民間事業者に治水対策の重要性を理解し

てもらうための周知活動が必要である。 

 

 

緊急輸送道路の整備

状況について 

 

○山間部において、大型車のすれ違いが困難な箇所

や防災点検結果に基づく要対策箇所がある。 

○市街地においても、一部狭隘な箇所や無電柱化が

未了な箇所がある。 

●箇所数が多く、時間を要することから、より効率

的に事業進捗を図る必要がある。 

●無電柱化を進めるためには、より安価な工法の開

発が必要である。 

 

 

道路アンダーパス部

における冠水対策に

ついて 

 

○冠水対策として、排水ポンプや冠水情報板、冠水

チェックライン等を設置している。 

●排水ポンプ等の設備については、排水機能維持の

ため、適切な管理と更新が必要である。 
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５－３ 令和８（2026）年度までに実施する取組 

 

   氾濫や土砂災害が発生することを前提として、社会全体で常にこれに備え

る「水防災意識社会」を再構築すること及びあらゆる関係者が協働して流域

全体で水災害を軽減させる治水対策「流域治水」を計画的に推進することを

目的に、各構成員が取り組む主な内容は次のとおりである。 

    １）ハード対策の主な取組 

   各参加機関が実施するハード対策のうち、主な取組項目・目標時期・取組

機関については、以下のとおりである。（別紙２－１、２－２参照） 

 

主な取組項目 

 

目標時期 

 

取組機関 

 

■洪水を河川内で安全に流す対策 

 ・河道拡幅、護岸整備（河岸侵食対策）等 

 

・再度災害防止対策（改良復旧、堆積土除

去等） 

 

 

継続実施 

 

順次実施又は

継続実施 

 

 

1 市 

栃木県 

2 市 

栃木県 

 

■土砂災害防止対策 

 ・砂防堰堤、急傾斜地崩壊対策施設の設置 

  等 

 

 

継続実施 

 

 

栃木県 

 

■危機管理型ハード対策 

 ・堤防強化（堤防天端の保護、巻堤、堤防

腹付等） 

 

 

継続実施 

 

 

栃木県 

 

■避難行動、水防活動に資する基盤等の整備 

 ・雨量・水位等の観測データ及び洪水時の

状況を把握・伝達するための基盤の整備 

 

 ・防災行政無線の改良、防災ラジオの配布

等の整備 

 ・水防活動を支援するための水防資機材等

の配備（新技術活用も含め）及び適切な

管理 

 

 

継続実施 

 

 

継続実施 

 

継続実施 

 

 

 

 

3 市町 

気象台 

栃木県 

10 市町 

 

8 市町 

栃木県 
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 ・危機管理型水位計や簡易型河川監視カメ

ラ等の検討・設置 

・浸水時においても災害対応を継続するた

めの施設の整備及び自家発電装置等の耐

水化 

継続実施 

 

順次実施又は

継続実施 

栃木県 

 

6 市町 

栃木県 

 

 

■河川への雨水流出抑制対策 

 ・雨水流出抑制施設の整備・促進 

 

・田んぼダムの普及・促進 

 

 

順次実施又は

継続実施 

継続実施 

 

 

3 市町 

栃木県 

1 市 

 

■災害に強い交通ネットワークの構築 

 ・緊急輸送道路の整備 

 ・道路アンダーパス部における冠水対策 

 

 

継続実施 

順次実施又は

継続実施 

 

 

栃木県 

3 市町 

栃木県 

 

 ２）ソフト対策の主な取組 

   各参加機関が実施するソフト対策のうち、主な取組項目・目標時期・取組

機関については、以下のとおりである。（別紙２－１、２－２参照） 

  ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組 

 

主な取組項目 

 

目標時期 

 

取組機関 

 

■広域避難を考慮したハザードマップの作

成・周知等 

  ・想定最大規模降雨による洪水浸水想定区

域図等の作成や氾濫シミュレーションの

公表 

 ・水位予報の精度向上検討 

  ・洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域等

を考慮したハザードマップの作成・周知 

  ・地域の特性を踏まえた適切な避難方法（垂

直避難等）の検討・周知（効果的なまる

ごとまちごとハザードマップの検討・周

知を含む） 

 

 

 

継続実施 

 

 

市町と検討 

継続実施 

 

順次実施又は

継続実施 

 

 

 

栃木県 

 

 

栃木県 

10 市町 

 

8 市町 
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■防災情報の発信及び情報伝達方法の確立 

 等 

 ・水位予測の精度向上検討 

 ・土砂災害警戒基準線等の見直し 

 

・プッシュ型の洪水予報等の情報発信 

 

 ・水位計やライブカメラの情報をリアルタ

イムで提供 

・対象地区全住民への確実な情報伝達方法

の確立（自治体未加入世帯、高齢者、外

国人等） 

 

 

 

適宜実施 

適宜実施 

 

継続実施 

 

順次実施又は

継続実施 

継続実施 

 

 

 

栃木県 

気象台 

栃木県 

気象台 

栃木県 

4 市町 

栃木県 

10 市町 

 

■避難計画の作成・促進等 

 ・避難情報の判断・伝達マニュアルの見直

し 

・広域避難計画の策定 

 

 

・要配慮者利用施設の避難確保計画の作成

及び訓練の促進 

 ・要配慮者利用施設の避難確保計画及び訓

練の内容確認・助言 

 ・地区防災計画や企業 BCP 策定の促進・強

化 

・マイ・タイムラインや防災マップ等の避

難の実効性を高める取組の実施 

 

 

順次実施又は

継続実施 

順次実施又は

継続実施 

 

順次実施又は

継続実施 

順次実施又は

継続実施 

継続実施 

 

継続実施 

 

 

10 市町 

栃木県 

4 市町 

気象台 

栃木県 

8 市町 

気象台 

7 市町 

 

10 市町 

栃木県 

8 市町 

気象台 

栃木県 

 

■避難情報の発令に着目したタイムライン

の作成 

 ・タイムラインの作成及び実践的な訓練の

検討・実施 

 

 

 

 

継続実施 

 

 

 

 

 

全構成員 
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・訓練実施等により明らかとなった課題等

を踏まえたタイムラインの見直し 

順次実施又は

継続実施 

8 市町 

気象台 

栃木県 

 

■防災教育や防災知識の普及 

 ・水災害の事前準備に関する問い合わせ窓

口の設置 

 ・水防災に関する説明会の開催 

 ・小中学生を対象とした防災教育の実施 

（教員へのサポートも含む） 

 ・出前講座等を活用した講習会（啓発活動）

の実施 

 

 

継続実施 

 

継続実施 

継続実施 

 

継続実施 

 

 

全構成員 

 

全構成員 

全構成員 

 

全構成員 

 

 

■共助の仕組みの強化 

・自助、共助を目指した自主防災組織の充

実 

・市町の高齢者福祉部局等と協議会等に関

する取組の情報共有 

・地域包括支援センター・ケアマネジャー

と連携した水害からの高齢者に対して避

難行動の理解促進に向けた取組の検討・

実施 

・要配慮者利用施設の避難に関する地域の

支援体制について検討 

 

 

継続実施 

 

順次実施又は

継続実施 

順次実施又は

継続実施 

 

 

順次実施又は

継続実施 

 

 

10 市町 

 

8 市町 

 

9 市町 

 

 

 

6 市町 

 

②洪水氾濫や土砂災害による被害の軽減、避難時間の確保のための水防・土

砂災害防止活動の取組 

 

主な取組項目 

 

目標時期 

 

取組機関 

 

■より効果的な水防活動や土砂災害防止活

動の実施及び水防体制の強化 

 ・水防団等への連絡体制の再確認 

 ・水防団同士の連絡体制の確保 

 

 

 

 

継続実施 

継続実施 

 

 

 

 

10 市町 

10 市町 
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 ・水防団等が参加する洪水・土砂災害に対

しリスクが高い区間の共同点検 

・関係機関が連携した実働水防訓練・土砂

災害防災訓練等の検討・実施 

・排水ポンプ車操作訓練の実施 

 ・水防活動の担い手となる水防団員の募集

や水防協力団体の指定促進 

 ・ダムの洪水調節機能の強化 

継続実施 

 

継続実施 

 

継続実施 

継続実施 

 

継続実施 

全構成員 

 

全構成員 

 

栃木県 

10 市町 

 

1 町 

栃木県 
 



別紙１
【現　状】

（１）【現状】水害・土砂災害リスク情報や減災に係る取組

①情報伝達、避難計画等に関する事項

項目 宇都宮市 足利市 栃木市 佐野市 鹿沼市 日光市 小山市 真岡市 大田原市

対象流域 利・鬼 渡 利・渡 利・渡 利 利・鬼・渡 利・鬼 鬼 久

想定される浸水・土砂災害
リスク情報の周知について

・想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域の見
直しに伴い，ハザードマップの改訂を行い，対象
区域に配布するとともに，地域への説明会や出前
講座等で周知を図っている。
・市内の土砂災害警戒区域のハザードマップを作
成し，洪水ハザードマップと同様に対象区域への
配布や地域への説明を行っている。

・想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域や浸
水リスク想定図、新たな土砂災害警戒区域等の指
定に伴い、ハザードマップの改訂を行い、８月下
旬に全戸区域に配布した。
・出前講座や防災訓練などの機会を捉え、ハザー
ドマップの使い方や気象情報や河川情報、土砂災
害情報の入手先などの周知を行っている。

・栃木市防災ハザードマップを市内全戸へ配布す
るとともに、市ホームページで公表している。

・洪水・土砂災害ハザードマップを改訂し、全戸
配布及びホームページでの公表を行った。
・防災講話等でハザードマップの説明を行ってい
る。

・想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域の見
直しに伴い、ハザードマップを改訂し、ＨＰで公
表、また全世帯へ配布している。
・市内の土砂災害警戒区域のハザードマップを作
成済。

・土砂災害警戒区域等については、ハザードマッ
プ作成時に該当地区に全戸配布した。また、出前
講座等で随時周知している。

・洪水浸水想定区域内の住民に対し、説明会を実
施した。また、当該区域世帯へ洪水ハザードマッ
プの全戸配布を行った。
・市のホームページ及びわがまちガイドマップで
洪水浸水区域の確認ができる。
・出前講座での周知を随時実施している。
・防災ガイドブックを全戸へ配布するとともに、
市ホームページで公開している。

・洪水ハザードマップの全戸配布、及び市ホーム
ページ、真岡市公式アプリに掲載することにより
浸水想定区域の周知や、想定浸水深を電柱に表示
することによる周知をしている。

・防災ハザードマップ（地震、洪水、土砂災害）
をホームページで公表することにより、周知を
行っている。

避難場所・避難経路につい
て

・小中学校や地区市民センター等を避難所として
指定しており，「わが家の防災マニュアル」，
「ハザードマップ」，市ホームページ等により周
知し，日頃から各家庭等で避難場所や避難経路を
検討できるよう，適切な避難行動の周知啓発に努
めている。

・小中学校等の公立文教施設、一部の施設には浸
水域による高さ制限がある。避難経路は指定して
いない。
・コロナ禍であること、指定避難所の浸水に備
え、避難所担当職員(緊急地区隊)による指定避難
所の使用場所や使用方法等の確認を行っている。

・学校や公民館、体育施設、福祉施設などの公共
施設を、避難場所として指定しており、ハザード
マップやHPにより周知している。
・水害時に優先的に開設する避難場所を設定して
おり、HPや広報誌等により周知している。
・避難経路については指定していない。

・小中学校、地区公民館、基幹集落センター、コ
ミュニティセンター等を避難所として指定してお
り、ハザードマップやホームページにて周知して
いる。
・また、災害協定により、商業施設の立体駐車所
及び屋上駐車場を一時避難場所として活用する。
・避難経路については指定していない。

・小中高等学校、地区自治会館コミュニティセン
ター等を避難場所として指定しており、ハザード
マップやＨＰにて周知している。

・緊急避難場所等は、常に見直しや追加を行い該
当する自治会へ周知している。
　また、各自治会からの情報等を基に民間施設と
の避難場所提供に関する協定締結に努めている。

・指定緊急避難場所として大規模公園を指定し、
指定避難所として小・中・義務教育学校、高等学
校、市民交流センターなどの公共施設を指定して
いる。
・避難経路については、市では示していないが、
自主防災組織の一部は避難経路図を示した防災
マップを作成している。

・避難所は、真岡市防災マップ（全戸配布）、市
ホームページ、真岡市公式アプリ等により周知。
避難経路は指定はしていない。

・避難場所等については、ハザードマップ、ホー
ムページ等により周知している。避難経路につい
ては指定はしていないが、浸水想定区域等の危険
区域を通らずに避難することとしている。

避難誘導体制について

・避難誘導にあたっては、消防職員や消防団員が
中心となり，警察等の関係機関及び自主防災組織
等の協力を得ながら実施している。
・災害時に避難の支援や誘導などを行う市民が，
安心して活動できるよう，活動中に負傷した場合
などに備えるため，「宇都宮市防災地域活動補償
制度」を創設し，体制を強化した。

・自主防災組織、消防団員、市職員などが連携し
て行う。

・地域防災計画で定める避難誘導体制は以下のと
おり。
（１）避難の誘導は、警察官、消防団，市職員等
が連携し実施する。
（２）消防機関、県警察本部、自主防災組織等の
協力を得て、組織的な避難誘導に努めるほか平時
から避難経路の安全性の向上に努める。
（３）学校，社会教育施設、及び社会福祉施設等
においては、各施設の管理者が、児童・生徒施設
利用者等を安全に避難誘導する。

・警察、消防団、自主防災組織等が連携して、避
難誘導に努める。
・要配慮者利用施設については、避難確保計画に
基づき、職員及び利用者等の避難誘導を行う。

・消防本部、消防団、警察署等と連携して避難指
導する。
・要配慮者支援班は、避難行動要支援者支援計画
に基づき、要配慮者の避難を支援する。

・市職員、消防団、警察、及び自主防災組織によ
る誘導を実施。

警察・消防団・民生委員・自主防災組織等の協力
を得て、避難誘導体制を整備する。
要配慮者の誘導においては、消防本部、消防団、
自治会、自主防災組織、女性防火クラブ、民生委
員・障がい者相談員など福祉関係者等の避難支援
等関係者等と連携し、在宅の要配慮者の安否確認
を行うとともに、要配慮者の特性を踏まえて、要
援護者避難支援「個別」プランに基づき指定され
た避難所まで適切に避難誘導を行う。

・市、警察、自主防災組織、消防団等が連携し避
難誘導を行う。

・警察、消防機関、自主防災組織の避難誘導班
や、地元消防団による避難誘導を行うこととして
いる。

洪水時における河川水位等
の情報提供等の内容及びタ
イミングについて

本市「避難情報等の判断・伝達基準」に基づいて
行う。
(1)高齢者等避難
【洪水】基準水位観測所において、避難判断水位
に達し、更に水位の上昇が予想される場合
【土砂災害】下記①～③を満たした場合
①大雨警報（土砂災害）発表
②「土砂キキクル（警報の危険度分布）」におい
て、警戒レベル３相当「警戒」（赤）、または
「とちぎ土砂災害警戒情報」において、レベル３
（非常に危険な状況）になった場合
③今後も降雨が継続されると予想
(2)避難指示
【洪水】基準水位観測所において、氾濫危険水位
に達し、更に水位の上昇が予想される場合
【土砂災害】高齢者等避難の基準に加え、下記の
④～⑤いずれかの条件を満たしたときに発令する
④本市に「土砂災害警戒情報」が発表されたとき
⑤「土砂キキクル（警報の危険度分布）」におい
て、警戒レベル４相当「非常に危険」（うす
紫）、または「とちぎ土砂災害警戒情報」におい
て、レベル４（極めて危険な状況）になった場合

・小山市地域防災計画にて基準を明確にし周知し
ている。

・大田原市地域防災計画にて基準を明確にし、周
知しているが、2021年5月20日に災害対策基本法
が改正され、避難指示に一本化された内容に今後
修正予定である。

・国土交通省や県から提供される雨量や河川水
位、土砂災害警戒判定メッシュ情報等の情報収
集、及び職員や消防団員からのパトロール情報を
基に総合的に判断して発令する。

避難情報の発令基準につい
て

・避難指示等の判断についてはマニュアルを作成
し，発令基準を定めている。
(1)高齢者等避難
・水位観測所の水位が避難判断水位を観測し，水
位の上昇がさらに見込まれる場合
(2)避難指示
・水位観測所の水位が氾濫危険水位を観測し，水
位の上昇がさらに見込まれる場合

・本市「避難情報等の判断・伝達マニュアル」に
基づいて行う。その際、次の点に留意する。
・重要な情報については、情報を発表した気象官
署、河川管理者等との間で相互に情報交換するこ
と。
・想定を超える規模の災害が発生することや、想
定外の事象が発生することもあることから、関係
機関との情報交換を密に行いつつ、河川の上流部
でどのような状況になっているか、暴風域はどの
あたりまで接近しているか、近隣で災害が発生し
ていないか等、広域的な状況把握に努めている。
・堤防の異常等、巡視等により自ら収集する現地
情報、レーダー観測でとらえた強い雨の地域、避
難行動の難易度（夜間や暴風の中での避難）等、
必ずしも数値等で明確にできないものも考慮しつ
つ、総合的な判断を行っている。
避難情報発令は、以上の基準を参考に、今後の気
象予測や河川巡視等からの報告を含めて総合的に
判断して発令する。
また、渡良瀬川中橋付近の発令基準については、
マニュアル及びタイムラインを策定しており、そ
れらに基づいて判断する。
・土砂災害警戒情報が出た場合には、避難所が開
設されていない場合でも、危険な場所から少しで
も安全な場所に移動するよう避難指示を発令す
る。

・避難指示等の判断・伝達マニュアルを作成し、
避難指示等の発令基準を定めている。
(1)高齢者等避難
・水位観測所の水位が避難判断水位に達し、更に
水位の上昇が予想される場合
・氾濫警戒情報が発表されたとき
・大雨警報（土砂災害）が発表され、その後もま
とまった雨量が見込まれる場合
(2)避難指示
・水位観測所の水位が氾濫危険水位に達した場合
・氾濫危険情報が発表されたとき
・土砂災害警戒情報が発表されたとき

・本市で作成した避難指示等の判断・伝達マニュ
アルに基づき、災害警戒・対策本部の決定をもっ
て発令している。
(1)高齢者等避難
・水位観測所の水位が避難判断水位に達し、更に
水位の上昇が予想される場合
・氾濫警戒情報が発表されたとき
(2)避難指示
・水位観測所の水位が氾濫危険水位に達し、更に
水位の上昇が予想される場合
・氾濫危険情報が発表されたとき

（１）高齢者等避難
○五行川又は小貝川の水位観測所の水位が避難判
断水位に達し、更に水位の上昇が予想される場合
○高齢者等避難の発令が必要となるような強い降
雨を伴う前線や台風等が、夜間から明け方に接
近・通過することが予想される場合
○軽微な漏水・浸食等が発見された場合

（２）避難指示
○五行川又は小貝川の水位観測所の水位が氾濫危
険水位に到達した場合
○水位観測所の水位が、堤防天端高を超えること
が予想される場合
○避難指示の発令が必要となるような強い降雨を
伴う前線や台風等が、夜間から明け方に接近・通
過することが予想される場合
○避難指示の発令が必要となるような強い降雨を
伴う台風等が、立退き避難が困難となる暴風を伴
い接近・通過することが予想される場合
〇異常な漏水・浸食等が発見された場合

（３）緊急安全確保
○五行川又は小貝川の氾濫が発生した場合
〇異常な漏水・浸食等により決壊のおそれが高
まった場合

住民等への情報伝達の方法
について

・避難指示等を発令した場合は，緊急速報メー
ル,登録制メール配信，市ホームページ，テレ
ビ，ラジオなどのあらゆる手段を活用して市民に
伝達している。

・市広報車両や消防車両による広報活動に加え、
Ｌアラートや応援協定に基づくテレビ・ラジオに
よる放送、市ホームページ、ツイッターへの掲
載、エリアメールや消防防災メールなどによる情
報発信などを行う。
・自治会の地域連絡網による電話連絡も上記に併
せて行う。
・各機関からのＦＡＸやメールが多く、情報の精
査にも人手が取られるため、危機管理課兼務職員
を任命し、情報が埋もれないように専属職員を配
置して対応している。

・避難指示等を発令した場合は、防災行政無線、
コミュニティFM放送、ケーブルテレビ、広報車、
メール配信サービス、フェイスブック、ツイッ
ター、緊急速報メール、Ｌアラート、報道機関の
協力等により広報を行う。

　避難指示等を発令した場合は、以下の方法にて
伝達する。
・町会長等へ電話連絡
・防災行政無線
・消防車両等による広報
・市HP、ツイッター、フェイスブック、LINE
・Lアラート
・緊急速報メール
・登録制メール
・佐野ケーブルテレビ　等

　避難指示等を発令した場合は、以下の方法にて
伝達する。
・自治会長、自主防災会長へ電話連絡
・防災行政無線
・市広報車両や消防団車両による広報活動
・市ＨＰ
・Ｌアラート
・緊急速報メール
・防災メール
・かぬまCATV
・SNS（twitter,LINE）
・防災情報アプリ

・防災行政無線、緊急速報メール、日光市防災
メール、Lアラート、車両による広報による情報
配信を行う。

・情報伝達手段として、同報系防災行政無線、小
山市安全安心情報メール、緊急速報メール、Ｌア
ラート、ケーブルテレビ放送、コミュニティＦＭ
放送及び車両広報により情報伝達を行う。
また、小山市ホームページ及び小山市防災ポータ
ルでも市民に情報伝達を行う。

○避難指示等を発令した場合は、以下の方法にて
伝達する。
・防災行政無線・サイレン
・防災ラジオ
・緊急速報メール
・ケーブルテレビ
・真岡市公式アプリ
・市ホームページ
・真岡市防災WEB
・Ｌアラート
○広報車、消防団車両による巡回広報による伝
達。
○自治会、自主防災組織、消防団等の組織を通じ
個別訪問等による伝達。

・自主防災組織及び自治会長への電話連絡、登録
制メール、緊急速報メール、防災行政無線システ
ム、広報車、テレビ・ラジオへの情報提供、ＳＮ
Ｓといった各種方法により行うこととしている。

流域名（減災対策検討会）

利：利根川上流域 鬼：鬼怒川・小貝川上流域

渡：渡良瀬川流域 久：久慈川・那珂川流域



別紙１
【現　状】

②水防に関する事項

項目 宇都宮市 足利市 栃木市 佐野市 鹿沼市 日光市 小山市 真岡市 大田原市

対象流域 利・鬼 渡 利・渡 利・渡 利 利・鬼・渡 利・鬼 鬼 久

河川水位等に係る情報提供
について

・「わが家の防災マニュアル」，「ハザードマッ
プ」，市ホームページにより河川の水位情報の取
得できるリンクを周知しているほか，栃木県によ
る緊急速報メールを活用して市民に呼びかけてい
る。

・氾濫危険水位に達した時、水防信号（サイレン
信号）により周知行う。また必要に応じて消防防
災メールによる情報提供のほか、各消防団員へは
地上波テレビ放送（データ放送）による情報収集
や「川の防災情報」による情報収集に努めるよう
指示を行っている。
・水門や樋管の開閉情報については、一部の水門
等に設置されている防災装置(パトライト等)のほ
か、防災メールや電話等により情報伝達ができる
ようにしている。

・水防警報等の河川水位に係る情報は、市消防本
部から水防団へ連絡をしている。

・市消防本部を通じて消防団へ連絡している。 ・水防本部から災害対策本部へ情報提供を行って
いる。

・市消防本部を通じて消防団へ連絡している。 ・小山市から関係機関団体への連絡系統あり。
・小山市防災ポータルにて河川水位に関しても市
民に情報取得を促している。

・水防団（消防団）へ、災害対策本部から連絡を
している。
・市ホームページにて、国土交通省の「川の防災
情報」や栃木県の「とちぎリアルタイム雨量・河
川水位観測情報」「真岡市防災WEB」等のリンク
を掲載している。
・河川状況の画像をケーブルテレビのデータ放
送、真岡市公式アプリにより公開をしている。

・視覚的に分かりやすいよう、河川監視カメラを
市内重要河川８箇所に設置し、映像をほぼリアル
タイムでyoutubeにより配信している。

河川の巡視区間、水防活動
の実施体制について

・水防計画により，河川の巡視区間を定め，巡視
を実施している。
・毎年，市内の重要水防箇所調査及び水防倉庫の
点検を実施している。
・毎年，関係機関と連携を図り，市水防訓練を実
施している。

・各水防団（消防団）の受け持ち区域があり、出
動指令等により巡視を実施。

・毎年、出水期前に県土木事務所、市、消防等で
重要水防箇所及び水防倉庫の合同点検を行ってい
る。
・各消防団の担当地区内の河川巡視

・各消防団の担当地区内の河川巡視
・県土木事務所、市、消防で重要水防箇所点検を
行っている。

・水防本部により河川巡視を行っている。 ・毎年、出水期前に関係自治体、消防等と重要水
防箇所及び水防倉庫の点検を行っている。

・水防計画により、消防団、市職員により監視ポ
イントの巡視を行い、各地点において冠水、越水
となる恐れを観測。
・消防団による河川堤防上の警戒巡視を行う。

・出動の指令を受けた水防団（消防団）が受け持
ち区間の巡視を実施している。
・市職員による河川巡視を実施している。

・毎年、出水期前に県、消防等と重要水防箇所及
び水防倉庫の点検を行っている。
・市防災訓練の際に、土のう積み訓練を実施して
いる。

水防資機材の整備状況につ
いて

・砂のうを各消防署等に備蓄するとともに，市内
８箇所の水防倉庫に水防資機材を配備。
・平成29年度より，宇都宮市消防局に津波・大規
模風水害対策車（水陸両用バギー・排水ポンプ等
を積載）を配備。

・水防倉庫、消防署、水防団（消防団）詰所に資
器材を配備。
土のう9,300袋、フルコン袋11,000枚、木杭1,400
本等

・土のう、縄、シートを消防団の水防倉庫に分散
して保管しており、点検についても数か月に１度
実施している。
土のう68,400袋、ロープ2,995m、杭7,040本、鉄
線1,735kg等

・ロープ、杭、鉄線、シート等の水防資機材を水
防倉庫に分散して保管している。

・消防本部及び各分署のほか、ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ、消防
団車庫にスコップや土のう袋等の水防資器材を備
蓄管理している。
・毎年、4月(出水期前)及び、12月に水防資器材
の点検を実施している。

・市内２０か所に土のうステーションを設置して
いる。
・各消防署に救命ボートやスコップ等水防資器材
を保有している。

・消防署及び分署等のほか、過去の水害被害が
あった場所付近の公園に土のうを配備している。
・出水期前に各所に配備された水防資機材の点検
を実施している。

・土嚢袋、縄等の資機材を３箇所の水防倉庫に保
管している。

・本庁、支所、出張所及び補修基地に土のうを備
蓄している。
・大田原市水防団の水防倉庫に資機材を備蓄して
いる。

市町庁舎、災害拠点病院等
の水害時における対応につ
いて

・浸水想定区域内に位置する２か所の地域防災拠
点（地区市民センター）については，洪水に係る
避難情報を発令した際には，地域防災拠点として
の機能を近隣の避難所に移転する体制を整備して
いるほか，同区域内の消防署等においても災害対
応を継続できるよう，「宇都宮市消防施設浸水対
策計画」を策定し，運用している。

・市庁舎の浸水想定は約３．５ｍ。被害発生によ
り庁舎機能が損なわれるような場合には、他の施
設に機能を移転して業務を継続する。

・災害対策本部は、市役所本庁舎に設置する。
・平成27年9月関東・東北豪雨災害及び令和元年
東日本台風（台風第19号）の際は、周辺道路が冠
水したが、庁舎機能は損なわれなかった。

・水防本部及び災害対策本部は、佐野市役所庁舎
に設置する(浸水想定区域外）。また、地域防災
計画に、医療体制整備計画の記載あり。

・災害対策本部は鹿沼市役所に設置（浸水想定区
域外）、水防本部は消防本部に設置する。災害拠
点病院は上都賀総合病院となる。

・本庁舎は浸水想定区域に位置していないが、使
用できない場合には消防庁舎に災害対策本部を設
置することとしている。

・災害対策本部は市役所本庁舎に設置（浸水想定
区域外）。

・庁舎使用不能の場合、災害対策本部は二宮コ
ミュニティセンターに設置。

・浸水想定区域に位置していない。

ダムの洪水調節機能の強化
について

③河川管理施設等のハード整備に関する事項

項目 宇都宮市 足利市 栃木市 佐野市 鹿沼市 日光市 小山市 真岡市 大田原市

対象流域 利・鬼 利・渡 利・渡 利・渡 利 利・鬼・渡 利・鬼 鬼 久

堤防等河川管理施設の現状
の整備状況について

砂防堰堤、急傾斜地崩壊対
策施設の設置等について

雨水流出抑制施設の整備状
況について

・令和３年度に策定した「宇都宮市総合治水・雨
水対策推進計画」に基づき，「貯める」取組であ
る公共施設などにおける雨水貯留浸透施設の整備
を各拠点や居住誘導区域などにおいて優先的に実
施し，低い土地や下水道未整備箇所において発生
する河川への排水困難による浸水（内水）被害を
解消することで，ＮＣＣ形成を効果的に推進し，
安全安心の未来都市の実現を目指している。
・学校において，市民への防災に対する意識の醸
成などを図るため，令和２年度から雨水貯留タン
クの設置を進め，令和３年度，３１校の小中学校
に設置を行うことですべての小中学校への設置が
完了する
・民有地における雨水貯留施設等の設置促進の取
組について，令和２年から３年間を重点対策期間
とし，制度拡充や積極的な周知活動の実施など，
取組全体を強化している。

・開発（区画整理含む）に伴う調整池等の整備を
指導している。
（貯留量に大幅な余裕を持たせることまでは指導
していない）

・雨水貯留の浸透施設設置補助制度により、各世
帯で雨水貯留・浸透施設を設置する方に対し、設
置費用の一部を補助している。

・施設が必要な箇所は整備を行った。今後は状況
に応じて施設の必要性を検討していく。

・『栃木県開発許可事務の手引』を基に、開発区
域面積A=0.1～1haは、調整池もしくは雨水浸透槽
をA=1ha以上は、調整池の設置を義務付けてい
る。

・大行寺排水区において雨水調整池の整備を実施
中であり、放流先河川における許容放流量に対
し、さらなる抑制を図る.

・雨水流出抑制施設の整備は出来ていない。

緊急輸送道路の整備状況に
ついて

道路アンダーパス部の冠水
対策について

・１３箇所のアンダーパス部において水位を検知
し，標示板等により「通行注意」「通行止め」等
の注意喚起を行っている。（１１/１３箇所にお
いて，ポンプ排水している）
・併せて，道路冠水情報システムにより，職員及
び「道路管理包括業務」受託業者へ冠水情報を
メール発報し，冠水状況を把握している。
・台風及び大雨等が予想される場合には，市現場
班により事前に道路アンダー部の点検及び目詰ま
り防止として清掃を実施し，その後も点検・清掃
を実施している。
・「道路管理包括業務」の委託契約を行い，夜
間・休日及び緊急時等における道路アンダー冠水
点検や道路の通行止を含む道路管理を行ってい
る。

・全箇所ではないが、ポンプ施設、遠隔監視装
置、冠水時の侵入防止柵等の整備を行っている。
（全てのアンダーパス部に前述の設備を一律に整
備する計画はない）

・現状の機能維持を実施しており、強化等の整備
予定はない。

・市内にアンダーパスは2ヵ所（朱雀アンダー、
吾妻アンダー）ある。共に排水ポンプ、自動通報
装置、冠水情報版、冠水チェックラインは設置さ
れてる。

・ハザードマップにより冠水箇所の周知と、道路
の前後に大雨時冠水箇所の表示をしている。
・減災の取り組みとして、排水ポンプの設置や、
調整池の設置をしている。

・遮断機や冠水センサーの整備等、対策が不十分
である。

・冠水チェックラインやアンダー銘板を設置する
とともに、冠水状況を担当課やドライバーに伝達
する自動通報装置及び路面冠水情報板を設置して
いる。

・注意喚起標識の設置、冠水のチェックラインの
設置により、冠水への注意喚起を行っている。
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【現　状】

（１）【現状】水害・土砂災害リスク情報や減災に係る取組

①情報伝達、避難計画等に関する事項

項目 矢板市 那須塩原市 さくら市 那須烏山市 下野市 上三川町 益子町 茂木町 市貝町

対象流域 久 久 鬼・久 鬼・久 利・鬼 利・鬼 鬼 久 鬼・久

想定される浸水・土砂災害
リスク情報の周知について

・防災ハザードマップを作成し、全戸配布すると
ともに市HPに掲載し周知している。
・ハザードマップとは別に、浸水リスク想定図に
基づく水害ハザードマップを作成した。

・洪水ハザードマップ、防災ハザードマップを作
成し、住民等に配布するとともに市HP等に掲載し
周知している。
・洪水予報河川であっても対象区間以外では浸水
リスクが不明で、周知できていない。

・平成３１年３月に防災ハザードマップ改訂版を
作成し、市内全戸配布。

・鬼怒川・小貝川上流域において本市が属する部
分については、洪水浸水想定区域外である。
《鬼》
・国・県管理河川の想定しうる最大の洪水に対す
る浸水想定区域の見直し結果に基づき、平成３０
年度にハザードマップの改定を行い浸水リスク情
報を住民に対し周知を行った。《久》
・令和3年度において、江川（烏山）・木須川の
浸水リスク想定図や県の土砂災害警戒区域の２巡
目調査の結果に基づき、ハザードマップした。
《鬼》《久》

・国県管理河川の浸水想定区域データを基に市洪
水ハザードマップを作成公表している。

・想定最大規模降雨の洪水浸水想定区域を基に、
H30.7にハザードマップを改訂公表している。
・ハザードマップを全戸配布。

・ハザードマップを全戸配布 ・ハザードマップを全世帯に配付及び町ＨＰに
アップ。町防災訓練時、参加者にハザードマップ
を配付。

・ハザードマップを全戸配布
・町ホームページに掲載

避難場所・避難経路につい
て

・防災ハザードマップに避難所を表示している。
・避難経路については指定していない。

・洪水ハザードマップ（蛇尾川、那珂川、余笹
川）、市HP等により避難場所を周知している。ま
た、ハザードマップに避難方向は表示している
が、避難経路は指定していない。

・ハザードマップにて避難所・避難場所・避難方
向の表示や浸水区域を示している

・浸水想定区域・浸水リスク想定区域・土砂災害
警戒区域の外に避難場所を設けることの他に、区
域内に位置する避難所は当該災害においては使用
しないとともに、平常時から災害リスクの高い地
域住民に対しては、当該地域の防災訓練等におい
て安全避難経路を事前に確認しおくよう周知して
いる。《鬼》《久》

・避難所は下野市洪水ハザードマップ、HP、広報
誌により周知。
・避難方向は設定したが、避難経路については表
示していない。

・避難所はハザードマップ、ＨＰ、広報誌により
周知。

・避難所は益子町マップ、HPにより周知。
・避難経路については、指定していない。

・避難所はハザードマップを配付して周知してい
る。また、ＨＰでも公開している。

・避難場所については、ハザードマップに記載。
HPでも掲載している。

避難誘導体制について

・警察、消防署、消防団、民生委員、自主防災組
織等と協力し行う。

・市が、警察、消防団、自主防災組織等の協力を
得て実施する。

・市職員
・消防団員
・警察・消防署（要支援者含）
・民生員（要支援者含）
・自主防災組織（要支援者含）

・自主防災組織の重要性をアピールし、地域内に
おける「自助」・「互助」・「共助」のシステム
が確立されるようサポートする。
・地元消防団の協力を得ながら、安全な避難誘導
体制を構築する。
・県の補助事業を活用し、地区防災計画の策定促
進を進めている。
《鬼》《久》

・市職員、消防団員、自主防災組織、警察官が連
携して避難誘導に努める。

・消防団による各戸訪問等を行っている。
・町職員、警察官、消防団員、自主防災組織等が
連携して行う。

・町職員、警察官、消防団員、自主防災組織等が
連携して行う。

・社会福祉協議会、消防団が行う。また、警察
署、消防署へ協力を要請する。

・町職員、消防団、警察、消防、自主防災組織等
が協力して行う。

・「避難指示等の判断・伝達マニュアル」により
発令基準を定めている。

洪水時における河川水位等
の情報提供等の内容及びタ
イミングについて

・地域防災計画上で定めている、発令の判断基準
に基づき、今後の気象予測や河川巡視等からの報
告を含め、総合的に判断し発令を行う。

・避難指示等の判断基準・伝達マニュアルに基づ
き、以下の基準を参考に、河川巡視等による現地
情報や気象予測等を総合的に捉えて発令する。
(1)高齢者等避難
○水位観測所の水位が氾濫注意水位に達し、さら
に水位の上昇が予想される場合
○氾濫注意情報が発表されたとき
(2)避難指示
○水位観測所の水位が氾濫危険水位に達すること
が見込まれる場合、又は避難判断水位に達し、さ
らに水位の上昇が予想される場合
○氾濫警戒情報が発表されたとき

(1)高齢者等避難
・水位観測所の水位が避難判断水位に達し、更に
水位の上昇が予想される場合
・氾濫警戒情報が発表されたとき
(2)避難指示
・水位観測所の水位が氾濫危険水位に達した場合
・氾濫危険情報が発表されたとき
(3)緊急安全確保
・水位観測所の水位が氾濫危険水位に達し、更に
水位の上昇が予想される場合
・氾濫発生情報が発表されたとき

「避難指示等の発令基準」を作成し、発令基準を
定めている。

・地域防災計画に定めている。・洪水予報河川の基準水位やキキクル（警報の危
険度分布）を確認し、低位の浸水し易い重点箇所
を巡回・点検をするとともに、とちぎ土砂災害警
戒情報システム等を活用し、空振りを恐れること
なく早め早めの避難指示等の発令を行うものとす
る。《鬼》《久》

避難指示等の判断・伝達マニュアルに基づき、災
害警戒・対策本部の決定をもって発令している。
(1)高齢者等避難
・水位観測所の水位が避難判断水位に達し、更に
水位の上昇が予想される場合
・氾濫警戒情報が発表されたとき
(2)避難指示
・水位観測所の水位が氾濫危険水位に達した場合
・氾濫危険情報が発表されたとき
(3)緊急安全確保
・水位観測所の水位が氾濫危険水位に達し、更に
水位の上昇が予想される場合
・氾濫発生情報が発表されたとき

・地域防災計画内、「避難指示等の判断・伝達マ
ニュアル」による発令基準に準拠している。

避難情報の発令基準につい
て

住民等への情報伝達の方法
について

・Ｌアラートや、登録制メールを通じ避難情報等
の配信を行っている。
特に登録制メールについては自治会を通じ、加入
の促進を進めている。

災害の状況、伝達先に応じて最善の手段により伝
達するものとする。
　伝達先
・住民等（住民、自治会長、民生委員、自主防災
組織代表者等）
・災害時要援護者・福祉関係機関等（要援護者の
事前登録者、町社会福祉協議会、老人ホーム、保
育所、病院等）
・防災関係機関等（消防署、消防団、警察署、
県、国等）

　伝達手段
・防災行政無線、広報車、消防車、ホームペー
ジ、電話、登録制メール、ＦＡＸ等

・緊急速報メール、登録制メール、ＣＡＴＶ、町
ＨＰ、広報車、消防車により情報を発信してい
る。

・防災行政無線。防災メール。広報車。HP。電
話。Lアラート。緊急速報メール（エリアメー
ル）等。

・避難情報は同報系防災行政無線および市のメー
ル配信サービス、ホームページ、アプリ、ツイッ
ター、広報車、消防団、関係区長への電話連絡、
L-アラート等を活用し周知を図る。

避難指示等を発令した場合は、次の方法により対
象地区住民等に情報を伝達する。
・登録制メール
・ツイッター
・フェイスブック
・市ホームページ
・緊急速報メール
・広報車（消防団含む）
・自主防災会長、自治会長への電話連絡
・防災行政無線（塩原地区のみ）
・ケーブルテレビ（塩原地区のみ）
・電話応答システム（塩原地区のみ）
・協定に基づく放送要請（テレビ・ラジオ）

・避難指示等を行う場合は以下の方法で伝達す
る。
　・防災行政無線
　・Ｌアラート
　・防災メール
　・市ホームページ
　・市公式LINE
　・ツイッター
　・水防団、自主防災組織、民生委員による声か
け

※防災無線の音達区域外の方への戸別受信機無償
貸与を行っている。

・防災情報伝達システムの登録推進を図り、数多
くの住民に対し防災情報をプッシュ配信してい
る。
・市SNS、Lアラート、とちぎテレビのデータ放送
にも情報をアップし、周知を図ることとしている
が、住民自らが情報を取りに行って下さるよう、
平常時からＰＲする。
・「とちぎ土砂災害警戒情報システム」の周知を
行っている。
・防災行政無線の更新について検討中。《鬼》
《久》

・避難勧告・指示を発令した場合は、次の方法に
より伝達する。
屋外拡声器放送、テレビのデータ放送、文字放
送、ラジオ放送、市ホームページや緊急速報メー
ル配信により発信する。
・緊急事態等、必要により市職員、消防団員の巡
回や自治会へ情報提供している。

流域名（減災対策検討会）

利：利根川上流域 鬼：鬼怒川・小貝川上流域

渡：渡良瀬川流域 久：久慈川・那珂川流域
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②水防に関する事項

項目 矢板市 那須塩原市 さくら市 那須烏山市 下野市 上三川町 益子町 茂木町 市貝町

対象流域 久 久 鬼・久 鬼・久 利・鬼 利・鬼 鬼 久 鬼・久

河川水位等に係る情報提供
について

・登録制メール等により配信している。 ・指定河川洪水予報（氾濫注意情報を除く）を登
録制メール、市ＨＰ（Ｊアラート連動）で配信し
ている。
・ダム管理者からの放流情報を登録制メール、ツ
イッター、フェイスブック、市ＨＰで配信してい
る。
・電話応答システム（塩原地区のみ）

・防災行政メール・公式LINE等で配信している。
・消防団（水防団）と災害対策本部にて情報のや
り取りを行っている。

・防災情報伝達システムの登録推進を図り、数多
くの住民に対し防災情報をプッシュ配信してい
る。
・市SNS、Lアラート、とちぎテレビのデータ放送
にも情報をアップし、周知を図ることとしている
が、住民自らが情報を取りに行って下さるよう、
平常時からＰＲする。
・「とちぎ土砂災害警戒情報システム」の周知を
行っている。
・防災行政無線の更新について検討中。《鬼》
《久》

・災害対策本部から無線機やメールなど複数の手
段により消防団へ連絡

・登録制メールにより配信している。 ・災害対策本部より直接消防団へ連絡 ・防災担当者と消防団幹部には県河川課からの短
時間雨量・河川水位・洪水予報等の情報が配信さ
れるようにしている。

・災害対策本部から直接消防団へ連絡する。

河川の巡視区間、水防活動
の実施体制について

・出水期前に土木事務所や消防署等とともに重要
水防箇所の点検を行っている。

・毎年、出水期前に県、消防等と重要水防箇所及
び水防倉庫の点検を行っている。
・消防団（水防団）の水防訓練を実施している。
・伝統的水防工法の継承は困難な状況にある。

・各消防団（水防団）の担当地区内の河川巡視を
実施。
・出水期前に国、県、消防団、消防本部等と重要
水防箇所及び水防倉庫の点検を行っている。

・毎年、出水期前に、市の水防計画の見直しを図
り、当該内容に関し、消防団と共に、意思統一を
図り、実践に役立てられるよう準備する。
・毎年、出水期前に国、県、消防団、消防本部等
と重要水防箇所及び水防倉庫の点検を行ってい
る。《鬼》《久》

・消防団員が平常時から担当区域の巡視を実施し
ている。

・出水期前に県、消防等と重要水防箇所及び水防
倉庫の点検を行っている。

・消防団（分団）が管轄地区を出動指令を受けて
巡視を実施する。

・毎年、出水期前に県、警察、消防等と重要水防
箇所及び水防倉庫の点検を行っている。

・地元消防団による巡回（自管轄地区内）

水防資機材の整備状況につ
いて

・市において土嚢の備蓄を行っている。 ・市内6か所の水防倉庫及び消防署に資機材を整
備している。
・市役所本庁舎及び支所庁舎に土のうを備蓄して
いる。

・防災倉庫等に土のうを備蓄している。（市内２
箇所）
・水防団へライフジャケットの配備。

・土のう等のストックは、早くからの備蓄に努
め、その他の資機材については、計画的に購入
し、備蓄に努めるものとする。《鬼》《久》

・現在、防災倉庫、水防倉庫の市内６カ所に土の
う等を備蓄している。
・今後、重要水防個所により近い場所に土のう等
の備蓄を検討している。

・水防倉庫に土のう袋、役場駐車場に土のう用砂
を備蓄している。
・氾濫の予想される箇所の一部については近くの
公園等に土のうを配備している。

シート、土のう袋など ・水防倉庫に杭、土のう、ブルーシートなどの資
機材を備蓄している。

・土嚢、シート等

市町庁舎、災害拠点病院等
の水害時における対応につ
いて

・市役所本庁舎が洪水浸水想定区域に立地してい
るため、使用不能の場合は、代替施設として「子
ども未来館」に災害対策本部を設置することと
なっている。

・災害対策（現地）本部を開設する市本庁舎及び
支所は浸水想定区域には立地していない。

・災害対策本部を設置する庁舎は非常用電源（浸
水対策済）や土のうで対応する。
・業務継続計画にて庁舎が使用できなくなった場
合の代替庁舎を定めている。

・幸いにも、本市の防災拠点は、洪水浸水想定区
域・浸水リスク想定区域・土砂災害警戒区域には
建っておらず、特段の配慮は必要ないと考えられ
る。《鬼》《久》

・市庁舎使用不能の場合は、ゆうゆう館に本部を
設置

・市庁舎及び災害拠点病院は，浸水想定区域に位
置していない。

・災害対策本部（役場）は、浸水想定区域外 ・「役場庁舎」が使用不能になった場合は、「茂
木町防災館」を代替場所とする。

・災害対策本部（役場）は浸水想定区域外
・その他被害時は「中央公民館」を代替施設とす
る。

ダムの洪水調節機能の強化
について

③河川管理施設等のハード整備に関する事項

項目 矢板市 那須塩原市 さくら市 那須烏山市 下野市 上三川町 益子町 茂木町 市貝町

対象流域 久 久 鬼・久 鬼・久 利・鬼 利・鬼 鬼 久 鬼・久

堤防等河川管理施設の現状
の整備状況について

砂防堰堤、急傾斜地崩壊対
策施設の設置等について

雨水流出抑制施設の整備状
況について

・雨水流出抑制施設の整備計画はない。 ・那須塩原西第１調整池　貯留能力47,400㎥
・蕪中川雨水調整池　貯留能力18,900㎥

・排水樋管は、平成16年度に国での新設整備後に
移管。
・排水ポンプは、平成26年度に国での新設整備後
に移管。
《鬼》《久》

・令和3年8月1日に雨水貯留施設設置費補助金交
付要綱を定め、市内全域の民間敷地を対象に雨水
タンク設置費の助成を開始した。
・なお、令和3年8月18日時点での設置件数は、0
件となっている。

緊急輸送道路の整備状況に
ついて

道路アンダーパス部におけ
る冠水対策について

・通報システムにより水深が７cmを超え、さらに
深くなる可能性がある場合、ガードマンやカラー
コーン等により通行止めや迂回の措置を行う。

・危険箇所については、エアー遮断機、冠水セン
サー、排水ポンプの設置をしている。

・卯の里ふれあいアンダー：自動ポンプによる排
水、路面冠水警報表示設備による注意喚起
蒲須坂アンダー：自然排水

・平成28年度に県からの移管時には、冠水対策は
施行済。
《鬼》《久》

・アンダーパスに冠水情報板と監視カメラを設置
しアンダーパス部の冠水状況を把握できるように
している。
・排水施設の清掃点検を定期的に行うとともに、
豪雨が予測される場合には事前に確認を行ってい
る。

・道路アンダーパスの冠水情報板やCCTVを整備。
・排水ポンプの整備。
・電気設備の地上化。



別紙１
【現　状】

（１）【現状】水害・土砂災害リスク情報や減災に係る取組

①情報伝達、避難計画等に関する事項

項目 芳賀町 壬生町 野木町 塩谷町 高根沢町 那須町 那珂川町 宇都宮気象台 栃木県

対象流域 鬼 利 利 鬼・久 鬼 久 久 全流域 全流域

想定される浸水・土砂災害
リスク情報の周知について

・洪水ハザードマップを全世帯に配布している。 ・ハザードマップを全戸に配布している。 ・洪水ハザードマップを作成し全世帯に配布して
いる。

・防災ハザードマップにより周知
（土砂災害警戒区域の２巡目基礎調査結果、荒川
上流のダムの放流を反映）

・高根沢町防災ハザードマップを作成公表してい
る。

・平成１０年那須水害時の災害規模を想定した洪
水ハザードマップを作成し、公表している。
・洪水予報河川について、想定最大規模降雨に対
応したハザードマップを作成し、配布している。
・土砂災害ハザードマップを作成し、配布してい
る。

・洪水予報河川について洪水浸水想定区域図を基
に洪水ハザードマップ作成し全戸配布している。

・平成25年6月から「土砂災害警戒判定メッシュ
情報」の提供を開始。
・平成29年7月から大雨警報（浸水害）・洪水警
報の危険度分布を提供。（同時に土砂災害警戒判
定メッシュ情報は大雨警報（土砂災害）危険度分
布に名称を変更）。
令和元年7月から、危険度の高まりを伝えるプッ
シュ型の通知サービスを開始し、12月には、洪水
に関する危険度分布に浸水想定区域のリスク情報
を重ね合わせて表示する機能を追加。また、令和
2年5月から「本川の増水に起因する内水氾濫の危
険度」を表示している。
これら、大雨警報（土砂災害・浸水害）・洪水警
報の危険度分布は、令和3年3月に愛称を「キキク
ル」とし、市町等において緊急時の防災対応判断
の際に利用され、また住民の主体的な避難の判断
を支援している。

・洪水予報河川及び水位周知河川について、想定
最大規模降雨に対応した洪水浸水想定区域図を公
表している。
・また、その他の県管理河川のうち河川氾濫によ
る浸水被害が想定される92河川について、浸水リ
スク想定図を公表している。
・「とちぎ地図情報システム」により、土砂災害
の発生のおそれのある箇所（土砂災害警戒区域
等）の位置情報を提供している。

避難場所・避難経路につい
て

・避難場所は、洪水ハザードマップに記載。避難
経路は方向を矢印で示す。

・広報やＨＰに掲載しハザードマップの普及を
行っている。
・防災訓練を通じて避難場所や避難経路について
確認してもらっている。

・避難場所については、指定緊急避難場所及び一
時避難地を地域防災計画に定めている。
・避難経路については、現在定めていない。

・小中学校やコミュニティセンターなどの公共施
設等。
・避難経路については指定していない。
・防災ハザードマップを町広報紙、町ホームペー
ジに掲載している。

・高根沢町防災ハザードマップにより周知。 ・防災マップを全世帯に配布している。また、
ホームページ上での公開も行っている。

・災害種別ごとに町内４０箇所を指定緊急避難場
所に指定
・避難経路については、ハザードマップにより周
知

・各市町が作成するハザードマップに関して作成
支援を行っている。

避難誘導体制について

町職員、消防団員、自主防災組織等が連携して、
危険な地域から安全な地域へ避難誘導に努める。

・町職員、消防団、自主防災組織、消防署、警察
と連携して誘導を行う。

・町職員、自主防災組織、消防団による誘導
・要配慮者については、現在マニュアルを作成し
ている。

・町職員、消防団員、自主防災組織等が連携し
て、危険な地域から安全な地域へ避難誘導に努め
る。

町担当課、警察、消防、自主防災組織等が連携・
協力し、できるだけ近隣の住民とともに集団避難
を行うよう指導する。

・消防、警察等関係機関の協力を得て、避難所ま
での避難誘導を行う。
・上記関係機関の他、民生委員等の福祉関係者と
協力し、避難行動要支援者の避難誘導を行う体制
を構築している。

・自主防災組織、消防団、警察の協力を得て避難
誘導を行う。

・地域防災計画に則す。
・現場職員からの情報を参考にする。
・河川の水位や気象庁の警報等を参考にする。

洪水時における河川水位等
の情報提供等の内容及びタ
イミングについて

・直轄河川の洪水予報発表を受け関係機関へ情報
提供を行っている。
・県管理河川についても洪水予報を発表してお
り、自治体、警察、消防等関係機関への連絡を行
い住民への周知を行っている。
・ダムからの放流を行う場合、FAXにより関係機
関へ情報提供を行っている。
・出水期前にダム放流説明会を実施している。
・７ダムに関係する市町と避難情報に着目したタ
イムラインを作成し、情報共有を図っている。
・ダム管理者から市町長へダム放流情報に基づく
避難情報等の発令判断を支援するため、ダムの事
象や情報提供等について説明を行っている。
・県管理河川の氾濫発生又は氾濫の恐れがある時
や土砂災害発生の恐れがある時、県土整備部所管
７ダムの緊急放流を行う時に、直接連絡（ホット
ライン）を行っている。
◆知事ホットライン【知事⇔市町長】
　①氾濫危険情報(Lv4相当)発表時
　②氾濫発生情報(Lv5相当)発表時
　③特別警報の指標となる50年に一度
　　の値を超えた格子が4～5個出現
　④緊急放流開始3時間前及び開始時
◆幹部職員からの情報提供
　【県幹部職員⇔市町危機管理担当部課長】
　①氾濫警戒情報(Lv3相当)発表時
　②土砂災害警戒情報(Lv4相当)発表時
　③緊急放流開始1時間前
　④知事ホットラインの運用事象発生時

・河川管理者と共同で行う、指定河川洪水予報に
ついて、発表基準水位の到達及び予測に応じた洪
水予報（氾濫注意情報・氾濫警戒情報・氾濫危険
情報・氾濫発生情報）を発表し、水位や雨量の実
況、予測情報を関係機関に伝達している。

・「とちぎ土砂災害警戒情報システム」につい
て、土砂災害警戒判定の更新時間の短縮や高精度
化に加え、土砂災害警戒基準線の見直しを行って
いる。

・河川水位観測所毎の基準により発令。
・大雨警報等の情報により発令。

（１）高齢者等避難
○佐貫水位観測所の水位が2.60ｍ（避難判断水
位）に到達し、水位の上昇がさらに見込まれる。
○氏家体育館脇観測所の水位が1.30ｍ（避難判断
水位）に到達し、水位の上昇がさらに見込まれ
る。
○両郡橋観測所の水位が1.30ｍ（避難判断水位）
に到達し、水位の上昇がさらに見込まれる。
○漏水等が発見された場合。
（２）避難指示
○佐貫水位観測所の水位が3.30ｍ（氾濫危険水
位）に到達した場合。
○氏家体育館脇観測所の水位が1.80ｍ（氾濫危険
水位）に到達した場合。
○両郡橋観測所の水位が1.80ｍ（氾濫危険水位）
に到達した場合。
○異常な漏水等が発見された場合。

・野木町地域防災計画にて基準を明確にしてい
る。

・避難指示等発令マニュアルを作成し、避難指示
等の発令を行っている。

・「避難情報等の判断、伝達マニュアル」に定め
ている。
（１）水害編（鬼怒川、荒川）
（２）土砂災害編

・地域防災計画に記載

・「とちぎリアルタイム雨量・河川水位観測情
報」サイトにより、雨量・河川水位・河川状況映
像等の情報を提供している。
・「川の水位情報」サイトにより、危機管理型水
位計の水位情報・簡易型河川監視カメラの画像等
を提供している。
・「電話応答装置」により、雨量・河川水位情報
を提供しているほか、「NHKデータ放送」によ
り、河川情報の配信を行っている。
・防災担当者向けに「登録制メール」により、短
時間雨量・河川水位・洪水予報等のプッシュ型配
信を行っている。
・住民向けに「緊急速報メール」により洪水情
報・土砂災害警戒情報のプッシュ型配信を行って
いる。
・「とちぎ土砂災害警戒情報システム」により、
土砂災害発生の高まりに関する情報を提供してい
る。
・「とちぎ地図情報システム」により、土砂災害
の発生のおそれのある箇所（土砂災害警戒区域
等）の位置情報を提供している。
・ダム下流住民に対して、ダム放流情報等に関す
る住民説明会を実施している。
・ダム諸量データ（流入量、漂流量、貯水位等）
を国土交通省「川の防災情報」にリアルタイム配
信している。
・ダム緊急放流開始3時間前等におけるTVテロッ
プ放送（とちぎテレビ・NHK放送局）の依頼と、
報道機関18社へ情報提供を行っている。
・非常時においても、ダム放流情報を的確に伝達
するため、ダム放流警報設備の改良・耐水化を実
施している。

・防災行政無線
・ＨＰによる広報
・防災メール
・消防団等による広報活動

・防災行政無線、登録制メール、防災アプリ、町
ホームページ、町広報車、消防ポンプ車、エリア
メール、報道機関（Lアラート）による伝達。

（１）町防災行政無線
（２）緊急速報メール
（３）登録性メール、FAX
（４）テレビ、ラジオ（Lアラート）
（５）町広報車、消防団
（６）スマートフォンアプリ
（７）戸別受信機
（８）行政区、自主防災組織、民生委員等の
　　　組織を通じた戸別訪問、電話等

高齢者等避難、避難指示を発令した場合は、防災
行政無線、消防団車両、町ホームページ、防災・
防犯メール、報道関係機関等を通じて全ての人に
伝わるよう留意して伝達する。

・気象台、県からの情報を基に、登録制メール、
facebook等で情報伝達を行っている。
・非常時においては、防災行政無線（同報系）、
緊急速報メール、広報車、消防団等における個別
訪問等で情報伝達を行っている。

避難情報の発令基準につい
て

住民等への情報伝達の方法
について

・音声告知端末
・屋外拡声スピーカー
・緊急速報メール
・Lアラート
・広報車　等

・防災気象情報を既定の伝達経路で防災機関や自
治体に確実に伝達するとともに、テレビ・ラジオ
など報道機関の協力を得て、住民に提供してい
る。
・「気象庁ホームページ」では、大雨（土砂災
害・浸水害）・洪水に係る警報・注意報及び指定
河川洪水予報、土砂災害警戒情報のほか、大雨警
報・洪水警報のキキクル（危険度分布）、気象情
報、ナウキャスト（降水・雷・竜巻）、早期注意
情報（警報級の可能性）等の防災気象情報を提供
している。
・電話応答装置により警報・注意報や天気予報等
の気象情報を提供している。

・防災行政無線、町ホームページ、緊急速報メー
ル、登録制メール、ＣＡＴＶ、町広報車、消防団
車両などによる広報活動により、避難対象地区の
住民への情報周知を図っている。

流域名（減災対策検討会）

利：利根川上流域 鬼：鬼怒川・小貝川上流域

渡：渡良瀬川流域 久：久慈川・那珂川流域



別紙１
【現　状】

②水防に関する事項

項目 芳賀町 壬生町 野木町 塩谷町 高根沢町 那須町 那珂川町 宇都宮気象台 栃木県

対象流域 鬼 利 利 鬼・久 鬼 久 久 全流域 全流域

河川水位等に係る情報提供
について

・災害対策本部より直接消防団へ連絡する。 ・ＨＰによる広報
・防災メールの配信

・洪水の危険性が生じた場合、防災行政無線、登
録制メール、防災アプリ、町ホームページ、広報
車、電話等で関係機関及び住民に情報提供してい
る。

・消防団等については、災害対策本部から直接連
絡

・町は必要な情報を収集し、遅滞なく消防団へ通
報する。

・登録制メール、防災行政無線等で情報の提供を
行っている。

・関係機関の情報を基に必要に応じて水防団へ周
知
・緊急速報メールを活用した洪水情報配信

・河川管理者と共同で行う、指定河川洪水予報に
ついて、発表基準水位の到達及び予測に応じた洪
水予報を発表し、水位や雨量の実況と予測を関係
機関に伝達している。
・令和元年5月から、避難勧告等ガイドラインの
改定（H31.3）に伴い導入された警戒レベルに対
応し、指定河川洪水予報に警戒レベルを明示して
いる。
・令和2年6月から直轄河川において、大雨特別警
報切り替え時、必要に応じ「河川氾濫に関する情
報（臨時の洪水予報）」を発表し、洪水への警戒
を呼びかけることとしている。
・洪水による重大な災害のおそれがあるときに、
洪水警報を発表し関係機関へ伝達するとともに、
洪水警報のキキクル（危険度分布）、指定河川洪
水予報等の防災気象情報を気象庁ホームページで
提供している。
・電話応答装置により警報・注意報や天気予報等
の気象情報を提供、またテレビ・ラジオなど報道
機関の協力を得て、防災気象情報を提供してい
る。

・直轄河川の水防警報発令時に関係機関へ情報提
供を行っている。
・県管理河川については、洪水予報の発表と併せ
て水防警報を発表している。
・雨量・河川水位・土砂災害等に関する情報を以
下のシステムにより提供している。
①「とちぎリアルタイム雨量・河川水位観測情
報」サイト
②「川の水位情報」サイト
③「電話応答装置」
④「NHKデータ放送」
⑤「登録制メール（防災担当者向け）」
⑥「緊急速報メール」
⑦「とちぎ土砂災害警戒情報システム」
⑧「とちぎ地図情報システム」

河川の巡視区間、水防活動
の実施体制について

・出動指令を受けて水防団（消防団）の受け持ち
区間の巡視を実施する。

・毎年、出水期前に関係自治体、消防等と重要水
防箇所及び水防倉庫の点検を行っている。

・毎年、出水期前に国、県、消防等と重要水防箇
所及び水防倉庫の点検を行っている。

・地元消防団による巡視（受け持ち区間などの記
載なし）

・各消防団の受け持ち区域（町内の各河川流域）
があり、出動指令を受けて巡視を実施する。

・毎年、出水期前に土木事務所、消防署、警察と
重要水防箇所及び水防倉庫の点検を行っている。

・出水期前に関係機関と重要水防箇所の点検を実
施
・水防団による河川巡視
・水防訓練の実施

・河川管理者と共同して指定河川洪水予報を発
表。
・直轄河川については、関係機関と重要水防箇所
等の共同点検を行っている。県管理河川も要請に
応じ点検への参加を行うこととしている。

・毎年、出水期前に関係自治体、消防等と重要水
防箇所及び水防倉庫の点検を行っている。

水防資機材の整備状況につ
いて

土のう1,500袋、縄19巻、杭1,000本以上など ・土のうの各所配備
・水防倉庫並び資機材の整備

・水防倉庫に土のう袋等の資機材を備蓄してい
る。
・土のう用の砂は、毎年購入しストックしてい
る。

・土嚢等を町施設に数箇所保管及び消防署に保管 ・土嚢2,000袋、シート10枚、トラロープ100mな
ど

・町内の水防倉庫に資機材を備蓄している。 ・水防倉庫に土のう、土のう袋、スコップ等の資
機材を備蓄

・防災ステーション、防災ヤードに根固めブロッ
ク、土のう用土砂等の水防資材を備蓄している。
・各土木事務所の水防倉庫に土のう袋等の水防資
機材を備蓄している。
・令和３年度に排水ポンプ車を県南土木事務所
（栃木、安足）に３台配備している。

市町庁舎、災害拠点病院等
の水害時における対応につ
いて

・庁舎が被災した場合には代替施設を設けて対応
する。（芳賀町民会館）

・庁舎が被災した場合には代替施設を設けてい
る。（図書館・歴史民俗資料館）

・庁舎が被害を受けた場合、代替施設を設けてい
る。（野木町文化会館）

・役場庁舎が使用不能になった場合は、「日々輝
学園高等学校開桜館」を代替場所とする。

・水害のおそれのある病院施設に町健康福祉課よ
り連絡し、避難先を指示する。

・代替庁舎で対応 ・庁舎は、浸水想定区域外ではあるが、浸水リス
ク想定では浸水する危険あり。

ダムの洪水調節機能の強化
について

・国の「既存ダムの洪水調節機能の強化に向けた
基本方針」に基づき、県内の3水系毎（那珂川水
系、利根川水系鬼怒川、利根川水系）において、
河川管理者・ダム管理者・利水者間で事前放流の
実施等を明記した治水協定を締結（R2.5.28）
し、R2出水期から運用を開始している。

③河川管理施設等のハード整備に関する事項

項目 芳賀町 壬生町 野木町 塩谷町 高根沢町 那須町 那珂川町 宇都宮気象台 栃木県

対象流域 鬼 利 利 鬼・久 鬼 久 久 全流域 全流域

堤防等河川管理施設の現状
の整備状況について

・県管理の各河川において、河川整備計画に基づ
き整備している。
・県の防災減災に対する取り組みとして、県管理
河川の堤防天端舗装や巻堤、堤防腹付等で強化
し、決壊までの時間を少しでも延ばす対策を実施
している。また、堆積土を除去し、適切な維持管
理を行っている。

砂防堰堤、急傾斜地崩壊対
策施設の設置等について

・土砂災害に強い防災基盤整備計画に基づき整備
している。
・土砂災害の発生により甚大な被害が生じるおそ
れのある要配慮者利用施設等が含まれる土砂災害
警戒区域（重点整備箇所）において砂防堰堤等を
整備している。

雨水流出抑制施設の整備状
況について

・芳賀町公共下水道事業計画に基づき、市街化区
域内に調整池を３池整備済。

・町管理の施設のうち、一部、雨水流出抑制施設
を整備している施設がある。

・逆川排水機場耐震補強工事を施工中。
・併せて、ストックマネジメント計画に基づい
た、電気や機械設備等の改修に向けた実施設計を
実施。

・過去に浸水のあった地域について、検討中。 ・必要箇所に雨水浸透桝の設置を行っている。
・分譲住宅などの開発地については、業者に対し
て、雨水の地区内処理や各戸への雨水浸透桝の設
置を依頼している。

・圃場の整備推進 ・設置実績なし ・上都賀庁舎において、地下貯留槽を設置し、雨
水流出を抑制している。

緊急輸送道路の整備状況に
ついて

・山間部において、大型車のすれ違いが困難な箇
所や防災点検結果に基づく要対策箇所が残ってい
る。
・また、市街地においても、一部狭隘な箇所や無
電柱化が未了な箇所がある。

道路アンダーパス部におけ
る冠水対策について

・冠水注意看板の設置
・排水ポンプの設置（１カ所）

・県が管理する道路のアンダーパスにおける冠水
対策について、
①エアー遮断機の設置
②ポンプ設備の増強
③電気設備の地上化
を優先順位の高い箇所から実施している。



別紙１
【課　題】

（２）【課題】水害・土砂災害リスク情報や減災に係る取組

　① 情報伝達、避難計画等に関する事項

項　目 課題番号 宇都宮市 足利市 栃木市 佐野市 鹿沼市 日光市 小山市 真岡市 大田原市

対象流域 利・鬼 渡 利・渡 利・渡 利 利・鬼・渡 利・鬼 鬼 久

想定される浸水・土砂災害リ
スク情報の周知について

A

・洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域に住
んでいる全ての方に，災害リスクととるべき
避難行動を周知啓発する必要がある。
・コロナ下で防災出前講座の中止が相次いで
おり，周知啓発の機会が減少している。
・洪水浸水想定区域図や土砂災害警戒区域を
基にしたハザードマップの改訂が必要であ
る。

・市民が新ハザードマップを有効活用するた
めには、災害リスクを十分理解し、適切な時
期、適切な避難方法により避難できるよう周
知啓発を図る必要がある。
・また、新たな洪水浸水想定区域図や土砂災
害警戒区域が公表された場合は、ハザード
マップ等の改訂が必要である。

・令和元年東日本台風（台風第19号）後に実
施した市民アンケートの結果、ハザードマッ
プの内容が分からないまたはハザードマップ
自体を知らない市民が多く存在することが判
明した。
・洪水浸水想定区域図等や土砂災害警戒区域
を基にしたハザードマップの改訂が必要であ
る。
・出水期前や改訂時には、より周知を図る必
要がある。

・洪水浸水想定区域図を基にしたハザード
マップの改訂が必要である。
・ハザードマップの活用方法等について、周
知啓発を図る必要がある。

・洪水浸水想定区域図等や土砂災害警戒区域
を基にしたハザードマップの改訂が必要であ
る。

・土砂災害警戒区域等の範囲や内容につい
て、住民が把握できていない。
・浸水リスク想定図が認識されていない。
・土砂災害ハザードマップの更新、洪水浸水
想定区域図等やダム下流域の浸水想定図を基
にした洪水ハザードマップを作成し、周知さ
せていくことが必要である。

・浸水想定区域図及び堤防決壊時の氾濫シ
ミュレーション結果をホームページで公開し
ているが、自治体や住民に向けて分かりやす
いものではないため、浸水リスクとして認識
されていない。
・洪水浸水想定区域図等や土砂災害警戒区域
を基にしたハザードマップの改訂が必要であ
る。

・洪水浸水想定区域図等や浸水リスク想定
図、土砂災害警戒区域を基にしたハザード
マップの改訂が必要である。

・ハザードマップの改訂には費用がかかる。
・洪水浸水想定区域図等やダム下流域の浸水
想定図、土砂災害警戒区域を基にしたハザー
ドマップの改訂が必要である。

避難情報の発令基準について B

・避難の判断基準となる水位に達する前で
も、避難すべき危険な状況になる可能性があ
る。
・情報を速やかに精査し，市民に発信する必
要がある。
・発令にあたっては，水位のみのならず、河
川の状況等を総合的に判断することとしてい
るが、数値化が難しい「総合的」の部分の判
断が非常に難しい。

・深夜、早朝の避難情報発令の見極めが困
難。
・河川の水位上昇時には、同時に内水氾濫や
土砂災害、倒木等の対応もしているため河川
のみを注視できない。
・水位情報がない河川や内水の氾濫が発生し
た場合、数値化が難しく、総合的に避難情報
発令を判断することが難しい。

・避難の判断基準となる水位に達する前で
も、避難すべき危険な状況になる可能性があ
る。
・降雨や水位の見込や予想をするのは難し
い。
・深夜、早朝の避難情報発令の見極めが困
難。
・発令にあたっては、水位のみのならず、河
川の状況等を総合的に判断することとしてい
るが、数値化が難しい「総合的」の部分の判
断が非常に難しい。
・河川の水位上昇時には、同時に内水氾濫や
土砂災害、倒木等の対応もしているため河川
のみを注視できない。

・降雨や水位の見込や予想をするのは難し
い。
・深夜、早朝の避難情報発令の見極めが困
難。
・洪水予報河川及び水位周知河川以外の中小
河川について、水位が急上昇することも多く
避難情報発令の判断が難しい。

・避難の判断基準となる水位に達する前で
も、避難すべき危険な状況になる可能性があ
る。
・降雨や水位の見込や予想をするのは難し
い。
・深夜、早朝の避難情報発令の見極めが困
難。
・河川の水位上昇時には、同時に内水氾濫や
土砂災害、倒木等の対応もしているため河川
のみを注視できない。

・避難情報の発令の判断基準（具体的な考え
方）を整理する必要がある。
・深夜、早朝の避難情報発令の見極めが困
難。

・避難の判断基準となる水位に達する前で
も、避難すべき危険な状況になる可能性があ
る。
・降雨や水位の見込や予想をするのは難し
い。
・深夜、早朝の避難情報発令の見極めが困
難。
・発令にあたっては、水位のみのならず、河
川の状況等を総合的に判断することとしてい
るが、数値化が難しい「総合的」の部分の判
断が非常に難しい。
・河川の水位上昇時には、同時に内水氾濫や
土砂災害、倒木等の対応もしているため河川
のみを注視できない。
・内水被害も取り入れる必要がある。
・上流域に雨量観測所がないため見込み・予
想が難しい。
・深夜から明け方前の避難指示発令について
は、二次災害の危険性も考慮すると判断が難
しい。

・降雨や水位の見込や予想が困難である。
・避難情報の発令の判断基準（具体的な考え
方）を整理する必要がある。
・河川の水位上昇時には、同時に内水氾濫や
土砂災害、倒木等の対応もしているため河川
のみを注視できない。

・深夜、早朝の避難情報発令の見極めが困
難。
・上流で降った雨による増水の予測が困難。
・河川の水位上昇時には、同時に内水氾濫や
土砂災害、倒木等の対応もしているため河川
のみを注視できない。

避難場所・避難経路について C

・避難所だけでなく，知人宅等への避難な
ど，危険な場所にいる方が「難」を「避」け
るための避難行動をさらに周知していく必要
がある。

・避難路が浸水している場合、迂回路がない
世帯が孤立する恐れがある。
・避難所に指定できる適切な施設が区域内に
ないことから、区域外へ避難しなければなら
ない地区がある。

・浸水想定区域及び土砂災害警戒区域等の立
地の問題や施設の耐震性の問題があり、避難
場所の確保が困難となっている。
・地区によっては、適切な避難所や避難場所
がないことから車を使った長距離避難を検討
する必要がある。

・地区によっては、避難経路上に土砂災害警
戒区域があり、避難にリスクが伴う場合があ
る。また、土砂災害や洗堀による道路の崩落
等で多くの孤立集落が発生する恐れがある。

・避難経路については設定しておらず、避難
経路を具体化していく必要があるが、災害に
より被災状況は変化するため、具体化するこ
とが困難である。
・地区によっては、浸水・土砂災害リスクが
複数あり、適切な避難所や避難場所確保が困
難であるほか、避難にリスクを伴うと共に、
多くの孤立集落が発生する恐れがある。

・避難経路上に土砂災害警戒区域のある地域
も多いことから、市有施設に頼った避難場所
の確保が困難となっている。

・平坦な地形のため、避難方向の指示は可能
でも浸水を回避しての避難経路の指定は困
難。
・指定避難所、指定緊急避難場所以外に、一
時避難所として地区の集会所を設定したが、
住民の認識が難しい。
・浸水想定区域において避難場所までかなり
距離のある地域もあり、避難場所の選定につ
いて再考の必要がある。
・避難経路については設定しておらず避難方
向を設定していたが、避難経路を具体化して
いく必要がある。
・避難経路については設定しておらず、また
道路の浸水・冠水等に関する情報も事前には
把握していないので、避難誘導する際の経路
の指定が困難である。

・避難経路や避難方向については設定してい
ないので設定していく必要がある。
・浸水想定区域において避難場所までかなり
距離のある地域もあり、避難場所の選定につ
いて再考の必要がある。
・平坦な地形のため、避難方向の指示は可能
でも浸水を回避しての避難経路の指定は困難
である。

・地区によっては、適切な避難所や避難場所
がないことから車を使った長距離避難を検討
する必要がある。

・避難情報が発令されても、避難行動を起こ
さない住民への対応が課題。
・消防団員等の生命を守るため、避難誘導時
の退避の見極めが必要。
・早めに避難する場合には車両での避難が想
定されるため、誘導方法そのものの検討が必
要。
・各組織と連携して、迅速な避難誘導のため
の準備や訓練が必要。
・避難行動要支援者の避難誘導方法が課題。
・水害が広範囲に及ぶ場合には、各員が連携
をしても人員が不足する恐れがある。
・市民一人一人の避難の意識の向上が必要。

・避難情報が発令されても、避難行動を起こ
さない住民への対応が課題。

・避難情報が発令されても、避難行動を起こ
さない住民への対応が課題。
・消防団員等の生命を守るため、避難誘導時
の退避の見極めが必要。
・早めに避難する場合には車両での避難が想
定されるため、誘導方法そのものの検討が必
要。
・水害が広範囲に及ぶ場合には、各員が連携
をしても人員が不足する恐れがある。
・各組織と連携して、迅速な避難誘導のため
の準備や訓練が必要。
・市民一人一人の避難の意識の向上が必要。
・各組織との連携を確認しておく必要があ
る。
・避難行動要支援者の避難誘導体制の確立が
必要。

・水防団(消防団)や民生委員等各組織との連
携を確認しておく必要がある。
・避難行動要支援者の避難誘導方法が課題。
・水害が広範囲に及ぶ場合には、各員が連携
をしても人員が不足する恐れがある。

・避難誘導にあたる人員の確保と安全対策が
課題。

避難誘導体制について E

・避難情報が発令された場合に，市民が適切
な避難行動をとれるよう，平素から周知する
必要がある。
・水害が広範囲に及ぶ場合には，避難誘導を
行う人員が不足する恐れがある。

・避難情報が発令されても、避難行動を起こ
さない住民への対応が課題。
・市民一人一人の避難の意識の向上が必要。
・避難行動要支援者の避難誘導方法が課題。

・水害が広範囲に及ぶ場合には、各員が連携
をしても人員が不足する恐れがある。
・避難行動要支援者の避難誘導方法が課題。
・避難情報等が発令されても、避難行動を起
こさない住民への対応が課題。

・避難情報が発令されても、避難行動を起こ
さない住民への対応が課題。
・避難行動要支援者の避難誘導方法が課題。
・水害が広範囲に及ぶ場合には、各員が連携
をしても人員が不足する恐れがある。
・市民一人一人の避難行動を含めた防災意識
の向上が必要。

・防災行政無線は、豪雨時の雨音で聞き取れ
ない恐れがある。
・複数の情報伝達の体制や方法をとっている
が、全ての住民へ周知できているのか不明。
・外国人への情報伝達が必要。
・各機関からのＦＡＸやメールが多く、情報
の精査が困難となっている。

・防災行政無線は、豪雨時の雨音や濁流の音
で聞き取れない恐れがある。
・複数の情報伝達の体制や方法をとっている
が、全ての住民へ周知できているのか不明。
・障がい者や外国人への情報伝達が必要。
・各機関からのＦＡＸやメールが多く、情報
の精査が困難となっている。

・防災行政無線は、豪雨時の雨音や濁流の音
で聞き取れない恐れがある。
・外国人への情報伝達が必要。
・各機関からのＦＡＸやメールが多く、情報
の精査にも人手が取られることとなり、本当
に重要な情報が埋もれてしまう恐れを感じて
いる。

・避難情報の伝達手段は、できる限り多く確
保しているが、限りある人員の中で何とか運
用している状態である。
・各機関からのＦＡＸやメールが多く、情報
の精査にも人手が取られることとなり、本当
に重要な情報が埋もれてしまう恐れを感じて
いる。
・防災行政無線は、豪雨時の雨音や濁流の音
で聞き取れない恐れがある。
・拡声器付災害情報システムが聞こえにく
い。
・メールの配信、ホームページへの掲載する
タイミングについて早期対応。
・さらに確実な情報伝達を目指し新たな伝達
方法を検討する。
・複数の情報伝達の体制や方法をとっている
が、全ての住民へ周知できているのか不明。
・防災無線（個別受信機含む）での広報が主
となるが、旅行者や外国人への情報伝達が課
題。
・防災無線が聞こえなかった場合に対応でき
るよう電話による再送信サービスを実施して
おり周知もしているが存在を知らない方が多
いと思われる。

・複数の情報伝達手段をとっているが、さら
に確実な情報伝達を目指し、分かりやすい周
知を行う必要がある。
・防災行政無線は、聞き取りにくく、特に豪
雨時には全く聞こえないとの声もある。
・防災行政無線と連動して、令和2年度より
防災ラジオを販売しているが、地区によって
受信不良等の障害が生じている。

・防災行政無線システムが聞こえにくい。
・複数の情報伝達の体制や方法をとっている
が、自治会未加入世帯や単身世帯などを含め
た全ての住民へ周知できるのか不明。

住民等への情報伝達の方法に
ついて

D

・外国人への情報伝達が必要である。
・災害発生時には，各機関からのＦＡＸや
メールが多く，様々な情報が錯綜するが，速
やかに情報を精査し，発信する必要がある。
・携帯電話（緊急速報メール，登録制メー
ル）やテレビ，市独自の防災ラジオなど，個
別受信機への情報発信が最も重要であると考
えるが，さらに情報入手手段の周知啓発を進
める必要がある。

・避難情報の伝達手段は複数確保している
が、同報系防災行政無線は導入していない。
・緊急速報メールやLアラートが有効な方法
と考えるが、携帯電話が無い世帯のために
も、電話での情報発信のため、連絡網を再構
築する必要がある。
・外国人への情報伝達が必要。

・複数の情報伝達の体制や方法をとっている
が、全ての住民へ周知できているのか不明。
・防災行政無線は、豪雨時の雨音や強風、建
物の中にいる場合等により、聞き取れない恐
れがある。
・外国人への情報伝達が必要。

流域名（減災対策検討会）

利：利根川上流域 鬼：鬼怒川・小貝川上流域

渡：渡良瀬川流域 久：久慈川・那珂川流域



別紙１
【課　題】

　②水防に関する事項

項　目 課題番号 宇都宮市 足利市 栃木市 佐野市 鹿沼市 日光市 小山市 真岡市 大田原市

対象流域 利・鬼 渡 利・渡 利・渡 利 利・鬼・渡 利・鬼 鬼 久

河川水位等に係る情報提供に
ついて

F

・情報の入手手段，入手方法を広く市民に周
知していく必要がある。

・提供する情報が、専門的な表現にならない
よう注意する必要がある。
・正確に迅速に情報提供できる手段の確立。

・水位等の情報を得た時に、情報共有の有り
方を検討する必要がある。
・正確かつ迅速に必要な場所に情報提供でき
る手段の確立。

・水位計や河川ライブカメラでリアルタイム
の水位を確認することができるが、観測地点
が限られる。
・水位情報の確認方法について周知を図る必
要がある。

・有線電話や携帯電話が使えない場合の連絡
手段の確保方法を考えておく必要がある。
・各関係機関同士、正確な情報と迅速な情報
共有の徹底と体制の確立。

・有線電話や携帯電話が使えない場合の連絡
手段の確保方法を考えておく必要がある。

・水位等の情報を得た時に、情報共有の有り
方を検討する必要がある。
・有線電話や携帯電話が使えない場合の連絡
手段の確保方法を考えておく必要がある。
・正確な情報配信と迅速さが課題。
・住人は老若男女なのであらゆる情報提供の
手段を用いる必要がある。
・提供する情報が、専門的な表現にならない
よう注意する必要がある。
・距離的に離れている水位観測所では避難情
報発令するタイミングが難しい。
・把握できる全ての情報を提供すると、情報
過多になり、かえって判断基準が分からなく
なる可能性があるので提供する情報の見極め
が必要である。
・現場対応等に追われ、適切なタイミングで
の情報提供が出来ない可能性がある。

・迅速かつ正確な情報発信をする必要があ
る。
・有線電話や携帯電話が使えない場合の連絡
手段の確保方法を考えておく必要がある。
・夜間時の河川カメラの映像が不鮮明であ
る。

・夜間河川カメラの映像が不鮮明である。
・水位等の情報共有の有り方を検討する必要
がある。

河川の巡視区間、水防活動の
実施体制について

G

・堤防が決壊するような猛烈な増水時は，巡
視や土のう作業などには危険を伴うため安全
対策を考える必要がある。
・担当者の安全管理を徹底していく必要があ
る。

・堤防が決壊するような猛烈な増水時は、巡
視や土のう作業などには危険を伴うため安全
対策を考える必要がある。
・担当者の安全管理を徹底していく必要があ
る。

・堤防が決壊するような猛烈な増水時は、巡
視や土のう作業などには危険を伴うため安全
対策を考える必要がある。
・担当者の安全管理を徹底していく必要があ
る。

・堤防が決壊するような猛烈な増水時は、巡
視や土のう作業などには危険を伴うため安全
対策を考える必要がある。
・担当者の安全管理を徹底していく必要があ
る。

・堤防が決壊するような猛烈な増水時は、巡
視や土のう作業などには危険を伴うため安全
対策を考える必要がある。
・担当者の安全管理を徹底していく必要があ
る。

・水防活動時、災害対応実動員に対し安全管
理員を配置し実施するなど、二次災害防止の
対策を講じる必要がある。

・巡視員の人員確保、交代時期が課題。
・堤防が決壊するような猛烈な増水時は巡視
や土のう作業などには危険を伴うため、二次
災害防止等の対策を検討する必要がある。
・夜間の巡視の場合、目視が難しく判断がで
きない可能性がある。

・水防団(消防団)や市職員など巡視のための
人員の確保、巡視員の安全確保の徹底が必要
である。

・特に夜間の巡視や、堤防の破損がある場合
など、通常よりも危険な活動となる場合の安
全管理を徹底する必要がある。また被害状況
によっては長時間の従事を強いることにな
る。

水防資機材の整備状況につい
て

H

・新技術を活用した水防資機材等の整備検討
をしていく。

・水防資機材の種類や数量を検討し、見直し
ていく必要がある。

・水防資機材の種類や数量を検討し見直して
いく必要がある。
・配備済みの水防資器材に対しては、耐用年
数や破損状況を点検し更新する必要がある。
・装備の充実が必要。
・新技術を活用した水防資機材等の整備検討
をしていく。

・ライフジャケットなど、装備の充実が必
要。
・水防資機材の種類や数量を検討し見直して
いく必要がある。

・ボートやライフジャケットなど，装備の充
実及び、各種資器材の耐用年数等を考慮した
水防資器材の更新が必要。

・配備済みの水防資器材に対しては、耐用年
数や破損状況を点検し更新する必要があり、
また、種類や数量を検討し見直していく必要
もある。

・新技術を活用した水防資機材等の整備検討
をしていく。
・水防資機材については、数量等含め定期的
な点検管理が必要であり、継続的に整備して
いく必要がある。

・資機材については、定期的な点検管理が必
要である。
・水防計画上の資機材の種類や数量を検討し
見直していく必要がある。

・資機材については、定期的な点検管理を引
き続き実施していく必要がある。

市町庁舎、災害拠点病院等の
水害時における対応について

I

・浸水想定区域内に位置する市関係施設が，
水害時に速やかに移転等の対応ができるよ
う，訓練の実施など，運用面の強化が必要で
ある。

・災害が発生した際に被害が最小限にとどま
るような水害対策を行う必要がある。
・想定最大規模降雨における浸水深などの被
害想定により、再検討する必要がある。

・庁舎周辺の道路の冠水時の対応について、
検討する必要がある。

・市庁舎、災害拠点病院等は浸水想定区域外
であるが、想定外事案も考慮し再検討する必
要がある。

・浸水想定エリア外であっても、内水氾濫に
よる浸水被害を想定し、対応することが必要
である。

・庁舎周辺は浸水想定区域に指定されていな
い。
・浸水想定区域外であっても内水位氾濫によ
る浸水被害を想定し、対応することが必要で
ある。

・市役所各出張所について、災害事情に見
あった対応を検討している。
・浸水想定エリア外であっても、内水氾濫に
よる浸水被害を想定し、対応することが必要
である。

・庁舎については、災害が発生した際に被害
が最小限にとどまるような水害対策を行う必
要がある。
・災害拠点病院である芳賀赤十字病院は浸水
想定区域内である為、その対策について検討
することが必要である。

・いずれも浸水想定区域には位置していな
い。

ダムの洪水調節機能の強化に
ついて

J

③河川管理施設等のハード整備に関する事項

項　目 課題番号 宇都宮市 足利市 栃木市 佐野市 鹿沼市 日光市 小山市 真岡市 大田原市

対象流域 利・鬼 渡 利・渡 利・渡 利 利・鬼・渡 利・鬼 鬼 久

堤防等河川管理施設の現状の
整備状況について

K

砂防堰堤、急傾斜地崩壊対策
施設の設置等について

L

雨水流出抑制施設の整備状況
について

M

・現在選定している対策候補地については，
Ｒ４年度に対策の実効性などを判断するため
の基本設計を実施した上で，下水道整備や道
路排水施設の整備なども視野に入れながら，
最も効果的な対策手法を選定する必要があ
る。
・民有地における雨水貯留施設等の設置促進
の取組について，１基あたりの浸透量は多く
ないため，雨水流出の低減効果が発現するま
でに，多くの市民の協力と時間が必要であ
る。

・調整池等の貯留施設に大幅な余裕量を持た
せることまでは指導していない。（根拠を提
示できない）
・用水路等の水門本体及び遠隔操作や通報に
係る機器類の老朽化が進んでいる。今後、施
設の統廃合を含めた更新の検討をする必要が
ある。

・市全体において設置基数は少ないため、周
知方法等を検討する必要がある。

・特になし。 ・特になし。 ・開発行為の整備による宅地化に伴い、屋
根、舗装などの不浸透面積が増え、排水系統
の整備が進むことにより洪水等災害の発生原
因になるため、開発区域内から区域外への雨
水流出を制御する必要性がある。

・上記で述べた課題に加え、想定最大規模の
降雨に対しては、雨水抑制施設（調整池）付
近から浸水が始まる傾向にあるため、その対
策や住民への理解が課題である。

・大規模なハード対策は予算措置が困難であ
る。

緊急輸送道路の整備状況につ
いて

N

道路アンダーパス部の冠水対
策について

O

・排水ポンプ等の機械・電気施設は，排水機
能維持のため定期的な更新が必要であり，維
持管理費が高額である。
・１３か所の道路アンダーパスに冠水が発生
した場合は，標示板等により「通行注意」
「通行止め」等の注意喚起が行われ，メール
により関係職員や「道路管理包括業務」受託
業者へ通知後，状況により，通行止の対策を
実施しているが，突然の局地的大雨のような
場合，現地に着いた時には冠水が解消してい
る場合があり，物理的な通行止の対策までは
できないことがある。

・一部のアンダーパスについては、必要に応
じて冠水対策強化を検討する。

・特になし。 ・冠水時、車両進入対策を必要に応じて検討
する。

・排水ポンプの故障があった際、進入してし
まう車がある。

・遮断機や冠水センサーの整備等、対策が不
十分であるため、中長期的に整備改善を図り
たい。

・ポンプ等の施設の老朽化が進んでおり、計
画的な施設の更新が必要となっている。

・ポンプによる排水やライブカメラ、発電機
や自動通報装置などが設置されていないた
め、冠水時の迅速な確認が難しい。今後の対
応については検討する。



別紙１
【課　題】

（２）【課題】水害・土砂災害リスク情報や減災に係る取組

　① 情報伝達、避難計画等に関する事項

項　目 課題番号 矢板市 那須塩原市 さくら市 那須烏山市 下野市 上三川町 益子町 茂木町 市貝町

対象流域 久 久 鬼・久 鬼・久 利・鬼 利・鬼 鬼 久 鬼・久

想定される浸水・土砂災害リ
スク情報の周知について

A

・浸水リスク想定図や土砂災害警戒区域の追
加等があった場合、ハザードマップの改訂が
必要となる。

・浸水リスク想定図やダム下流域の浸水想定
図、土砂災害警戒区域を基にしたハザード
マップの改訂が必要である。

・洪水浸水想定区域図等、ダム下流域の浸水
想定図、土砂災害警戒区域を基にしたハザー
ドマップの改訂が必要である。

・鬼怒川・小貝川上流域において本市が属す
る部分については、洪水浸水想定区域・浸水
リスク想定区域外である。《鬼》
・ダム放流における浸水リスクの情報が周知
されていない。《鬼》《久》
・浸水リスク想定図や土砂災害警戒区域を基
にしたハザードマップの改定が必要である。
《鬼》《久》

・浸水想定区域図等が浸水リスクとして認識
されていない。

・浸水リスク想定図を基にした洪水ハザード
マップの改訂が必要である。

・洪水浸水想定図等や土砂災害警戒区域を基
にしたハザードマップの改訂が必要である。

・洪水浸水想定区域図等や土砂災害警戒区域
を基にしたハザードマップの改訂が必要であ
る。

・洪水浸水想定区域図等、土砂災害警戒区域
を基にしたハザードマップの改訂が必要であ
る。
・ハザードマップの認識が低い。

避難情報の発令基準について B

・降雨や水位の見込や予想をするのは難し
い。
・深夜、早朝の避難情報発令の見極めが困
難。

・降雨や水位の見込や予想をするのは難し
い。
・深夜、早朝の避難情報発令の見極めが困
難。
・発令にあたっては、水位のみならず、河川
の状況等を総合的に判断することとしている
が、数値化が難しい「総合的」の部分の判断
が非常に難しい。
・避難情報の発令の判断基準（具体的な考え
方）を整理する必要がある。
・河川の水位上昇時には、同時に内水氾濫や
土砂災害、倒木等の対応もしているため河川
のみを注視できない。
・発令区域の見極めが困難。
・水位観測所から離れた上流域における判断
基準の設定が困難。

・降雨や水位の見込や予想をするのは難し
い。
・深夜、早朝の避難情報発令の見極めが困
難。
・上流で降った雨による増水の予測が困難で
ある。

・過去の常識や定量的な情報だけの判断では
なく、複合的な要素を加味し、発令の判断基
準を整理する必要がある。《鬼》《久》
・河床が昔よりも高くなっているのか、水位
のみの数値から安易に判断できないので、複
合的な判断が必要である。《久》
・ダム放流に関する情報伝達について、避難
情報の発令と連携しつつ情報伝達の範囲や手
段の充実が必要。《鬼》《久》

・避難情報の発令にはタイムラインを目安と
して、上流部の状況や情報を詳細に収集する
必要がある。
・避難の判断基準となる水位に達する前で
も、避難すべき危険な状況になる可能性があ
る。
・降雨や水位の見込や予想をするのは難し
い。
・深夜、早朝の避難情報発令の見極めが困
難。
・河川の水位上昇時には、同時に内水氾濫や
土砂災害、倒木等の対応もしているため河川
のみを注視できない。

・避難の判断基準となる水位に達する前で
も、避難すべき危険な状況になる可能性があ
る。
・降雨や水位の見込や予想をするのは難し
い。
・深夜、早朝の避難情報発令の見極めが困
難。
・発令にあたっては、水位のみのならず、河
川の状況等を総合的に判断することとしてい
るが、数値化が難しい「総合的」の部分の判
断が非常に難しい。
・浸水想定区域以外においても河川が氾濫し
ており、水位情報が無い中で避難情報発令の
判断が難しい。
・河川の水位上昇時には、同時に内水氾濫や
土砂災害、倒木等の対応もしているため河川
のみを注視できない。

・小貝川の鉄道橋下水位観測所は、市街地の
下流に位置しているため避難判断に使用する
ことは難しい。（大羽川と小貝川合流地点ぐ
らいに水位計が必要）
・上流域に雨量観測所がないため見込み・予
想が難しい。
・令和3年に災害対策基本法が改正になった
ため、警戒レベルについて反映させる必要が
ある。

・避難情報の発令の判断基準（具体的な考え
方）を整理する必要がある。
・降雨や水位の見込や予想をするのは難し
い。
・深夜、早朝の避難情報発令の見極めが困
難。

・河川の水位上昇時には、同時に内水氾濫や
土砂災害、倒木等の対応もしているため河川
のみを注視できない。
・高齢者等避難（レベル３）の発令のタイミ
ングが難しい

避難場所・避難経路について C

・洪水浸水想定区域についての周知はしてい
るが、内水に関するデータが少なく、避難所
までの具体的な経路の指定は難しい。

・ほぼ平坦な地形のため、避難方向の指示は
可能でも浸水を回避しての避難経路の指定は
困難。内水氾濫（浸水・冠水）に関するリス
クデータも少ない。
・浸水想定区域の対象区域外における洪水リ
スクの判断、避難経路、避難場所の設定が困
難。

・避難行動要支援者が避難するにあたり、避
難所までの移動手段が無い方の避難方法。
・親戚や知人宅への分散避難の周知。
・避難所における感染症対策。

・浸水想定区域・浸水リスク想定区域・土砂
災害警戒区域内に位置する避難所に、当該災
害時に避難してしまう場合がある。
・平常時から災害リスクの高い地域住民に対
しては、当該地域の防災訓練等において安全
避難経路を事前に確認していただくことが必
要。《鬼》《久》

・避難方向を設定しているが、平坦な地形の
ため浸水を回避しての避難経路の指定は困
難。
・避難路が浸水している場合、迂回路がない
世帯が孤立する恐れがある。

・避難経路については地域の実情に即したも
のである必要があり、そのためには自主防災
組織主導による避難経路の設定が必要である
と思われるが、自主防災組織自体が立ち上が
り初めた段階であり、まだまだ時間が必要で
ある。
・避難所については学校の体育館が多く指定
されているが、一部浸水想定区域に指定され
ている学校があり、水害時には避難場所とし
て使用できないため、離れた避難所まで避難
する必要がある。

・洪水ハザードマップの全世帯配布をした
が、あまり活用されていないと思われる。

・山間部のため土砂災害警戒区域が多く、避
難所の指示は可能でも土砂災害警戒区域を回
避しての避難経路の指定は困難である。

・防災行政無線は、豪雨時の雨音や濁流の音
で聞き取れない恐れがある。
・洪水ハザードマップの全世帯配布をした
が、あまり活用されていないのでは。
・避難手段が無い方の避難方法

・避難情報が発令されても、避難行動を起こ
さない住民への対応が課題。
・消防団員等の生命を守るため、避難誘導時
の退避の見極めが必要。
・早めに避難する場合には車両での避難が想
定されるため、誘導方法そのものの検討が必
要。
・避難誘導マニュアル等を早急に整備する必
要がある。
・各組織と連携して、迅速な避難誘導のため
の準備や訓練が必要。
・避難行動要支援者の避難誘導方法が課題。
・水害が広範囲に及ぶ場合には、各員が連携
をしても人員が不足する恐れがある。
・市民一人一人の避難の意識の向上が必要。

避難誘導体制について E

・市民一人一人の避難の意識の向上が必要。
・避難行動要支援者の避難誘導方法が課題。

・避難情報が発令されても、避難行動を起こ
さない住民への対応が課題。
・市民一人一人の避難の意識の向上が必要。
・消防団員等の生命を守るため、避難誘導時
の退避の見極めが必要。
・避難行動要支援者の避難誘導方法が課題。
・避難誘導を実施する各機関との連携を図っ
ておく必要がある。

・避難情報が発令されても、避難行動を起こ
さない住民への対応が課題。
・早めに避難する場合には車両での避難が想
定されるため、誘導方法そのものの検討が必
要。
・避難行動要支援者の避難誘導方法が課題。
・市民一人一人の避難の意識の向上が必要。

・避難情報が発令されても、避難行動を起こ
さない住民への対応が課題
・「自助」・「互助」・「共助」を強化する
ために、地区防災計画の策定促進が必要。
・国、県、隣接自治体等の関係機関と連携し
て、大規模災害時の広域的な避難計画の策定
が必要。《鬼》《久》

D

・防災行政無線が聞こえにくいことに対し、
市のメール配信サービスを提供しているが、
全ての人が登録しているわけではないので、
情報を取りにくい人がいる。
・このような情報弱者向けに、戸別受信機を
導入したが、全てをカバーしている訳ではな
い。
・防災行政無線は、豪雨時の雨音や濁流の音
で聞き取れない恐れがある。
・複数の情報伝達の体制や方法をとっている
が、全ての住民へ周知できているのか不明。
・各機関からのＦＡＸやメールが多く、情報
の精査が困難となっている。

・避難情報等が発令されても、避難行動を起
こさない住民への対応が課題。
・消防団員等の生命を守るため、避難誘導時
の退避の見極めが必要。
・早めに避難する場合には車両での避難が想
定されるため、誘導方法そのものの検討が必
要。
・避難誘導マニュアル等を早急に整備する必
要がある。
・各組織と連携して、迅速な避難誘導のため
の準備や訓練が必要。
・避難行動要支援者の避難誘導方法が課題。
・水害が広範囲に及ぶ場合には、各員が連携
をしても人員が不足する恐れがある。
・町民一人一人の避難の意識の向上が必要。

・避難情報が発令されても、避難行動を起こ
さない住民への対応が課題。

・避難行動要支援者の避難誘導マニュアルの
作成と迅速に対応するための各組織との連携
と訓練が必要である。

・避難情報が発令されても、避難行動を起こ
さない住民への対応が課題。

・登録制メールにより周知を図っているが、
すべての住民が登録しているわけではないの
で代替手段の検討が必要。
・自主防災組織による緊急連絡網の設置、要
援護者の把握等を進めている。
・各機関からのＦＡＸやメールが重複する場
合は情報の精査が困難となっている。

・防災無線（個別受信機含む）での広報が主
となるが、旅行者や外国人への情報伝達が課
題。

・災害時は緊急速報メール、登録制メール、
ＣＡＴＶ、町ホームページで広報するが、携
帯電話を持っていない高齢者への情報伝達方
法を整備する必要がある。

・防災行政無線は、豪雨時の雨音や濁流の音
で聞き取れない恐れがある。
・外国人への情報伝達が必要。
・情報伝達の多重化を進めているが、操作
（負担）が多くなり、緊急時の活用に課題が
残る。

・登録制メールの登録者拡大が課題。
・防災行政無線は、豪雨時の雨音や濁流の音
で聞き取れない恐れがある。
・複数の情報伝達の体制や方法をとっている
が、全ての住民へ周知できているのか不明。
また、限りある人員の中で何とか運用してい
る状態である。

・防災行政無線が豪雨時には特に聞こえにく
い。
・複数の情報伝達の体制や方法をとっている
が、全ての住民へ周知できているのか不明。
・漏れのない情報伝達を行うには、全行政区
にて自主防災組織が設立され、行き届いた声
かけができるシステム作りが必要。

・豪雨時においては防災行政無線が聞き取れ
ない。
・防災情報伝達システムを整備し、情報伝達
を多重化したが、行政側のアピール不足も起
因してか、なかなか浸透し切れていない。
・ある程度までの災害時は、担当レベルでの
対応で可能であるが、大規模災害時の情報発
信に際しては、マンパワーが不足である。
・災害情報を自ら引き込んで入手して頂ける
ような意識改革が必要である。
《鬼》《久》

・屋外拡声器放送は、豪雨時の雨音や濁流の
音で聞き取れない恐れがあるため、テレビの
文字放送、ラジオやメール、ホームページを
併せて情報収集するよう啓発を進める。
・複数の情報伝達の体制や方法をとっている
が、全ての住民へ周知できているのか不明。
・外国人への情報伝達が必要。
・各機関からのＦＡＸやメールが重複する場
合は情報の精査が困難となっている。

住民等への情報伝達の方法に
ついて

流域名（減災対策検討会）

利：利根川上流域 鬼：鬼怒川・小貝川上流域

渡：渡良瀬川流域 久：久慈川・那珂川流域



別紙１
【課　題】

　②水防に関する事項

項　目 課題番号 矢板市 那須塩原市 さくら市 那須烏山市 下野市 上三川町 益子町 茂木町 市貝町

対象流域 久 久 鬼・久 鬼・久 利・鬼 利・鬼 鬼 久 鬼・久

河川水位等に係る
情報提供について

F

・有線電話や携帯電話が使えない場合の連絡
手段の確保方法を考えておく必要がある。
・登録制メールの登録者拡大。

・水位情報（氾濫○○水位）や洪水予報（氾
濫○○情報）の名称、表現が住民等にとって
わかりにくい。
・登録制メールの登録者拡大が課題。

・河川水位の確認の方法(データ放送やイン
ターネット)や気象庁の危険度分布（キキク
ル）などの周知を行い、住民自ら情報を取得
してもらう意識付けが必要。

・提供する情報が、専門的な表現にならない
よう注意を払う必要がある。
・最悪の事態を想定した対策案を考えておく
必要がある。
・数字だけでなく、現場確認も重要である。
・雨量、洪水予報河川の水位、キキクル等は
国や県、気象庁のホームページにおいて確認
できるが、アクセスが集中すると閲覧できな
い状態になり、情報収集が困難になる。
《鬼》《久》

・提供する情報が、専門的な表現にならない
よう注意する必要がある。
・水位等の情報を得た時に、情報共有の有り
方を検討する必要がある。
・有線電話や携帯電話が使えない場合の連絡
手段の確保方法を考えておく必要がある。
・あわただしい中でいかに正確に迅速にでき
るか。
・ホームページへのアクセス集中によりサイ
トが動かなくなることが無いようにしたい。

・提供する情報が、専門的な表現にならない
よう注意する必要がある。
・水位等の情報を得た時に、情報共有の有り
方を検討する必要がある。
・有線電話や携帯電話が使えない場合の連絡
手段の確保方法を考えておく必要がある。
・登録制メールの登録者拡大が課題。

・提供する情報が、専門的な表現にならない
よう注意する必要がある。

・河川情報を受信したときの対応マニュアル
の作成と、迅速に対応するための訓練が必要
である。

・あわただしい中でいかに正確に迅速にでき
るか。

河川の巡視区間、水防活動の
実施体制について

G

・巡視のための必要な人員確保が、消防団等
では難しい。
・巡視を行う消防団等の安全管理。

・堤防が決壊するような猛烈な増水時は、巡
視や土のう作業などには危険を伴うため安全
対策を考える必要がある。
・担当者の安全管理を徹底していく必要があ
る。
・消防団（水防団）の水防訓練の充実を図る
必要がある。

・堤防が決壊するような猛烈な増水時は、巡
視や土のう作業などには危険を伴うため安全
対策を考える必要がある。
・担当者の安全管理を徹底していく必要があ
る。

・巡視のための必要な人員確保が、大規模災
害になると消防団のみでは難しい。
・水防従事者の安全管理を徹底する必要があ
る。《鬼》《久》

・巡視のための消防団員の安全対策が一番大
切なこと。
・堤防が決壊するような猛烈な増水時は、巡
視や土のう作業などには危険を伴うため安全
対策を考える必要がある。
・担当者の安全管理を徹底していく必要があ
る。

・巡視のための必要な人員確保が、消防団だ
けでは困難。
・堤防が決壊するような猛烈な増水時は、巡
視や土のう作業などには危険を伴うため安全
対策を考える必要がある。
・担当者の安全管理を徹底していく必要があ
る。

・消防団・担当者の安全管理を徹底していく
必要がある。

・水防団員の水防訓練が必要である。 ・担当者の安全管理を徹底していく必要があ
る。

水防資機材の整備
状況について

H

・現在の備蓄では不完全であるため、今後計
画的な整備が必要。
・資機材については、定期的な点検管理が必
要である。
・水防資機材の種類や数量を検討し見直して
いく必要がある。

・資機材については、定期的な点検管理が必
要である。
・水防資機材の種類や数量を検討し見直して
いく必要がある（安全対策のための資機材、
現代の水防工法に合った資機材）。

・資機材については、定期的な点検管理が必
要である。
・水防資機材の種類や数量を検討し見直して
いく必要がある。（限られた人員による水防
活動の手助けとなる資機材の導入の検討例：
水土のう）

・水防資機材の種類や数量を検討し見直して
いく必要がある。
・ライフジャケットなど、装備の充実が必
要。
・実災害時に必ず使用できるように、平時に
おける定期的な点検が必要。《鬼》《久》

・資機材については、定期的な点検管理が必
要である。
・水防資機材の種類や数量を見直し、重要水
防個所に備蓄場所の整備を進める必要があ
る。

・資機材については、定期的な点検管理が必
要である。

・資機材については、定期的な点検管理が必
要である。

・ライフジャケットなど，安全装備の充実が
必要である。

・資機材については、定期的な点検管理が必
要である。

市町庁舎、災害拠点病院等の
水害時における対応について

I

・庁舎が浸水洪水想定区域内にあるため、状
況に応じた対応が必要である。

・洪水（おそれ）時には浸水想定区域内にあ
る指定避難所（１箇所）に避難しないことに
ついて、地域住民の十分な理解が必要。

・想定最大規模降雨における浸水深などの被
害想定の場合も恒常的に災害対策業務ができ
るように施設を整備する必要がある。

・災害対応拠点は洪水浸水想定区域・浸水リ
スク想定区域・土砂災害警戒区域内に位置し
ていない。《鬼》《久》

・庁舎周辺は浸水想定区域に指定されていな
い。

・庁舎周辺は浸水想定区域に指定されていな
い。

・浸水想定区域に立地していないので特にな
し。

・庁舎が浸水想定区域内にあるため、具体的
な対応マニュアルを作成し、訓練する必要が
ある。

・庁舎周辺は浸水想定区域に指定されていな
い。

ダムの洪水調節機能の強化に
ついて

J

③河川管理施設等のハード整備に関する事項

項　目 課題番号 矢板市 那須塩原市 さくら市 那須烏山市 下野市 上三川町 益子町 茂木町 市貝町

対象流域 久 久 鬼・久 鬼・久 利・鬼 利・鬼 鬼 久 鬼・久

堤防等河川管理施設の現状の
整備状況について

K

砂防堰堤、急傾斜地崩壊対策
施設の設置等について

L

雨水流出抑制施設の整備状況
について

M

・現在、課題は特になし。 ・出水期に効果的な運用ができるよう、適切
な維持管理が必要である。

・特になし。
《鬼》《久》

・市民をはじめ民間事業者の方々に対し、治
水対策の重要性ならびに必要性について、理
解していただくまでに相当な時間が必要なこ
と。

・特になし。

緊急輸送道路の整備状況につ
いて

N

道路アンダーパス部における
冠水対策について

O

・排水ポンプでの排水が間に合わないと制御
盤、自家発電機が水没し、排水機能が停止し
てしまう。復旧には多額の費用と時間を要す
る。

・設置個所、排水先の確保等が難しく遮断
機、排水ポンプ設置等の冠水対策が済んでい
ない箇所がある。そのような箇所にも有効な
対策を取る必要がある。

・卯の里ふれあいアンダー：監視カメラが無
いため、現地に行かないと状況が分からな
い。また、非常用電源が無いため、停電時排
水ができない。
・蒲須坂アンダー：監視カメラが無いため、
現地に行かないと状況が分からない。

・特になし。
《鬼》《久》

・冠水時においても侵入していく車両が多い
ため、対策が必要となるが、エアバリケード
などの防護柵については費用、保守などの面
から導入が難しい。
・路面標示による注意喚起を考えているが、
効果的な表示内容等について検討を行う必要
がある。

・ゴミが詰まりやすいため、適切な
排水ポンプの管理が必要となる。



別紙１
【課　題】

（２）【課題】水害・土砂災害リスク情報や減災に係る取組

　① 情報伝達、避難計画等に関する事項

項　目 課題番号 芳賀町 壬生町 野木町 塩谷町 高根沢町 那須町 那珂川町 宇都宮気象台 栃木県

対象流域 鬼 利 利 鬼・久 鬼 久 久 全流域 全流域

想定される浸水・土砂災害リ
スク情報の周知について

A

・洪水ハザードマップを全世帯配布をした
が、浸水リスクとして認識されていない。
・洪水浸水想定区域図等、土砂災害警戒区域
を基にしたハザードマップの改訂が必要であ
る。

・ハザードマップの定期的な更新と、より一
層の周知が必要である。
・浸水リスク想定図を基にしたハザードマッ
プの改訂が必要である。

・想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域
図が公表されたことに伴い、洪水ハザード
マップの改定を行ったが、改定後の浸水リス
クがあまり認識されていない。

・洪水浸水想定区域図等や土砂災害警戒区域
を基にしたハザードマップの改訂が必要であ
る。

・浸水想定区域図等が浸水リスクとして認識
されていない。
・洪水浸水想定区域図や土砂災害警戒区域を
基にしたハザードマップの改訂が必要であ
る。

・浸水リスク想定図や土砂災害警戒区域、た
め池ハザードマップを基にした防災マップの
改訂が必要である。

・浸水リスク想定図や土砂災害警戒区域を基
にしたハザードマップの改訂が必要である。

令和3年3月に名称変更したキキクル（危険度
分布）は、市町等における緊急時の防災対応
判断の際の活用や住民が自主的に避難行動を
とるための情報として提供している。このキ
キクルを踏まえ、気象庁が発表している気象
情報については住民等に十分に認知されてい
るとは言えないため、認知度、理解度を上げ
るための一層の広報・周知が必要。

・水防法の改正に伴い、県管理河川における
洪水浸水想定区域図の追加作成が必要。
・住民等の主体的な避難を促すため、浸水リ
スク情報やダム放流情報等に関する住民説明
会を継続的に行う必要がある。
・計画的な土砂災害警戒区域等の調査実施と
調査結果の十分な周知が必要。
・出前講座等による「とちぎ土砂災害警戒情
報システム」及び「とちぎ地図情報システ
ム」など、県が持っている防災情報の入手方
法等の周知。

避難情報の発令基準について B

・深夜、早朝の避難情報発令の見極めが困
難。
・基本的には、対象の基準水位観測所の水位
により避難情報の発令の数値基準が決まって
いるが、数値基準以外にも様々な要因を総合
的に判断しなければいけないこともあり、洪
水時には時間的に余裕のない中で適切な判断
が求められる。

・避難情報の発令の判断基準（具体的な考え
方）を整理する必要がある。
・降雨や水位の見込や予想をするのは難し
い。
・深夜、早朝の避難情報発令の見極めが困
難。
・河川の水位上昇時には、同時に内水氾濫や
土砂災害、倒木等の対応もしているため河川
のみを注視できない。

・近年の水害等により、発令基準の見直しが
必要である。
・避難の判断基準となる水位に達する前で
も、避難すべき危険な状況になる可能性があ
る。
・降雨や水位の見込や予想をするのは難し
い。
・河川の水位上昇時には、同時に内水氾濫や
土砂災害、倒木等の対応もしているため河川
のみを注視できない。
・深夜、早朝の避難情報発令の見極めが困
難。

・避難の判断基準となる水位に達する前で
も、避難すべき危険な状況になる可能性があ
る。
・降雨や水位の見込みや予想をするのは難し
い。
・特に深夜から明け方前の避難情報発令につ
いては、二次災害の危険性も考慮すると判断
が難しい。

・降雨や水位の見込や予想をするのは難し
い。
・深夜、早朝の避難情報発令の見極めが困
難。

・避難の判断基準となる水位に達する前で
も、避難すべき危険な状況になる可能性があ
る。
・降雨や水位の見込や予想をするのは難し
い。
・深夜、早朝の避難情報発令の見極めが困
難。
・河川の水位上昇時には、同時に内水氾濫や
土砂災害、倒木等の対応もしているため河川
のみを注視できない。

・避難の判断基準となる水位に達する前で
も、避難すべき危険な状況になる可能性があ
る。
・深夜、早朝の避難情報発令の見極めが困
難。

・ダム緊急放流等に基づく避難情報の発令判
断を支援するため、ダム管理者から市町長へ
ダムの洪水調節機能や放流情報の通知等につ
いて、継続的に説明を行う必要がある。

避難場所・避難経路について C

・洪水ハザードマップの全世帯配布をした
が、あまり活用されていないと思われる。

・洪水ハザードマップの活用を促進する。 ・避難経路については設定しておらず避難方
向を設定していたが、過去の冠水状況を踏ま
え避難経路を具体化していく必要がある。

・避難経路については設定していない。
道路が冠水した場合等は消防団や警察が通行
止めを実施し、状況に応じ対応していく必要
がある。

・平坦な地形のため、避難方向の指示は可能
でも浸水を回避しての避難経路の指定は困
難。

・避難経路を具体化していく必要がある。
・地区によっては、適切な避難所や避難場所
がないことから避難所への移動手段等を状況
に応じて検討しなければならない。

・ハザードマップの周知・徹底

・自主防災組織等と連携した避難誘導体制の
確立と地域単位での避難訓練の実施

・市や国などの関係機関と連携して広域的な
避難計画の策定が必要。

D

・各組織と連携して、迅速な避難誘導のため
の準備や訓練が必要。

・避難情報が発令されても、避難行動を起こ
さない住民への対応が課題。
・早めに避難する場合には車両での避難が想
定されるため、誘導方法そのものの検討が必
要。
・各組織と連携して、迅速な避難誘導のため
の準備や訓練が必要。
・避難行動要支援者の避難誘導方法が課題。
・水害が広範囲に及ぶ場合には、各員が連携
をしても人員が不足する恐れがある。
・町民一人一人の避難の意識の向上が必要。

・避難情報が発令されても、避難行動を起こ
さない住民への対応が課題。
・消防団員等の生命を守るため、避難誘導時
の退避の見極めが必要。
・避難誘導マニュアル等を早急に整備する必
要がある。
・各組織と連携して、迅速な避難誘導のため
の準備や訓練が必要。
・避難行動要支援者の避難誘導方法が課題。
・水害が広範囲に及ぶ場合には、各員が連携
をしても人員が不足する恐れがある。
・町民一人一人の避難の意識の向上が必要。

・避難指示等が発令されても、避難行動を起
こさない住民への対応が課題。
・各組織と連携して、迅速な避難誘導のため
の準備や訓練が必要。
・災害時要支援者の避難誘導方法が課題。

・避難情報が発令されても、避難行動を起こ
さない住民への対応が課題。
・各組織と連携して、迅速な避難誘導のため
の準備や訓練が必要。
・災害時要支援者の避難誘導方法が課題。

・避難情報が発令されても、避難行動を起こ
さない住民への対応が課題。
・避難行動要支援者の避難誘導方法が課題。
・水害が広範囲に及ぶ場合には、各員が連携
をしても人員が不足する恐れがある。

避難誘導体制について E

住民等への情報伝達の方法に
ついて

・町が行う情報伝達方法の周知・徹底 ・大雨・洪水警報や土砂災害警戒情報等の発
表の際、住民が自主的に避難行動の判断がで
きるよう、気象庁ホームページ等で提供して
いる防災気象情報の入手方法等について、一
層の広報・周知が必要。

・住民等の主体的な避難を促進するために、
ダム放流情報等に関する住民説明会を継続的
に行う必要がある。
・令和元年東日本台風で、水門の閉門情報が
国から市・県に伝達されなかったため、地元
への情報提供ができず、住民の避難に支障が
出た。

・防災無線が聞こえなかった場合に対応でき
るよう電話による再送信サービスを実施して
おり周知もしているが存在を知らない方が多
いと思われる。また、同時接続の回線数も限
られている。防災無線も豪雨時などは聞き取
れないため、さらなる情報伝達手段の整備が
必要。

・防災行政無線が聞こえにくい。
・防災行政無線は、豪雨時の雨音や濁流の音
で聞き取れない恐れがある。
・マスコミからの問合せが多く、住民からの
問合せや緊急の案件対応に支障が出る。
・複数の情報伝達の体制や方法をとっている
が、全ての住民へ周知できているのか不明。
・外国人への情報伝達が必要。
・各機関からのＦＡＸやメールが多く、情報
の精査が困難となっている。

・防災行政無線は、豪雨時の雨音や濁流の音
で聞き取れない恐れがある。引き続き、野木
町の登録制メール「防災たより」への登録を
推進していく必要がある。
・今後、防災行政無線と連動して、戸別受信
機や防災ラジオ等を整備し難聴地域を解消す
る必要がある。
・複数の情報伝達の体制や方法をとっている
が、全ての住民へ周知できているのか不明。
・外国人への情報伝達が必要。
・各機関からのＦＡＸやメールが多く、情報
の精査が困難となっている。

・防災行政無線は雨天時等聞こえにくいた
め、戸別受信機やエリアメール等他の手段で
情報を伝達する必要がある。
戸別受信機等の伝達手段の更なる周知と、伝
達する側の職員の確保をしていく。

・防災行政無線は、豪雨時の雨音や濁流の音
で聞き取れない恐れがある。
・複数の情報伝達の体制や方法をとっている
が、全ての住民へ周知できているのか不明。

・複数の情報伝達の体制や方法をとっている
が、全ての住民へ周知できているのか不明。
・外国人への情報伝達が必要。
・各機関からのＴＥＬやＦＡＸ、メールが多
く、情報の精査が困難となっている。

流域名（減災対策検討会）

利：利根川上流域 鬼：鬼怒川・小貝川上流域

渡：渡良瀬川流域 久：久慈川・那珂川流域



別紙１
【課　題】

　②水防に関する事項

項　目 課題番号 芳賀町 壬生町 野木町 塩谷町 高根沢町 那須町 那珂川町 宇都宮気象台 栃木県

対象流域 鬼 利 利 鬼・久 鬼 久 久 全流域 全流域

河川水位等に係る
情報提供について

F

・水位等の情報を得た時に、情報共有の有り
方を検討する必要がある。

・提供する情報が、専門的な表現にならない
よう注意する必要がある
・あわただしい中でいかに正確に迅速にでき
るか。

・提供する情報が、専門的な表現にならない
よう注意する必要がある。
・水位等の情報を得た時に、情報共有の有り
方を検討する必要がある。
・あわただしい中でいかに正確に迅速にでき
るか。

・提供する情報が、専門的な表現にならない
よう注意する必要がある。
・把握できる全ての情報を共有すると、情報
過多になり、かえって判断基準が分からなく
なる可能性があるので提供する情報の見極め
が必要である。
・現場対応等に追われ、適切なタイミングで
の情報提供が出来ない可能性がある。

・有線電話や携帯電話が使えない場合の連絡
手段の確保方法を考えておく必要がある。

・提供する情報が、専門的な表現にならない
よう注意する必要がある。
・有線電話や携帯電話が使えない場合の連絡
手段の確保方法を考えておく必要がある。

・水防団における洪水危険レベルの認識 ・キキクル（危険度分布）等をはじめとする
防災気象情報は、そのあり方検討において、
逐次改善が図られている。既存の防災気象情
報や新たな情報が、緊急時の防災対応や住民
の主体的な避難の判断に繋がるよう、平時か
らの防災気象情報の利活用に関する、普及啓
発の支援を一層推進する必要がある。
・洪水警報の基準値は、水害統計をはじめと
する過去の水害の資料を基に計算している。
毎年、最新の水害資料を加え、洪水警報の精
度を確保・維持する必要がある。

・「とちぎリアルタイム雨量・河川水位観測
情報」等の防災情報は、スマートフォンから
も閲覧可能であるが、視認性や操作性が悪く
閲覧しにくいため、容易に閲覧できるようス
マートフォン版のホームページが必要。
・県ホームページへのアクセス集中対策とし
てCDNサービスを利用しているが、防災関係
機関のより確実な閲覧を可能にする必要。

河川の巡視区間、水防活動の
実施体制について

G

・担当者の安全管理を徹底していく必要があ
る。

・巡視区域が広範囲であるため、１日での巡
視は時間的に厳しい。
・巡視のための必要な人員確保が、消防団等
では難しい。
・堤防が決壊するような猛烈な増水時は、巡
視や土のう作業などには危険を伴うため安全
対策を考える必要がある。
・担当者の安全管理を徹底していく必要があ
る。

・巡視のための必要な人員確保が、消防団等
では難しい。
・堤防が決壊するような猛烈な増水時は、巡
視や土のう作業などには危険を伴うため安全
対策を考える必要がある。
・担当者の安全管理を徹底していく必要があ
る。

・特に夜間の巡視や、堤防の破損がある場合
など、通常よりも危険な活動となる場合の安
全管理を徹底する必要がある。

・巡視を実施する消防団員の安全管理を徹底
していく必要がある。
・堤防が決壊するような猛烈な増水時は、巡
視や土のう作業などには危険を伴うため安全
対策を考える必要がある。

・堤防が決壊するような猛烈な増水時は、巡
視や土のう作業などには危険を伴うため安全
対策を考える必要がある。

・水防団における重要水防箇所の把握 ・実際の水防活動を想定し、関係機関と協力
した訓練の実施や点検が必要。

水防資機材の整備
状況について

H

・資機材については、定期的な点検管理が必
要である。

・装備の充実が必要。
・現在の備蓄では不完全であるため、今後計
画的な整備が必要。
・資機材については、定期的な点検管理が必
要である。
・水防資機材の種類や数量を検討し見直して
いく必要がある。

・ライフジャケットなど，装備の充実が必
要。
・現在の備蓄では不完全であるため、今後計
画的な整備が必要。
・資機材については、定期的な点検管理が必
要である。
・水防資機材の種類や数量を検討し見直して
いく必要がある。

・現在の備蓄では不完全であるため、今後計
画的な整備が必要。
・資機材については、定期的な点検管理が必
要である。
・水防資機材の種類や数量を検討し見直して
いく必要がある。

・現在の備蓄では不完全であるため、今後計
画的な整備が必要。
・水防資機材の種類や数量を検討し見直して
いく必要がある。

・資機材については、定期的な点検管理が必
要である。（毎年、実施をしている。）
・水防資機材の種類や数量を検討し見直して
いく必要がある。

・ライフジャケットなどの安全装備の充実 ・水防資機材の備蓄について、水防活動の計
画に合わせた数量など検討が必要。
・排水ポンプ車を円滑に運用するため、操作
訓練の実施や点検が必要。

市町庁舎、災害拠点病院等の
水害時における対応について

I

・特になし。 ・想定最大規模降雨における浸水深などの被
害想定により、再検討する必要がある。
・庁舎については、今後災害が発生した際に
被害が最小限にとどまるような水害対策を行
う必要がある。

・庁舎については、今後災害が発生した際に
被害が最小限にとどまるような水害対策を行
う必要がある。

・庁舎については、今後災害が発生した際に
被害が最小限にとどまるような水害対策を行
う必要がある。

・情報伝達の仕組みづくりが課題である。 ・特になし。 ・庁舎近辺の住民へ危険性や庁舎が緊急避難
場所から除外されていること等の周知を徹底
する。
・水害時の対策本部設置施設を検討する。

ダムの洪水調節機能の強化に
ついて

J

異常豪雨の頻発化に備え、より多くの洪水調
節容量の確保が必要である。

③河川管理施設等のハード整備に関する事項

項　目 課題番号 芳賀町 壬生町 野木町 塩谷町 高根沢町 那須町 那珂川町 宇都宮気象台 栃木県

対象流域 鬼 利 利 鬼・久 鬼 久 久 全流域 全流域

堤防等河川管理施設の現状の
整備状況について

K

・河川整備が完了していない。
・引き続き、洪水を安全に流す対策を推進す
る必要がある。
・堆積土除去等の維持管理を適切に行ってい
く必要がある。
・令和元年東日本台風で次の課題が生じた
①流下能力不足による越水で堤防が決壊
②平成27年関東東北豪雨の被災箇所で再び災
害が発生
③巴波川及び田川において、堤防や護岸に被
災がなかったものの、市街地で甚大な被害が
発生

砂防堰堤、急傾斜地崩壊対策
施設の設置等について

L

・県内の土砂災害警戒区域のうち、区域内人
家5戸以上又は公共施設等がある箇所を対象
に順次整備を進めているが、未だ整備を必要
とする箇所が多いことから、より効率的、効
果的な土砂災害防止対策が必要である。

雨水流出抑制施設の整備状況
について

M

・特になし。 道路冠水区域における、民間による雨水貯留
浸透施設整備に係る計画認定制度の活用等。

・逆川排水機場の適切な維持管理と増強対策
の推進。

・過去に浸水のあった地域について、検討
中。

・雨水浸透桝について、短時間で大雨が降った
場合など、十分な効果が得られない場合があ
る。
・個人で住宅を建てる場合に、雨水浸透桝の設
置を呼びかける仕組みが無い。

・圃場整備未整備地区は、受益面積及び耕作
者数が少ないため、圃場整備事業実施時の農
家負担等の問題があり地区内での合意形成に
至らない。
・町の圃場整備率は、34.4%と県内でも低い
状況である。

・特になし ・河川や下水道への雨水流出を軽減させるに
は、各種事業において、雨水流出抑制対策を
検討する必要がある。

緊急輸送道路の整備状況につ
いて

N

・緊急輸送道路を災害に強いものとするため
には、狭隘箇所の改良や要対策箇所の防災対
策が必要であるが、箇所数も多く期間を要す
ることから、より効率的に事業進捗を図る必
要がある。
・また、無電柱化を進めるためには、より安
価な工法の開発も必要である。

道路アンダーパス部における
冠水対策について

O

・ポンプ等の設備については、正常な機能維
持を確保するため、適宜点検、修繕及び更新
を実施する必要がある。
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令和８(2026)年度までに実施する取組 ●：実施済み（継続）、◆：要請があれば実施、○：実施予定、△：検討、－：対象なし

具体的取組

対象流域 利 鬼 渡 利 渡 利 渡 利 利 鬼 渡 利 鬼 鬼 久 久 久 鬼 久 鬼 久 利 鬼 利 鬼 鬼 久 鬼 久 鬼 利 利 鬼 久 鬼 久 久
全
流
域

全
流
域

１）ハード対策の主な取組

■洪水を河川内で安全に流す対策

・河道拡幅、護岸整備（河岸侵食対策）等 順次・継続実施 ● ● ● ● － － － ● － － － ● － △ － － ● － － － － － － － － △ － － － － ○ － △ △ △ △ － ●

・再度災害防止対策（改良復旧、堆積土除去等） 順次・継続実施 ● ● ● － － － － ● － － － ● － ● － ○ ● － － － － － － － － △ － － － － － － △ △ △ △ － ●

・浸水対策検討会を開催し、抜本的な浸水対策を協議・実施 継続実施 ● ● ●

■土砂災害防止対策

・砂防堰堤、急傾斜地崩壊対策施設の設置等 継続実施 ●

■危機管理型ハード対策

・堤防強化（堤防天端の保護、巻堤、堤防腹付等） 継続実施 ●

■避難行動、水防活動に資する基盤等の整備

・雨量・水位等の観測データ及び洪水時の状況を把握・伝達するための基盤の整備 順次・継続実施 ○ ○ ● △ △ △ △ ○ － － － － － △ － － ● ● ● － － △ △ △ △ △ ● △ △ ● ● － △ △ △ △ － ● ●

・防災行政無線の改良、防災ラジオの配布等の整備 順次・継続実施 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

・水防活動を支援するための水防資機材等の配備（新技術活用も含め）及び適切な管理 継続実施 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● △ △ ● △ ● △ △ △ ● ● ●

・危機管理型水位計や簡易型河川監視カメラ等の検討・設置 順次・継続実施 ○ ○ － △ △ － － △ － － － ● － △ － － △ － － － － △ △ － － △ － △ △ △ ● － △ △ △ △ － ●

・浸水時においても災害対応を継続するための施設の整備及び自家発電装置等の耐水化 順次・継続実施 ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● △ ● ● ● － － ● ● － － ● ● － － － ● △ － ○ － ● － ●

■河川への雨水流出抑制対策

・雨水流出抑制施設の整備・促進 順次・継続実施 ○ ○ － ● ● － － ● － － － ● － △ － － △ ● ● － － ● ● △ △ △ － △ △ － ○ △ △ ○ △ ● △ ●

・田んぼダムの普及・促進 順次・継続実施 ● ● － ● ◆ △ △ － － － － ● ● － － － ● － － － － ○ ○ － ● ○ － △ △ △ ○ ● △ △ △ △ △

■災害に強い交通ネットワークの構築

・緊急輸送道路の整備 継続実施 ●

・道路アンダーパス部の冠水対策 順次・継続実施 ● ● － － － － － ● － － － ● － － ○ △ ● － ● ● ● ● － ● ● ●

２）ソフト対策の主な取組　①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組
■広域避難を考慮したハザードマップの作成・周知等

・想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域図等の作成や氾濫シミュレーションの公表 継続実施 ●

・水位周知河川等の拡大検討 市町と検討 ●

・洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域等を考慮したハザードマップの作成・周知 継続実施 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

・地域の特性を踏まえた適切な避難方法（垂直避難等）の検討・周知（効果的なまるごとま
ちごとハザードマップの検討・周知を含む）

順次・継続実施 ● ● ● ● ● ● ● ● △ ● △ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● △ △ ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● △ △ △ △ ●

■防災情報の発信及び情報伝達方法の確立

・水位予測の精度向上検討 適宜実施 ●

・土砂災害警戒基準線等の見直し 適宜実施 ● ●

・プッシュ型の洪水予報等の情報発信 継続実施 ● ●

・水位計やライブカメラの情報をリアルタイムで提供 順次・継続実施 ○ ○ － － － △ △ ● － － － ○ － ● ● － △ － － － － ● ● － － △ ● ○ ○ ● ● － △ △ △ ● － ●

・対象地区全住民への確実な情報伝達方法の確立（自治体未加入世帯、高齢者、外国人
等）

継続実施 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

■避難計画の作成・促進等

・避難情報の判断・伝達マニュアルの見直し 順次・継続実施 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● △ ● ○ ● ● ● ● ● ●

・広域避難計画の策定 順次・継続実施 － － △ ● ● △ △ ◆ △ △ △ ● ● ◆ ○ △ △ △ △ ◆ ◆ △ △ ● ● － ◆ △ △ △ ○ ● △ △ △ △ ◆ ◆ ●

・要配慮者利用施設の避難確保計画の作成及び訓練の促進 順次・継続実施 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● △ △ ● ● ○ ● － － ● ○ ○ ● － ● ● ● ◆

・要配慮者利用施設の避難確保計画及び訓練の内容確認・助言 順次・継続実施 ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ○ △ ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ △ ◆ － － ● ○ ○ ● － ● ● ○

・地区防災計画や企業BCP策定の促進・強化 順次・継続実施 ● ● ● ● △ ○ ○ ● ● ● ● ◆ ◆ △ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ◆ ◆ ○ ○ ● ● ● ○ ● ● ●

・マイ・タイムラインや防災マップ等の避難の実効性を高める取組の実施 順次・継続実施 ● ● ● ● ● ● ● ● △ △ △ △ △ ● △ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● △ △ ● ● △ ● ● ● ● ● ● ● ◆ ●

■避難情報の発令に着目したタイムラインの作成

・タイムラインの作成及び実践的な訓練の検討・実施 順次・継続実施 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

・訓練等で明らかとなった課題等を踏まえたタイムラインの見直し 順次・継続実施 ● ● △ ● ● ● ● ● △ △ △ ● ● △ ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● △ △ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ △ ● △ ◆ ●

■防災教育や防災知識の普及

・水災害の事前準備に関する問い合わせ窓口の設置 継続実施 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

・水防災に関する説明会の開催 順次・継続実施 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ◆ ◆ ◆ ◆ ● ● ● ● ◆ ◆ ● ● ● ● ◆ ◆ ◆ ◆ ● ● ● ○ ◆ ● ● ●

・小中学生を対象とした防災教育の実施
（教員へのサポートも含む）

継続実施 ● ● ● ● ● ◆ ◆ ● ● ● ● ● ● ● ◆ ◆ ◆ ● ● ● ● ◆ ◆ ● ● ◆ ● ◆ ◆ ● ● ● ● ● ● ● ◆ ● ●

・出前講座等を活用した講習会（啓発活動）の実施 継続実施 ● ● ● ● ● ◆ ◆ ● ● ● ● ● ● ◆ ◆ ◆ ◆ ● ● ● ● ◆ ◆ ● ● ● ● ◆ ◆ ◆ ● ● ● ● ● ◆ ● ● ◆

■共助の仕組みの強化

・自助、共助を目指した自主防災組織の充実 継続実施 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

・市町の高齢者福祉部局等と協議会等に関する取組の情報共有 順次・継続実施 ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● △ △ ● ● △ △ ● ● ● △ ● ● △ ● ● ● ● ○ ● ●

・地域包括支援センター・ケアマネジャーと連携した水害からの高齢者に対して避難行動の
理解促進に向けた取組の検討・実施

順次・継続実施 ● ● ● ● ● ○ ○ ● △ △ △ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● △ △ △ △ ● △ ● ● △ ● ● ● ● △ ● ○

・要配慮者利用施設の避難に関する地域の支援体制について検討 順次・継続実施 ● ● ● △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ ● ○ △ △ △ ● ● △ △ △ △ △ △ － － △ ● ○ ● ● △ ○ ○

２）ソフト対策の主な取組　②洪水氾濫や土砂災害による被害の軽減、避難時間の確保のための水防・土砂災害防止活動の取組
■より効果的な水防活動や土砂災害防止活動の実施及び水防体制の強化

・水防団等への連絡体制の再確認 継続実施 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

・水防団同士の連絡体制の確保 継続実施 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

・水防団等が参加する洪水・土砂災害に対しリスクが高い区間の共同点検 継続実施 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ◆ ●

・関係機関が連携した実働水防訓練・土砂災害防災訓練等の検討・実施 継続実施 ● ● ● ● ● ● ● ● △ △ △ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

・排水ポンプ車操作訓練の実施 継続実施 ● △ ●

・水防活動の担い手となる水防団員の募集や水防協力団体の指定促進 継続実施 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● － ● ● ● ● ● ●

・ダムの洪水調節機能の強化 継続実施 ● ●
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具体的な取組の柱

流域名（減災対策検討会）

利：利根川上流域 鬼：鬼怒川・小貝川上流域

渡：渡良瀬川流域 久：久慈川・那珂川流域



別紙2-2
【取組】

令和８(2026)年度までに実施する取組
課題番号 宇都宮市 足利市 栃木市 佐野市 鹿沼市 日光市 小山市 真岡市 大田原市

対象流域 利・鬼 渡 利・渡 利・渡 利 利・鬼・渡 利・鬼 鬼 久

１）ハード対策の主な取組
■洪水を河川内で安全に流す対策

・河道拡幅、護岸整備（河岸侵食対策）等 K
・「宇都宮市総合治水・雨水対策推進計画」に基づき河川改修
を実施する。【継続実施】

・緊急自然災害防止対策事業債の活用【継続実施】
・ただし、令和7年度まで実施し令和7年度以降は未定。

・市管理の普通河川において、河道拡幅、護岸整備、調節池
整備等を実施している。【順次実施】

特になし ・護岸の強化を継続して実施していく。【継続実施】 特になし ・一級河川豊穂川の整備。【継続実施】
・準用河川の島田放水路及び立木排水路の整備を実施。【継
続実施】

・関係機関と協議し、準用河川西川及び井頭川の河川改修を
検討する。

特になし

・再度災害防止対策（改良復旧、堆積土除去等） K
・河川の流水機能を確保するため，護岸の修繕や浚渫などによ
る維持修繕事業を実施する。【継続実施】

・緊急浚渫推進事業債の活用【継続実施】
・ただし、令和6年度まで実施し令和6年度以降は未定。

特になし 特になし ・堆積土砂の撤去を継続して実施していく。【継続実施】 特になし ・一級河川豊穂川の整備。【継続実施】
・準用河川の島田放水路及び立木排水路の整備を実施。【継
続実施】

・準用河川西川及び井頭川の堆積土除去を実施する。 特になし

・浸水対策検討会を開催し、抜本的な浸水対策を
協議・実施

K
・田川の浸水対策検討会を開催し、関係機関と浸水対策につ
いて検討【R元年度～】

・巴波川の浸水対策検討会を開催し、関係機関と浸水対策に
ついて検討【R元年度～】

■土砂災害防止対策

・砂防堰堤、急傾斜地崩壊対策施設の設置等 L

■危機管理型ハード対策

・堤防強化（堤防天端の保護、巻堤、堤防腹付等） K

■避難行動、水防活動に資する基盤等の整備

・雨量・水位等の観測データ及び洪水時の状況を把
握・伝達するための基盤の整備

B,D,F,I

・雨量・水位等の観測データ及び洪水時の状況を把握・伝達す
るための基盤の見直し等を検討する。

・雨量・水位等の観測データを自動で収集するシステムを構築
し、試験的に運用している。

・雨量・水位等の観測データ及び洪水時の状況を把握・伝達す
るためのツールの整備について、先進事例を参考に検討する。
【検討中】

・災害情報共有システム等、ＷＥＢ上の様々な情報を集約する
システムの活用について、業者と意見交換をしている。【検討
中】

・雨量・水位等の状況や予測値を把握するための防災情報支
援システムを整備予定。【R4年度～】

特になし 特になし ・雨量・水位等の観測データ及び洪水時の状況を把握・伝達す
るための基盤の整備については、今後検討していく。

特になし

・防災行政無線の改良、防災ラジオの配布等の整
備

D,I

・緊急速報メールによる周知を行う【実施済】
・防災ラジオ購入補助制度の実施及び更なる普及啓発【継続
実施】
・防災行政無線の改良予定なし

・緊急速報メールによる周知を行う【実施済】
・地域で災害時の連絡網の整備を依頼し、メール等で情報収
集できない方への伝達網を整備【継続実施】
・ほか、同報系の防災行政無線が整備されていないことから、
情報伝達手段の多様化について検討【継続実施】

・同報系防災行政無線を185基整備した。【Ｈ26～30年度】
・防災ラジオは、平成28年度までに小中学校、保育園、障がい
者施設、自治会等へ配布済み。助成制度を導入して、希望者
へ販売している。【Ｈ27年度～】

・避難所55ヵ所に防災ラジオ配布予定【H29年度～】 ・防災無線に代わり、携帯電話通信網を利用した情報伝達手
段を整備済み。【実施済】

・280MHz帯ポケベル波を活用した情報伝達手段の整備及び
戸別受信機の配布【平成29年度～】

・同報系防災行政無線はデジタル化済み【実施済み】
・防災ラジオの導入を検討【平成２９年度～】
・同報系防災行政無線子局の市内への増設検討、及び防災ラ
ジオの継続的な普及啓発。

・屋外拡声子局204基の内167基はデジタル化済。残り37基に
ついては、令和2年度でデジタル化を図る。【実施済】
・令和2年度より販売開始となった防災ラジオを令和7年度まで
に16,900世帯普及させる。

・携帯電話網を利用した防災行政無線システムを整備【実施
済み】

・水防活動を支援するための水防資機材等の配備
（新技術活用も含め）及び適切な管理

H,I

・消防署を含む市内８箇所の水防倉庫に水防資機材を配備
【実施済】
・宇都宮市消防局に水陸両用バギーを配備【H29年度～】
・宇都宮市消防局に高性能救命ボートを配備【R2年度～】

・各種水防資器材を整備しているが、救命胴衣等、安全確保
のため資機材のさらなる充実を図る。【継続実施】

・救命胴衣等の資機材について充実を図る。【Ｈ29年度～】
・古くなった水防活動用のゴムボートを随時更新していく。

・市内11箇所の水防倉庫と消防署に水防資機材を配備
・消防団車両にライフジャケットを積載　【継続実施】

・水防資機材等の配備及び管理を継続する。
【実施済】

・水防機材を水防団に配備し、管理状態を確認している。【実
施済み（継続）】

・公園、自治会公民館、集会所、消防署、分署等に土のう
6,200袋配備済み。
・救命胴衣620着新規配備済み。
・救命用ゴムボート５艇新規配備済み。　【実施済】
・水防資機材を適性に維持管理する。
・既存する水のうの補修・補填するための資機材の補填する。
・土のう備蓄数の確保する。

・引き続き、各水防倉庫に配備された水防資機材の定期的な
点検を実施する。【継続実施】

・水防資機材等の配備及び管理を継続し、必要に応じて拡充
を行う。【継続実施】

・危機管理型水位計や簡易型河川監視カメラ等の
検討・設置

I

・整備について検討していく。【Ｒ４年度～】
・危機管理型水位計及び簡易型河川監視カメラを市内12箇
所に設置予定

特になし ・国・県からの設置要望調査等の際に、必要に応じて要望す
る。【検討中】

・検討はしていない。対象なし。 ・危機管理型水位計や簡易型河川監視カメラ等の設置につい
て検討する。【検討中】

特になし ・機器管理型水位計は、思川の石ノ上橋及び新間中橋へ設置
済み
・河川監視カメラについても豊穂川樋門及び大行寺橋、大日橋
へ設置済み。

・危機管理型水位計や簡易型河川監視カメラ等の検討・設置
については、今後検討していく。

特になし

・浸水時においても災害対応を継続するための施設
の整備及び自家発電装置等の耐水化

C,H,I

・洪水浸水想定区域内の地区市民センター（指定避難所）に，
太陽光発電及び蓄電池を設置，またＭＣＡ無線を配備してい
る。【実施済】
・洪水浸水想定区域等の拡大に伴い，新たに区域に含まれた
施設については，対策を検討し，実施していく。【継続実施】
・浸水想定区域に立地する消防署所（３箇所）の電源設備等の
浸水対策を実施する。【R3～R4】

・本庁舎の発電装置が浸水しないよう、止水板を設置してい
る。【実施済】

・本庁舎周辺の道路が冠水した場合でも、災害対策本部として
の機能を維持するための方策を検討する。【Ｈ29年度～】
・本庁舎の非常用電源装置は屋上に整備済。

・庁舎の自家発電装置は屋上に設置されている
・庁舎は浸水想定区域から離れている
【実施済】

・新庁舎建設に伴い自家発電装置をを屋上に設置。【実施済】 ・新庁舎建設時に電気設備及び自家発電装置を屋上（５階相
当）に設置【平成30年度実施済み】

・消防庁舎自家発電設備耐水化済み【実施済】
・市役所新庁舎の自家発電設備を屋上に設置。

・令和2年度完成予定の新庁舎を浸水対策として、自家発電
装置を高層階に設置する。【実施済】

・自家発電装置を浸水しない場所（8階庁舎屋上）へ設置。
【H30年度実施済】

■河川への雨水流出抑制対策

・雨水流出抑制施設の整備・促進 M

・浸水被害を最も効果的に軽減できる手法を現地の地形等を
踏まえながら，下水道の早期整備や道路排水の改良も含めた
様々な対策から手法を絞り込む「基本設計」を実施していく。
・その後，全体像を明らかにした上で，関係者や土地所有者と
の十分な協議調整等を図り，公共施設をはじめとして貯留・浸
透施設の整備を実施していく。【Ｒ４年度～】

特になし ・雨水貯留の浸透施設設置補助制度により、各世帯で雨水貯
留・浸透施設を設置する方に対し、設置費用の一部を補助して
いる。

特になし ・学校における雨水流出抑制の整備を継続する。【継続実施】 特になし ・公共下水道事業による調整池の整備。
・圃場整備事業の継続実施。

・関係機関と協議し、雨水流出抑制施設の整備を検討する。 特になし

・田んぼダムの普及・促進 M

・流域における効果分析を踏まえ，田んぼダムによる浸水被害
の軽減効果等を明らかにした上で，流域ごとに普及計画を定め
ている。
・浸水被害が発生した地域の上流域において，より高い流出抑
制効果が見込める土地改良済の水田を対象に排水調整マス
の設置を進めていく。【Ｒ２年度～】

特になし ・段階的に整備予定
【令和２年度】10ha整備済
【令和３年度】33ha整備済
【令和４年度～】毎年50ha整備予定

・対象地区の候補選定や効果を検討中【検討中】 特になし 特になし ・取組み拡大に向け継続して実施する。 特になし 特になし

■災害に強い交通ネットワークの構築

・緊急輸送道路の整備 C,N

・道路アンダーパス部における冠水対策 C,O

・市道の道路アンダーパスの１１箇所において，ポンプにより排
水している。【実施済】
・１３箇所のアンダーパス部において水位を検知し，標示板等に
より「通行注意」「通行止め」等の注意喚起を行っている。【実施
済】
・併せて，道路冠水情報システムにより，職員及び道路包括業
務受託業者へ冠水情報をメール発報し，冠水状況を把握して
いる。【実施済】

特になし 特になし 特になし ・危険アンダー箇所の冠水対策済。【実施済】 特になし ・市道のアンダーパス4ケ所のうち3ケ所がポンプ排水、1ヶ所が
雨水幹線へ排水。【実施済】
・全てのアンダーパスにおいて冠水チャックラインを設置してい
る。また、水位を検知し、冠水情報表示板で注意喚起を実施し
ている。【実施済】

特になし

■広域避難を考慮したハザードマップの作成・周知等

・想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域図等
の作成や氾濫シミュレーションの公表

A,I

・水位周知河川等の拡大検討 I

・洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域等を考慮
したハザードマップの作成・周知

A,I

・一級河川鬼怒川のハザードマップ改定【H29年度】
・一級河川田川のハザードマップ改定【H30年度】
・一級河川姿川・田川・釜川・武子川のハザードマップ改定【R2
年度】
・土砂災害ハザードマップ改定【R2年度】

・令和３年８月に最新の洪水浸水想定区域図、土砂災害警戒
区域等を掲載した新ハザードマップを発行【実施済】

・想定最大規模の降雨による浸水想定区域や、土砂災害警戒
区域の見直し等を反映した、新たな防災ハザードマップを作成
し、令和元年4月に全戸に配布すると共に、ハザードマップ説明
会(9回)を開催。

・国の浸水想定図の見直しなどを機に新たな防災ハザードマッ
プを作成し、市民に配布する。【Ｈ29年度～】

・防災マップ＆マニュアル及び洪水浸水ハザードマップを作成
し、ＨＰで公表、また全世帯に配布している。【実施済】
・洪水浸水想定区域図や土砂災害警戒区域を基にしたハザー
ドマップの改訂予定である。

・ハザードマップの周知を引続き行う。
・令和4年度に土砂災害警戒区域の新規・見直し箇所、浸水リ
スク想定図を反映したハザードマップを作成予定。

・想定最大規模の降雨による浸水想定区域を考慮したハザード
マップの作成・周知済み。
・洪水ハザードマップの見方や、避難の方法、災害への備え等
について、自主防災会や地域大学サークル等の市民への防災
に関する出前講座を継続的に実施。
・浸水想定区域や新たに公表された浸水リスク想定や土砂災
害計画区域を考慮したハザードマップの改定を予定（R5)。

・H30に作成したハザードマップの周知を引続き行う。【継続実
施】

・県による想定見直しが終了した時点でハザードマップを改訂
し、周知を図る。【継続実施】

・地域の特性を踏まえた適切な避難方法（垂直避難等）の検
討・周知（効果的なまるごとまちごとハザードマップの検討・周
知を含む）

C,I

・地域住民の意見や他都市の事例を参考にしながら，より実践
的でわかりやすいハザードマップの見直しについて検討【Ｈ29年
度～】

・防災講話や防災訓練等で垂直避難を周知している。【継続実
施】
・新ハザードマップにおいて、自身がお住いの地域特性を踏ま
え、適切な避難行動が取れるよう周知を図った。【実施済】

・出前講座等で垂直避難を周知している【継続実施】
・浸水想定区域の見直しに併せて、まるごとまちごとハザード
マップ表示看板設置区域の拡大を検討する。【Ｈ30年度～】

・出前講座等で垂直避難を周知している。【継続実施】 ・防災マップ＆マニュアル（ハザードマップ）を作成し、ＨＰで公
表、また全世帯に配布している。【実施済】

・防災マップ等の作成を検討【平成30年度～】 ・市内全戸配布した防災ガイドブックで周知済み。
・出前講座を継続して実施し、水防災にに関する周知を行う。
・合意形成が整った箇所へのまるごとまちごとハザードマップの
整備を行う。

・H30に作成したハザードマップの周知を引続き行う。【継続実
施】

・洪水浸水想定区域図、浸水リスク想定図及び土砂災害警戒
区域の見直しを反映したハザードマップを作成、周知を図る。
【継続実施】

■防災情報の発信及び情報伝達方法の確立

・水位予測の精度向上検討 B,I

・土砂災害警戒基準線等の見直し A

・プッシュ型の洪水予報等の情報発信 F

・水位計やライブカメラの情報をリアルタイムで提供 F,I
・水位計やライブカメラの情報をリアルタイムで提供できるよう，
提供するための仕組みについて検討していく。【Ｒ４年度～】

特になし 特になし ・避難所開設状況（開閉、利用人数等）をリアルタイムで確認で
きるクラウドシステムを導入した。水位計等の情報についても同
様に提供できないかを検討する。【検討中】

・防災情報アプリを用い、水位計やライブカメラ等の情報をリア
ルタイムで提供している。【実施済】

特になし 河川カメラの情報をインターネットやケーブルテレビで放送でき
るように検討中。

・河川カメラの状況をケーブルテレビのデータ放送、真岡市公
式アプリにより引き続き公開していく。【継続実施】

・河川カメラの映像をYouTubeにおいて配信している。【実施済】

・対象地区全住民への確実な情報伝達方法の確立
（自治体未加入世帯、高齢者、外国人等）

D,F,I

・登録制メール，エリアメール，防災ラジオ，Ｌアラート(テレビ)，
防災ラジオ，ホームページ(多言語切替)等の機器を利用した
情報伝達に加え，広報車による広報や消防団による臨戸訪問
など伝達手段を複数確保している。【継続実施】

・市公式ライン、登録制メール、エリアメール、車両広報、市
ホームページ(多言語切替）、ツイッター等、情報伝達手段を複
数確保している。
・地域の連絡網の作成支援を実施【継続実施】

・防災行政無線、コミュニティＦＭ放送、ケーブルテレビ、広報
車、メール配信サービス、フェイスブック、ツイッター、緊急速報
メール、Ｌアラート、報道機関等の協力により広報を行う。
・自主防災組織を充実させ、地域コミュニティ内での協力・連携
により、避難行動要支援者をはじめ住民への周知漏れを防ぐ。
【Ｈ29年度～】

・避難情報を発令した場合、防災行政無線、消防車等による
広報、市ＨＰ、ＳＮＳ，ケーブルテレビ、緊急速報メール、Ｌアラー
ト、自治会町への電話連絡等で伝達している。また、登録制の
メールサービスを平成２８年10月より運用を開始した。【Ｈ28年
度～】

・防災無線、登録制メール、ケーブルテレビ、自主防災会連絡
網、民生員、外国人サポーターの協力等による多方面からの
情報発信を継続する。

・280MHz帯ポケベル波を活用した情報伝達手段の整備及び
戸別受信機の配布【平成29年度～】
・日光市防災メール（登録型防災メール）の登録者の増加を図
る。【随時】

・同報系防災行政無線、CATV、安全安心情報メール、緊急速
報メール、ホームページ、車両広報、自治会長、自主防災会
長への電話連絡。
・市役所新庁舎の災害対策本部システムによる市防災ポータ
ルサイトの開設。

・防災行政無線での情報提供が主となるが、難聴区域の解消
や高齢者、外国人への提供方法などを検討する。【H29年度
～】
・防災無線の難聴区域への対応として、防災無線の内容が確
認できる真岡市公式アプリや真岡市防災WEBの周知を図る。

・自治会等への電話連絡、広報車、防災行政無線、Lアラート
による情報発信、登録制メール、エリアメール、ＳＮＳ等多様な
情報伝達体制を確立している。【実施済】

項　　目

２）ソフト対策の主な取組
　①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組



別紙2-2
【取組】

令和８(2026)年度までに実施する取組
課題番号 宇都宮市 足利市 栃木市 佐野市 鹿沼市 日光市 小山市 真岡市 大田原市

対象流域 利・鬼 渡 利・渡 利・渡 利 利・鬼・渡 利・鬼 鬼 久

項　　目

■避難計画の作成・促進等

・避難情報の判断・伝達マニュアルの見直し B,C,E,F,I

・災害対策基本法改正や洪水浸水想定区域等の拡大等を踏
まえ，令和３年度に避難判断マニュアルを改訂した。
・今後においても，必要に応じて見直し・改善を図る。

・今後必要に応じて見直し・改善を検討する。【継続実施】 ・避難指示等の判断・伝達マニュアルの修正を行う。【Ｈ29年
度～】

・国の避難勧告等に関するガイドラインの改定に合わせて見直
す【Ｈ29年度～】

・避難情報の見直しに伴いマニュアルの修正済み。【実施済】 ・必要に応じてマニュアルを随時見直す。【継続実施】 ・平成２８年度（８月、３月）に地域防災計画を改定済み。・
・令和３年５月避難情報発令の改正に伴い、地域防災計画及
び水防計画を改正。随時、各種計画の見直しを実施。

・地域防災計画の改定を図る。【実施済】 ・地域防災計画の改定に伴う見直しを検討する。【令和4年度
～】

・広域避難計画の策定 C,I

・浸水想定区域において，市域をまたぐ避難が必要な地域は無
い

・広域避難計画策定の必要性についても引き続き検討を行う。
【検討中】

・隣接する市町と避難所の相互利用について調整し、広域避
難計画の策定について検討していく。【Ｈ29年度～】
・隣接市町と避難所の相互利用に関する協定を締結。

・隣接する市町と避難所の相互利用に関する協定の締結を検
討する。【検討中】

・広域避難を含めた防災協定を推進していく。【要請があれば
実施】

・広域避難計画策定を検討していく。【令和4年度～】 ・平成２９年７月７日に災害時広域支援連携協定（栃木市・野
木町・結城市・下野市）と協定締結する。【平成２９年度】
・過去の実災害を検証することで、近隣市町との災害時広域支
援協定の避難先の見直しを実施する。

・広域避難計画策定を検討して行く。【H30年度～】 ・広域避難計画策定を検討していく。【令和4年度～】

・要配慮者利用施設の避難計画の作成及び訓練の
促進

I

・施設所管課と連携し，要配慮者利用施設における避難計画
の作成及び訓練の実施を支援する。【継続実施】

・福祉部局と連携し、要配慮者施設における避難計画の策定
や、避難訓練の実施を支援している。【継続実施】

・福祉担当課と連携し、要配慮者利用施設における避難計画
の作成支援や訓練の支援を行う。【継続実施】

・要配慮者利用施設への通知を行い、避難確保計画の作成支
援及び訓練についての助言等を行っている。【継続実施】

・避難計画作成及び訓練の実施についての周知・啓発を行う。
【継続実施】

関係課と連携し、要配慮者施設における避難確保計画の作成
および訓練の実施を支援する。【継続実施】

・要配慮者利用施設管理者へ周知済み。
・福祉避難所として新規に3箇所登録済み。
・令和３年５月の避難訓練後の報告義務化に伴い、対象施設
に周知を行う。
・要配慮者利用施設における避難計画（災害マニュアル）を定
めており、各施設において計画に基づく年1回の訓練を実施す
る。さらに、施設管理者に施設ごとの避難訓練を通して、避難に
必要な事項の再確認を周知させる。

・要配慮者利用施設管理者へ周知済み。
・引続き周知・啓発及び作成の支援を行う。

・危険箇所に位置する要配慮者利用施設については、避難確
保計画作成の支援を行い、定期的な避難訓練を実施を促進し
ている。【継続実施】

・要配慮者利用施設の避難確保計画及び訓練の内
容確認・助言

I

・要配慮者施設の実態把握に努めるとともに，避難確保計画の
作成及び避難訓練の確実な実施・報告に向けて支援・助言等
を行う。【継続実施】

・福祉部門と連携し、避難確保計画の策定や避難訓練の実施
の確認・助言を行い、同計画等の実効性を高める。【継続実
施】

・福祉担当課と連携し、要配慮者利用施設の避難確保計画及
び訓練の内容確認・助言を行う。【継続実施】

・提出された計画について、特に避難先や避難経路の助言を
行っている。【継続実施】
・計画にも続く訓練について訓練報告様式の見直しや、訓練内
容に関する助言を行う。【R4年度～】

・要配慮者利用施設の避難確保計画及び訓練の内容確認・
助言を行う。【継続実施】

・土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の避難確保計画
及び訓練の内容確認・助言実施している。【実施済み（継続）】

・要配慮者利用施設から避難確保計画の提出及び避難訓練
の報告を受け、内容の確認及び必要に応じて助言を行う。
・避難確保計画及び訓練実施報告書の提出があった際には防
災部局と共有のうえ内容確認を行う。【継続実施】

要配慮者利用施設の避難確保計画の作成支援及び訓練内
容の助言を行う。【令和4年度～】

・今後検討していく

・地区防災計画や企業BCP策定の促進・強化 A,C,D,E,F,I

・地域を対象とした防災出前講座や各種会議，研修会などにお
いて，地区防災計画の作成を啓発するとともに，計画内容の確
認や相談対応など，作成に係る支援を行う。【継続実施】
・宇都宮商工会議所と策定した（うつのみや市商工会とは策定
中）事業継続力強化支援計画を踏まえ，小規模事業者を中心
に，市内事業者のBCPの策定を支援予定【計画期間：令和４年
度～】

・自主防災組織が地区防災計画の策定する場合に、市が必要
な指導・助言を行う。【継続実施】
・地区防災計画を策定した自主防災組織に対して、自主避難
場所への備蓄品の配備等、同計画に係る活動に必要な資器
材等の購入経費の一部を補助する制度を創設した。【令和２年
度～継続実施】

・市内各地区において、地区防災計画の策定支援を行う。【継
続実施】

・自主防災組織や防災士に対し、説明会を実施する。
【R4年度～】

・地区防災計画策定について支援を行う。【継続実施】 ・地区防災計画については、令和3年度に日光市地区防災計
画作成マニュアルを作成し、令和4年度は２～３自治会におい
て計画作成を実施する。【実施済み（継続）】

・企業のＢＣＰ策定についての支援、災害相談窓口は常時開
設、出前講座の機会を利用しての支援を継続的に実施。

地区防災計画や企業BCP策定の促進・強化については今後検
討していく。

・地区防災計画作成を促進していく

・マイ・タイムラインや防災マップ等の避難の実効性
を高める取組の実施

A,C,D,E,F,I

・地域に出向き，マイ・タイムライン作成講座を実施するほか，
防災マップを含む地区防災計画の作成を支援する。【継続実
施】
・防災出前講座や各種会議，研修会などで適切な避難行動に
ついて周知を図るとともに，地域が実施する防災訓練を支援す
る。【継続実施】

・新ハザードマップにおいて、マイタイムライン記入欄を盛り込み
周知【実施済】

・出前講座で水害対応に関する内容を充実(避難行動のあり
方)させる。

・マイ・タイムラインの作成方法についてホームページで紹介し
ている。また、ハザードマップやマイ・タイムラインを用いて、避難
行動に関する防災講話を実施している。【実施済】
・防災ハザードマップにマイ・タイムラインの記入欄を盛り込み、
全戸配布し周知を図る。【R5年度～】

・防災訓練・出前講座等で支援していく。【実施済】 ・マイ・タイムラインの作成講座の実施を検討する。【R２年度
～】

・マイタイムライン作成講座の開催を検討する。
【R2年度～】

・防災リーダー養成研修のカリニュラムに「マイ・タイムラインリー
ダー研修」を設定する。【継続実施】
・必要に応じて、地域の座談会にて周知を検討する。

・ホームページ・広報にて周知を検討する。【検討中】

■避難情報の発令に着目したタイムラインの作成

・タイムラインの作成及び実践的な訓練の検討・実
施

B,C,D,I

・市のタイムラインについては作成済み ・タイムライン策定済【H26年】 ・タイムラインの見直しを行い、ロールプレイング等の実践的な
訓練を検討・実施する。【Ｈ29年度～】

・タイムライン作成【H28年6月】
・実災害の対応を基に見直し、マイ・タイムラインの記入欄を追
加したタイムラインを作成した（改訂した）【R2年7月】
・関係法令の改正に伴いタイムラインを改訂した【R3年8月】
【継続実施】

・タイムラインを作成し、実践的な訓練を検討する。
【継続実施】

・土砂災害のタイムラインは作成済み。河川については洪水予
報河川がないが、必要性を検討していく。【実施済み】

・避難指示等の発令に着目したタイムラインの適時更新済み。
・市HPに掲載し広報済み。
・タイムラインを軸とした実践的な水防訓練を実施（H28.6月)
・総合的な防災訓練や水防訓練の他、職員実動訓練、感染症
に対応した避難者の避難所収容訓練及び災害情報収集訓練
等の部分的な訓練も継続的に実施。

・タイムライン策定済。 ・洪水予報河川について、河川単位およびダム操作に着目した
タイムラインを作成済み。【実施済】

・訓練等で明らかとなった課題等を踏まえたタイムラ
インの見直し

B,C,D,I
・実災害や訓練を通して，必要に応じて見直しを図る。 ・実災害の教訓を踏まえ、タイムラインの見直しを検討する。 ・訓練や実災害での課題、関係法令の改正等に応じ、適宜見

直しを行う。【継続実施】
訓練や実災害での課題、関係法令の改正等に応じ、適宜見直
しを行う。【継続実施】

・避難情報の見直しに伴いマニュアルの修正済み。【実施済】 ・タイムラインの見直しについて検討する。【令和4年度～】 ・過去の実災害の検証や訓練等の実施結果を通した早期避難
等の実施を含めたタイムラインの見直しを行い、市民に周知し
ていく。

・課題などが明確になった際に、随時見直しを検討する【R4年
度～】

・必要に応じて見直しを実施する。【実施済】

■防災教育や防災知識の普及

・水災害の事前準備に関する問い合わせ窓口の設
置

F,I
・洪水浸水想定区域や水害への備え，避難行動などについて，
防災関係部局や各施設所管課で問い合わせに対応している。
【継続実施】

・危機管理課及び関係各課で対応する。 ・危機管理課及び関係各課で対応する。【実施済】 ・危機管理課を窓口としている。【実施済】 ・危機管理課で対応する。【実施済】 ・総務課及び関係各課（建設、消防）で対応する。 ・新防災ガイドブックを市内全戸に配布済（H28.7月）
・各課窓口での洪水ハザードマップの見方や、避難の方法、災
害への備えなど防災に関して対応を継続して実施。

・現状どおり、担当部署が問い合わせの対応に当たる。 ・危機管理課で対応する。【実施済】

・水防災に関する説明会の開催 A,C,D,E,F,I

・地域を対象とした防災出前講座や各種会議，研修会などにお
いて，水防災に関する講習を実施する。【継続実施】

・地域住民と協力して実施する防災訓練や防災講話等で取り
上げていく。

・出前講座で水害対応に関する内容を充実させる。【Ｈ29年度
～】

・各自主防災組織が開催する避難訓練等を支援していく。【継
続実施】

・出前講座にて実施。今後も継続して行う。【継続実施】 ・要請により、出前講座を実施【実施済み（継続）】 ・国より鬼怒川、田川放水路の洪水浸水想定区域の見直し・公
表が行われたことに伴い、地元説明会の開催済み。（H28.10
月)
・水防災に関する「出前講座」を開催済み
・洪水ハザードマップの見方や、避難の方法、災害への備えな
ど防災に関する出前講座を実施して水防災にに関する周知を
行う。

・要請により、出前講座等を行っている。【H17年度～】 ・自治会等からの要請に応じて出前講座を実施。【要請があれ
ば実施】

・小中学生を対象とした防災教育の実施
（教員へのサポートも含む） A,C,D,E,F,I

・本市においては、学区内に洪水災害警戒区域を含む学校に
対し、ハザードマップを活用しての児童生徒への安全指導を指
示しているところであるが、現在実施している山地防災教育と併
せ、水災害教育についても、関係機関と調整し実施について検
討していく【H29年度～】
・既存の安全教育研修に水災害教育の内容を加えて実施する
ことを検討していく【R４年度～】
・継続実施

・社会や理科の時間において自然災害と防災について学習して
いる。
・総合的な学習の時間においても、洪水・土砂災害ハザードマッ
プ等を活用し身近なことから防災について学んでいる。以上のこ
とを継続していく。【要請があれば実施】

・栃木市防災教育基本プログラムを活用し、自分の命は自分で
守り抜く子どもや進んで地域の安全に貢献しようとする子どもの
育成を目指した防災教育を、教育委員会と協力し、実施してい
く。【Ｈ29年度～】

・要請により、防災訓練・出前講座等を支援していく。【要望があ
れば実施】

・出前講座にて実施。今後も継続して行う。【継続実施】 ・要請により、出前講座を実施【実施済み（継続）】 ・小中学生を対象とした防災教育を適時実施済み。
・教職員を含む「防災リーダー講習会」を年4回実施済み。
(HUG、DIG訓練を実施）
・教職員4名「防災士」免許取得、補助済み。
・防災教育プログラムは、ハザードマップを見ながらのマイタイム
ラインづくりや防災グッズ作り体験等を実施。
・市の主催事業としての防災宿泊学習またはそれに代わる形で
の防災学習を継続して実施していく。

・各学校へ出向いての防災講座等の実施を検討する。【継続
実施】

・学校から要請があった場合に実施。【要請があれば実施】

・出前講座等を活用した講習会（啓発活動）の実施 A,C,D,E,F,I

・地域住民に対して出前講座や研修会を実施【継続実施】
・地域の防災訓練や出前講座，研修会等において，防災に関
する講習を実施【継続実施】

・地域住民等に対し、出前講座を実施【要請があれば実施】 ・防災対策に関する出前講座を実施。【継続実施】 ・自治会・各団体の要望により、出前講座等を実施している。
【実施済】

・実施している。今後も継続して行う。【継続実施】 ・要請により、出前講座を実施【実施済み（継続）】 ・出前講座を適時実施済み。
・継続した取り組みとして出前講座・各公民館・公共施設等で
周知・PRを実施する。

・要請により、出前講座等を行っている。【H17年度～】 ・自主防災組織等から要請があった場合に実施。【要請があれ
ば実施】

■共助の仕組みの強化

・自助、共助を目指した自主防災組織の充実 C,E,I

・市内全39地区に自主防災組織が設立されている【実施済】
・自主防災組織向け研修の実施【継続実施】
・防災訓練等の実施を支援【継続実施】
・地区防災計画の作成支援【継続実施】

・自主防災組織向け研修、出前講座等の実施【継続実施】
・防災訓練等の実施を支援【継続実施】
・地区防災計画の作成支援【継続実施】

・自主防災組織の設立について、出前講座等での啓発を行う。
【Ｈ29年度～】

・毎年10町会の組織設立に向け支援活動を行う。【継続実施】 ・防災資機材の支給及び、防災講話等の実施を継続する。【継
続実施】

・自主防災組織向け研修
・自主防災組織の連合化推進
・運営費の補助
【実施済み（継続）】

・自主防災会の設立拡大
・普及率目標　６５％（Ｒ7年）
【継続実施】

・女性防火クラブを初めとする地域に根ざした自主防災組織の
充実を図る。【継続実施】

・自主防災組織の結成を促進している。【継続実施】

・市町の高齢者福祉部局等と協議会等に関する取
組の情報共有

A,C,D,E,F,I
・防災関係部局だけでなく高齢者福祉部局などにも、協議会等
に関する取組について情報共有を図る。【継続実施】

・減災対策協議会での決定事項等について情報共有を図る。
【継続実施】

・協議会等に関する取組について、資料提供だけでなく、市の
高齢者福祉部局等の状況についても情報交換に努める。

・資料をもとに、高齢者福祉部局等と情報を共有する。【継続
実施】

・高齢者福祉部局と協議回答に関する取組を情報共有する
【実施済】

・福祉部局と協議会などに関する情報を共有する。【R２年度
～】

・高齢者福祉部局と協議会等に関する取組を情報共有してい
る。
【R元年度～】

・高齢福祉部局と協議会等に関する取組を情報共有する。【継
続実施】

・協議会資料を情報提供する。【令和4年度～】

・地域包括支援センター・ケアマネジャーと連携した
水害からの高齢者に対して避難行動の理解促進に
向けた取組の検討・実施

A,C,D,E,F,I

・高齢者を含め，自ら避難することが困難であり，避難行動の支
援が必要な方を対象として，地域で支援する制度を整備してい
る。また，地域包括支援センターにおける，地域ケア会議の中
で，ハザードマップの情報共有に取り組んでいる。【継続実施】

・地域包括支援センター向けに新ハザードマップを送付【実施
済】
・防災講話等を実施している【継続実施】

・高齢者の避難行動に関する実際の事例などを共有し、地域
包括支援センター・ケアマネジャーと相互の理解を図ると共に、
連携し、避難行動の理解促進に向けた研修会を実施している。

・市内５か所の地域包括支援センター向けにハザードマップを
送付【実施済】
・防災講話等を実施している【継続実施】

・地域包括支援センターにハザードマップの掲示や防災関連の
パンフレット等を設置する【実施済】

・地域包括支援センターにハザードマップの掲示や防災関連の
パンフレットなどの設置を検討する。【R２年度～】

・地域包括支援センターにハザードマップ等の設置を検討する。
【R2年度～】
・地域包括支援センターにハザードマップを設置済。
【実施済】

・関係部局と連携し、個別避難計画の作成促進を図る。【継続
実施】

・個別避難計画作成に向け関係部局と連携を図る。【継続実
施】

・要配慮者利用施設の避難に関する地域の支援体
制について検討

A,C,D,E,F,I

・洪水や土砂のハザードエリア内の要配慮者利用施設について
は，各施設で避難確保計画を作成し，定期的に避難訓練を実
施することで，災害に備えるとともに，必要に応じて近隣施設と
の連携や周辺住民の支援による避難誘導など，地域の実情に
応じた支援体制の構築を目指す。【継続実施】

・施設と地域との連携、地域からの支援体制について検討す
る。
・洪水や土砂のハザードエリア内の要配慮者利用施設について
は，各施設で避難確保計画を作成し，定期的に避難訓練を実
施することにより，避難行動をとれるよう備える。　【継続実施】

・平時から要配慮者利用施設の状況や避難に関する状況など
地域住民に(相互)理解してもらえるよう、出前講座などを活用
し、啓発に努めると共に理解促進を図る。

・町会、自主防災組織及び消防団等に要配慮者利用施設の
避難計画情報を提供し、避難時における支援体制を確立す
る。【検討中】

・事業所によっては、地域との交流を通じた支援（連携）につい
て、避難確保計画に定めている。【実施済】

・要配慮者利用施設の避難に関する地域の支援体制について
検討する。【R２年度～】

・要配慮者利用施設の避難に関する地域の支援体制について
検討する。
【R3年度～】

・今後検討していく。 ・危険箇所に位置する要配慮者利用施設については、避難確
保計画作成の支援を行い、定期的な避難訓練を実施を促進し
ている。【継続実施】

■より効果的な水防活動や土砂災害防止活動の実施及び水防体制の強化

・水防団等への連絡体制の再確認 I

・ＭＣＡ無線機やＥメールを活用し，情報伝達手段を確保してい
る【実施済】

・災害時、消防団員へEメール指令を発信しており、随時確認
を行っている。

・無線やメールを活用した連絡体制を確保【実施済】 ・毎年度連絡体制の再確認を行う。【継続実施】 ・携帯電話及び消防無線による連絡体制を確保。【実施済】 ・災害情報一斉メール【実施済み（継続）】 ・連絡体制については、既存の災害情報発信メール自動音声
システム（指令台による順次指令）、消防無線、デジタルトラン
シーバーによる連絡体制を確保。（実施済み）
【H29年度～】

・連絡網を整備し、連絡体制強化を図っている。【継続実施】 ・防災訓練において情報伝達訓練を実施。【継続実施】

・水防団同士の連絡体制の確保 I
・ＭＣＡ無線による連絡体制を確保している【実施済】 ・無線機（または受令機）を配備し、連絡体制を構築できるよう

検討中。
・無線機を活用した連絡体制の確保【実施済】 ・水防団同士の連絡体制確保済。【実施済】 ・携帯電話及び消防無線による連絡体制を確保。【実施済】 ・デジタル簡易無線【実施済み（継続）】 ・近隣市町の担当課に対し、電話による連絡体制を確保。（実

施済み）
・消防無線、デジタルトランシーバーによる連絡体制を確保。
(実施済み）

・連絡網を整備し、連絡体制強化を図っている。【継続実施】 ・無線機による連絡体制を確保。【実施済】

・水防団等が参加する洪水・土砂災害に対しリスク
が高い区間の共同点検

I

・毎年，出水期前に重要水防箇所等の共同点検を消防団及び
関係機関で実施している【実施済】

・県や市の関係機関とともに重要水防箇所の合同点検を実
施。

・県が実施している重要水防箇所等の共同点検を実施。【実施
済】

・重要水防箇所等の共同点検へ参加する。併せて自治会
長や自主防災組織のリーダーにも参加を促す。【継続実
施】

・毎年、出水期前に県土木等と重要水防箇所及び水防倉庫の
点検を実施。【実施済】

・現在、資器材の作動状況や備蓄状況を水防団と共同で点検
しているが、重要水防箇所の確認は市が単独で実施しているた
め、今後水防団との共同実施について検討する。【H30年度
～】

・地元自治会（自主防災組織）消防団、管　轄する消防署、関
係行政機関と洪水危険箇所の共同点検済み。
・継続して年1回の重要水防箇所の点検を河川事務所、栃木
土木事務所等と実施する。

・定期的に、消防団により巡回点検を実施している。【継続実
施】

・大田原土木事務所、消防等と出水期前の重要水防箇所点
検を実施。【継続実施】

・関係機関が連携した実働水防訓練・土砂災害防
災訓練等の検討・実施

B,C,D,G,I

・毎年，関係機関と連携した宇都宮市水防訓練を実施している
【実施済】

・毎年行っている水防訓練において関係機関と連携した訓練を
検討する。

・関係機関が行う水防訓練に参加する。
・関係機関、災害協定締結先や市民と連携した水防訓練(総
合防災訓練の訓練内容の見直し)を検討する。【Ｈ29年度～】
・土砂災害警戒区域に隣接又は含む地域を中心に、土砂災害
に関する啓発及び訓練(総合防災訓練の訓練内容の見直し)を
検討する。

・毎年、利根川水系合同水防訓練の参観を実施してい
る。【継続実施】

・毎年、出水期前に各関係機関参加の防災訓練及び水防工
法訓練等を実施。【実施済】

・関係機関が実施する水防訓練の参加を検討する。【平成30
年度～】

・水害実働訓練実施済み。（H28.5月、ロールプレイング方式訓
練）
・関係機関が連携した水防訓練を実施済み。（H28.6月)
・水防訓練（防災訓練と隔年）及び風水害職員実動訓練を継
続して実施
・水防講習会として、水害を想定した無線運用訓練を実施。

・利根川水系水防演習の視察を継続する。
・水防訓練の実施を検討する。【R2年度～】

・市防災訓練において水防訓練を実施。【継続実施】

・排水ポンプ車操作訓練の実施 H,I

（利根川流域）災害発生を想定し、豊穂川・仙井木川にて操作
訓練を実施済み。
（鬼怒川流域）今後の災害発生を考慮し、操作訓練を検討す
る。

・水防活動の担い手となる水防団員の募集や水防協力団体
の指定促進 ]

・消防団が水防団を兼ねているため，消防団員募集を実施して
いる【実施済】

・消防団が水防団を兼務しているので、団員入団促進への取り
組みを継続。

・ホームページや広報等で広く募集していく。【実施済】 ・HP、広報誌及びケーブルテレビを活用し募集してい
る。
今後も募集を行う。【継続実施】

・消防団や建設業協会の他にも水防協力団体の募集・促進を
行う。【実施済】

・建設業組合による土のう作成作業の支援【実施済み（継続）】 ・消防団サポート事業（実施済み）
・水防協力団体として栃木県建設業協同組合下都賀支部を指
定する。

・水防活動は消防団が担っているので、現状により対応してい
く。

・消防団が水防団を兼務しているので、団員入団促進への取り
組みを継続
【実施済】

・ダムの洪水調節機能の強化 J

※取組内容については、随時見直し（追加等）を行う。

２）ソフト対策の主な取組
　②洪水氾濫や土砂災害による被害の軽減、避難時間の確保のための水防・土砂
　　　災害防止活動の取組



別紙2-2
【取組】

令和８(2026)年度までに実施する取組
課題番号

対象流域

１）ハード対策の主な取組
■洪水を河川内で安全に流す対策

・河道拡幅、護岸整備（河岸侵食対策）等 K

・再度災害防止対策（改良復旧、堆積土除去等） K

・浸水対策検討会を開催し、抜本的な浸水対策を
協議・実施

K

■土砂災害防止対策

・砂防堰堤、急傾斜地崩壊対策施設の設置等 L

■危機管理型ハード対策

・堤防強化（堤防天端の保護、巻堤、堤防腹付等） K

■避難行動、水防活動に資する基盤等の整備

・雨量・水位等の観測データ及び洪水時の状況を把
握・伝達するための基盤の整備

B,D,F,I

・防災行政無線の改良、防災ラジオの配布等の整
備

D,I

・水防活動を支援するための水防資機材等の配備
（新技術活用も含め）及び適切な管理

H,I

・危機管理型水位計や簡易型河川監視カメラ等の
検討・設置

I

・浸水時においても災害対応を継続するための施設
の整備及び自家発電装置等の耐水化

C,H,I

■河川への雨水流出抑制対策

・雨水流出抑制施設の整備・促進 M

・田んぼダムの普及・促進 M

■災害に強い交通ネットワークの構築

・緊急輸送道路の整備 C,N

・道路アンダーパス部における冠水対策 C,O

■広域避難を考慮したハザードマップの作成・周知等

・想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域図等
の作成や氾濫シミュレーションの公表

A,I

・水位周知河川等の拡大検討 I

・洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域等を考慮
したハザードマップの作成・周知

A,I

・地域の特性を踏まえた適切な避難方法（垂直避難等）の検
討・周知（効果的なまるごとまちごとハザードマップの検討・周
知を含む）

C,I

■防災情報の発信及び情報伝達方法の確立

・水位予測の精度向上検討 B,I

・土砂災害警戒基準線等の見直し A

・プッシュ型の洪水予報等の情報発信 F

・水位計やライブカメラの情報をリアルタイムで提供 F,I

・対象地区全住民への確実な情報伝達方法の確立
（自治体未加入世帯、高齢者、外国人等）

D,F,I

項　　目

２）ソフト対策の主な取組
　①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■：追加する取組、■：確認を要する取組（取組有無について確認）、■：削除する取組

矢板市 那須塩原市 さくら市 那須烏山市 下野市 上三川町 益子町 茂木町 市貝町

久 久 鬼・久 鬼・久 利・鬼 利・鬼 鬼 久 鬼・久

特になし ・普通河川勘定原堀改修工事（～R3）、普通河川清水川護岸
整備　測量設計業務委託及び工事（R4～）【継続実施】

特になし 特になし 特になし 特になし ・河道拡幅、護岸整備【検討中】 特になし 特になし

・市管理河川の堆積土除去 ・緊急浚渫事業債（～令和６年度まで）を活用した、普通河川
の堆積土砂除去工事　３箇所／年度　【継続実施】

特になし 特になし 特になし 特になし ・堆積土除去【検討中】 特になし 特になし

特になし ・登録制メールの登録者拡大を図るとともに、防災ラジオの周
知及び配布を行う。【継続実施】
・雨量等の状況を把握するため、市独自の雨量計を8箇所に設
置。【実施済】

・雨量・水位等の情報を一元的に把握するシステム（内部利
用）を導入【R3年度～】

特になし ・ハザードマップやHPにて気象庁の雨量・水位等の観測データ
を見れるよう情報案内をしている。更なる把握・伝達するための
手段については引き続き検討していく。

・必要に応じて検討していく。 ・今後検討していく ・気象観測装置を設置。オンラインで雨量等を把握可能とし
た。

・今後、検討していく。【検討中】

・防災行政無線の音達改善の為の改良及び戸別受信機を配
布する。

・防災行政無線の改良、防災ラジオの配布を行う。【実施済】 ・防災無線戸別受信機無償貸与事業を実施【平成28年度～】 ・防災ラジオの有償頒布の検討【H29年度】
・新しい防災情報伝送システムを導入【R元年度】
・防災行政無線のデジタル化を検討【R04年度～】

・屋外拡声器の調整・整備の実施【H29年度～】
・防災ラジオ導入（実施済）
・８０歳以上のみの世帯に無償配布

・防災行政無線整備（デジタル化）【実施済（H29～）】 ・防災無線テレフォンサービス
・個別受信機配布
【実施済】

・防災行政無線のデジタル化完了
・SNS（ツイッター、ライン等）の検討を開始した。【H29年度～】

・防災行政無線の子局の増設している。

・水防資機材等の確認と適切な管理を行う。【継続実施】 ・水防活動を支援するための資機材の適切な管理や、現代の
水防工法に合った資機材の整備を実施する。【継続実施】

・既存の備蓄品を確認、必要があれば随時更新 ・既存の配備で十分機能できると推察される。 ・水防活動に必要と思われる資機材の強化【H28年度～】
・ライフジャケット配備（472着）【H28年度～R3年度】
・防災ヒップウェーダー配備（85着）【R3年度】

・水防資機材等及び備蓄の強化【継続実施】
・R3年度ライフジャケット整備（128着）

・資機材の適正管理【H29年度～】 ・河川ライブカメラに赤外線灯光器を整備した ・新技術活用の水防資機材等の備蓄の検討していく。【検討
中】

特になし ・危険管理型水位計や簡易型河川監視カメラ等の設置を検討
する。【検討中】

特になし 特になし ・今後必要かどうか検討していく。 特になし ・今後検討していく 特になし ・県が設置した危機管理水位計や簡易型監視カメラで運用し、
その他の河川で必要な際に設置を検討する。【検討中】

・施設及び耐水化の検討を行う。 ・災害対策（現地）本部を開設する市本庁舎及び支所は、浸水
想定区域には立地していないが、自家発電装置の耐水化につ
いて検討する。【検討中】

・本庁舎に非常用発電機を設置【R２年度】 ・浸水想定区域内に施設無し。 ・浸水想定区域外（新庁舎移転に伴い、非常用電源は屋上に
設置）【H28年度】

・浸水想定区域内に施設無し。 ・ポータブル発電機により対応【実施済】 ・災害対応用機器の庁舎２階への設置（完了）
・CATV施設の耐水化の整備の検討を開始した。【H29年度～】

・浸水想定区域外により該当なし。

特になし ・雨水流出抑制施設の整備促進について検討する。【検討中】 ・開発行為に対する流出抑制の指導 特になし ・民間施設を対象とした雨水貯留（タンク）施設設置促進 ・状況に応じて施設の必要性を検討していく。【検討中】 ・雨水流出抑制施設の促進【検討中】 特になし ・検討していくが、現状では予定が無い。【検討中】

特になし ・多面的機能支払交付金の活動団体へ周知を行い普及促進
を図る。（加算措置あり）【継続実施】

特になし 特になし ・Ｒ４年度より、２地区で田んぼダムに取り組む予定である。
①仁良川地区（江川-鬼怒川）　11,677ａ（200箇所）
②石橋南部地区（姿川-利根川）　11,232ａ（200箇所）

・関係者（農家等）の協力を得て整備拡大を目指す。【継続実
施】

・田んぼダムの促進【R5年度～】 特になし ・今後、検討していく。【検討中】

・道路アンダーパス排水設備の地上化を図る。 ・道路アンダーパス部における冠水対策について検討する。【検
討中】

卯の里アンダー：監視カメラ設置、非常用電源設置
蒲須坂アンダー：監視カメラ設置

・平成28年度の県からの移管時に冠水対策は施行済。 ・監視カメラの整備、冠水情報板の整備
・排水設備の定期的な清掃管理の継続

・道路アンダーパスの冠水情報版やCCTVを整備。【実施済】
・排水ポンプの整備【実施済】
・電気設備の地上化【実施済】
・今後、排水施設の定期的な清掃・点検を実施していく【継続
実施】

・R2年度にハザードマップ改定。R3以降追加指定となる箇所に
ついては、随時追加作成を行う。

・想定最大規模の降雨による浸水想定区域及び最新の土砂災
害特別警戒区域等を表示したハザードマップを作成し、周知す
る。【継続実施】

・浸水リスク想定図、洪水浸水想定区域の指定拡大を踏まえ
た、ハザードマップの改訂を予定【R４年度～】

・国及び県の浸水想定区域、土砂災害警戒区域の発表後にハ
ザードマップ改定を実施。【H30年度・R03年度実施済】
・国及び県の浸水想定区域、土砂災害警戒区域の作成・更新
後にハザードマップ改定を実施する。【R04年度～】

・H30.3洪水ハザードマップ改訂。H30..6に全戸配布済【H30年
度実施済】

・H30.7洪水ハザードマップ改訂【H30年度実施済】
・H30.8に全戸配布済【H30年度実施済】
・ハザードマップの改訂、全戸配布を予定【R4年度～】

・ハザードマップの改定【H29～30年度】 ・想定最大規模の洪水を対象とするハザードマップを作成した
【H30年度】

・想定最大規模に対応したハザードマップ作成済み
・令和4年度に改訂したものを各戸配布
【H30年度作成、R4年度改定終了予定】

・今後検討 ・適切な避難方法を掲載したハザードマップを作製し、周知を
図る。【継続実施】

・喜連川地区の電柱に浸水想定深表示板（70箇所）を設置【R
２年度】

・公共施設を中心に表示看板拡充を検討。【H29年度～】 ・早期避難の推進と、知人・親戚宅等への避難、垂直避難な
ど、地域や世帯・個人にあったより適切な避難方法を検討・周
知していく。

・適切な避難方法を広報紙等により周知する。【継続実施】 ・出前講座等で垂直避難を周知している。 ・適切な避難方法をハザードマップに順次反映させる ・ハザードマップを改定し、適切な避難方法を記載したものを各
戸に配布予定
【R4年度】

特になし ・水位計やライブカメラの設置及び情報提供について検討す
る。【検討中】

特になし 特になし ・ライブカメラは既に２カ所設置（田川・姿川）済み。引き続き取
り組んでいく。

特になし ・今後検討していく ・河川ライブカメラを設置。映像を町HPで公開している。 ・県が設置した水位計等の情報を閲覧できるポータルサイトのリ
ンクを町ホームページで紹介していく。【R4年度～】

・登録制メールの利用拡大、防災無線や広報車による情報伝
達を行う。

・登録制メールの登録者拡大を図るとともに、防災ラジオの周
知・配布を行う。【継続実施】

・防災行政無線、防災メール、市公式LINE等による情報伝達
体制の確保
・防災無線戸別受信機無償貸与事業を実施【H28年度～】

・対象区域内の自主防災組織設立に向けた啓蒙・啓発。【H29
年度～】

・自治会、消防団等の人的手段と併せて、配信メール等の充
実を図る【Ｈ28年度～】

・登録制メールやテレビ、個別電話等で情報伝達している。 ・防災行政無線や防災メール、エリアメールにて情報の伝達を
行っている。

・エリアメール配信システムを整備済み
・行政チャンネルによるＬ字放送ｼｽﾃﾑを整備
・新たな伝達方法の検討を開始した。【H29年度～】

・新聞折り込み、防災行施無線、町ＨＰ（英・中・韓）等の充実を
図る。【H29年度～】
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【取組】

令和８(2026)年度までに実施する取組
課題番号

対象流域

項　　目

■避難計画の作成・促進等

・避難情報の判断・伝達マニュアルの見直し B,C,E,F,I

・広域避難計画の策定 C,I

・要配慮者利用施設の避難計画の作成及び訓練の
促進

I

・要配慮者利用施設の避難確保計画及び訓練の内
容確認・助言

I

・地区防災計画や企業BCP策定の促進・強化 A,C,D,E,F,I

・マイ・タイムラインや防災マップ等の避難の実効性
を高める取組の実施

A,C,D,E,F,I

■避難情報の発令に着目したタイムラインの作成

・タイムラインの作成及び実践的な訓練の検討・実
施

B,C,D,I

・訓練等で明らかとなった課題等を踏まえたタイムラ
インの見直し

B,C,D,I

■防災教育や防災知識の普及

・水災害の事前準備に関する問い合わせ窓口の設
置

F,I

・水防災に関する説明会の開催 A,C,D,E,F,I

・小中学生を対象とした防災教育の実施
（教員へのサポートも含む） A,C,D,E,F,I

・出前講座等を活用した講習会（啓発活動）の実施 A,C,D,E,F,I

■共助の仕組みの強化

・自助、共助を目指した自主防災組織の充実 C,E,I

・市町の高齢者福祉部局等と協議会等に関する取
組の情報共有

A,C,D,E,F,I

・地域包括支援センター・ケアマネジャーと連携した
水害からの高齢者に対して避難行動の理解促進に
向けた取組の検討・実施

A,C,D,E,F,I

・要配慮者利用施設の避難に関する地域の支援体
制について検討

A,C,D,E,F,I

■より効果的な水防活動や土砂災害防止活動の実施及び水防体制の強化

・水防団等への連絡体制の再確認 I

・水防団同士の連絡体制の確保 I

・水防団等が参加する洪水・土砂災害に対しリスク
が高い区間の共同点検

I

・関係機関が連携した実働水防訓練・土砂災害防
災訓練等の検討・実施

B,C,D,G,I

・排水ポンプ車操作訓練の実施 H,I

・水防活動の担い手となる水防団員の募集や水防協力団体
の指定促進 ]

・ダムの洪水調節機能の強化 J

※取組内容については、随時見直し（追加等）を行う。

２）ソフト対策の主な取組
　②洪水氾濫や土砂災害による被害の軽減、避難時間の確保のための水防・土砂
　　　災害防止活動の取組

■：追加する取組、■：確認を要する取組（取組有無について確認）、■：削除する取組

矢板市 那須塩原市 さくら市 那須烏山市 下野市 上三川町 益子町 茂木町 市貝町

久 久 鬼・久 鬼・久 利・鬼 利・鬼 鬼 久 鬼・久

・避難指示等の判断・伝達マニュアルについて地域防災計画
の見直しの際に検討。

・避難勧告等の判断・伝達マニュアルの見直しを必要に応じて
行う。【継続実施】

・地域防災計画の見直し【R３年３月】 ・マニュアルの見直し【順次実施】 ・タイムラインの検証を行う【Ｈ29年度～】 ・避難情報発令の判断・伝達マニュアルについて地域防災計
画の見直しの際に検討。

・見直し済み【実施済】 ・マニュアルの見直し【順次実施】 ・マニュアルの見直し【R2年度】

・広域避難計画を検討する。【平成29年度～】 ・広域避難計画の策定について検討する。【検討中】 ・今後検討する。 ・浸水想定区域内に指定避難所はあるものの隣接指定避難所
で代替可能。隣接自治体等から打診があった場合は策定につ
いて検討する。【順次実施】

・隣接する市町と避難所の相互利用に関する協定の締結を検
討していく。【H29年度～】

・隣接する市町と避難所の相互利用に関する協定の締結。【実
施済】

・対象なし ・隣接市町からの打診があった場合は策定について検討する。 ・今後策定に向け検討していく。【検討中】

・要配慮者利用施設の管理者に計画作成を依頼、作成支援や
訓練の実施支援を行う。

・要配慮者利用施設の管理者に対し、避難確保計画の作成支
援や訓練の実施支援を行う。【継続実施】

・避難確保計画の点検を実施【R３年度～】
・避難計画の策定サポートを実施。【H29年度～】

・浸水想定区域内や土砂災害警戒区域内に要配慮者利用施
設があるが、当該施設の避難計画の運用を側面から支援す
る。【H29年度～】

・福祉担当課と調整し，要配慮者施設における訓練の実施を
検討していく【H29年度～】

・要配慮者利用施設の管理者に対し、避難計画の作成を依頼
した。【Ｒ1年度】
・訓練の実施についても管理者に依頼していく。【R4年度～】

・検討・作成支援【平成29年度～】 ・要配慮者のいる施設と意見交換し、避難計画の作成支援を
開始した。【H29年度～】

・町内ハザード区域内に要配慮者利用施設なし

・各施設の作成した避難確保計画に基づく訓練等実施し、実際
に運用した場合の修正点等洗い出し、適時助言等行う。

・要配慮者利用施設の管理者に対し、避難確保計画の作成支
援や訓練の実施支援を行う。【継続実施】

・避難確保計画の点検を実施【R３年度】 ・講習会等を開催し作成を支援するとともに訓練についても確
認、助言している。【R元年度～】

・要配慮者利用施設については避難確保計画策定済み。訓練
実施時には確認や助言を適宜行っている。

・訓練の内容確認等、実施していく【R４年度～】 ・今後検討していく ・要配慮者施設より要望があった場合は検討する ・町内ハザード区域内に要配慮者利用施設なし【該当なし】

・地区防災計画の作成を支援する。 ・地区防災計画策定への支援を行う。【継続実施】 ・地区防災計画策定促進事業を実施【R２年度～】 ・県補助事業も活用し、市福祉部局や社会福祉協議会とも連
携し地区防災計画策定促進事業を実施している。【R02年度
～】

・祇園ダイアパレス自主防災会にて地区防災計画を策定（Ｒ
２）。

・自治会に向けて地区防災計画の促進を進めてきたが、企業
BCPについては今後検討していく【R４年度～】

・地区防災計画の作成を支援する
・企業BCP策定については今後検討していく

・町内自主防災組織に地区防災計画の策定を促した【継続実
施】

・地区防災計画の策定に向けて、自主防災組織へ働きかけを
行っていく。【要請があれば実施】

・マイタイムラインの作成について、講座を開設し要望に応じ実
施する。

・マイ・タイムラインの作成方法についてホームページで紹介し
ている。【実施済】
・マイ・タイムラインの作成講座の実施を検討する。【検討中】
・ハザードマップにマイ・タイムラインの記入欄を掲載し、周知を
図る。【実施済】

・浸水リスク想定図、洪水浸水想定区域の指定拡大を踏まえ
た、ハザードマップの改訂、住民周知【R４年度～】
・タイムラインの周知【随時】

・国、県と連携したマイ・タイムラインの作成講座の実施。【R02
年度～】

・避難所運営マニュアルの見直し及び、同訓練マニュアルの作
成。

・要請に応じて実施する。【継続実施】 ・マイ・タイムラインの作成を検討する。【R2年度～】 ・検討を開始する ・町ＨＰや広報紙等により、防災特集としてマイ・タイムラインや
ハザードマップについて周知を図る。
・地域からの要請あった際は、出前教室等を実施していく。
【Ｒ2年度～】

・適時タイムラインの訓練を行う。 ・タイムライン作成済。【実施済】
・タイムラインを使用した実践的な訓練の実施を検討する。【検
討中】

・タイムラインを活用した訓練を実施。 ・タイムラインを活用した訓練の実施。【H29年度～】 ・ロールプレイング等の実践的な訓練実施の検討【H29年度～】 ・避難レベルに応じたタイムラインに改定した。【R1年度～】 ・タイムライン作成済 ・タイムラインの策定【H29年度】
・タイムラインによる訓練の実施【H29年度～】

・タイムラインの策定【Ｒ元年度済み】
・タイムラインによる訓練の実施【Ｒ元年度～】

・課題等明らかになった際に、適時見直しを実施する。 ・タイムラインの見直しを必要に応じて実施する。【R4年度～】 ・東日本台風の検証や訓練等により、随時見直し ・防災訓練や県のタイムライン見直しに併せ順次更新している。
【順次実施】

・訓練実施のたびに要検証していく。 ・課題等の見直しが必要なたびにタイムラインの更新を検討し
ていく。【継続実施】

・課題が出た場合見直しの検討をする 【検討中】 ・令和元年度にタイムラインを作成したが、訓練により課題が見
つかった際は見直しをしていく。
【R4年度～】

・危機対策班が問い合わせ窓口となる。【平成29年度～】 ・総務課が窓口となり、各支所との調整、消防署との連携を
図っている。【実施済】

・総務課及び関係各課にて対応 ・現状の総務課危機管理G一極集中の見直し【H29年度～】 ・安全安心課及び関係各課（建設課等）で対応する。 ・総務課で対応する。 ・問い合わせ窓口の設置【平成29年度～】 ・従来通り総務課で対応。 ・現状、総務課に窓口を設置。

・行政区や企業等の要請により防災関係の出前講座を実施。 ・開催の依頼があった場合は、県等と協力し、説明会を開催す
る。【要請があれば実施】

・関係機関と協力し自主防災組織等へ説明会を実施。《鬼》
・「出前学び塾」（市の出前講座）を実施。
【H17年度～】《久》

・自主防災組織等への啓蒙・啓発【順次実施】 ・要請により実施する。【H30年度～】 ・自主防災組織等での訓練の際に実施している。【H29年度～】 ・講習会に含めて実施【平成29年度～】 ・要請により実施する【H29年度～】 ・要請により実施（実績なし）
【R4年度以降も継続】

・小中学校の要請により防災関係の出前講座を実施。 ・講習会等開催の依頼があった場合は、講習会等を開催する。
【要請があれば実施】

・市内小学生対象にジュニア防災士検定事業を実施【H26年
度～28年度】
・「出前学び塾」（市の出前講座）を実施【H17年度～】

・各小中学校よりの要請にあわせ実施。避難確保計画に基づく
避難訓練の実施と、訓練を通した防災教育の支援。【順次実
施】

・要請により実施する。【H30年度～】 ・各小中学校からの要請により実施。【順次実施】 ・教育委員会と協議し、実施を検討する。【平成29年度～】 ・要請により実施する【H29年度～】 ・教育委員会部局と調整し、要請があった際は、児童生徒への
防災教育を支援する。【Ｒ2年度～】

・行政区や企業等の要請により防災関係の出前講座を実施。 ・講習会等開催の依頼があった場合は、講習会等を開催する。
【要請があれば実施】

・随時実施 ・要請により実施。【順次実施】 ・要請により実施する。【H30年度～】 ・要請により実施する。【H30年度～】 ・講習会の実施【平成29年度～】 ・要請により、出前講習会を開始した。　【H29年度～】 ・要請により実施（実績なし）
【R4年度以降も継続】

・自主防災組織の組織結成の推進、訓練等の支援を実施。 ・自主防災組織の結成を促進し、組織の活動を支援する。【継
続実施】

・自主防災組織、行政区へ研修実施。
【随時】
・自主防災組織活動支援（資機材・活動）を実施
【Ｈ29年度～】

・自主防災組織が主体的に行動できるよう側面から支援する。
【H29年度～】

・自治会長会議や防災講話、防災訓練時などにおいて活動内
容を周知している共に、設立に向けたアドバイスも行っている。

・各自治会へ個別での説明の実施している。【H29年度～】 ・自主防災組織の組織化支援【平成29年度～】 ・主体的に行動ができるよう自主防災組織に対する補助事業の
整備

・今後、組織の立ち上げの支援。【H29年度～】

・関係部局と密に連携を取り、情報共有を行う。 ・高齢福祉部局と協議会等に関する取組を情報共有する。【継
続実施】

・関係部局と随時情報共有を検討 ・高齢者福祉部局と協議会等に関する取組を情報共有する。
【R02年度～】

・高齢者福祉部局との情報共有の方法について検討する。 ・関係機関と連携し、情報共有を行う。 ・高齢者福祉部局と協議会等に関する取り組みを情報共有す
る。【R2年度～】

・検討を開始する ・高齢者福祉部局と協議会等に関する取組の情報を共有す
る。【Ｒ2年度～】

・該当する団体からの依頼により、防災に関する出前講座を実
施する。

・地域包括支援センターにハザードマップの掲示や防災関連の
パンフレット等を設置する。【実施済】

・地域包括支援センター（市内２箇所）にハザードマップやリーフ
レット等の設置
【R３年度～】

・地域包括支援センター（那須烏山市保健福祉センター内）に
ハザードマップの掲示や防災関連のパンフレット等を設置する。
【R02年度～】

・地域包括支援センターと連携した、高齢者への避難行動の理
解促進への取り組みを検討する。

・関係機関と連携し検討していく。 ・地域包括支援センターにハザードマップの掲示や防災関連の
パンフレット等を設置する。【R2年度～】

・検討を開始する ・地域包括支援センターにハザードマップや防災パンフレットを
設置する。【Ｒ2年度～】

・要配慮者利用施設を有する地区と連携を取り、検討を行う。 ・要配慮者利用施設の避難に関する地域の支援体制について
検討する。【検討中】

・関係部局と随時検討する。 ・要配慮者利用施設の避難に関する地域の支援体制について
地区防災計画策定促進事業も活用しながら検討・実施してい
る。【R02年度～】

・要配慮者利用施設の避難に関する地域の支援体制について
検討する。

・関係機関と連携し検討していく。 ・今後検討していく ・検討を開始する ・町内ハザード区域内に要配慮者利用施設なし

・毎年携帯番号を中心に連絡先の確認を実施。 ・降水量や河川水位、気象注警報を基準とした、連絡体制を
強化する。【継続実施】
・水防団へのメールによる一斉指令の実施。【実施済】

・携帯電話、防災行政無線（移動系）、消防団LINE等複数手段
を確保

・既に複数の伝達手段を確保。 ・水防訓練を実施【Ｈ29年度～】 ・消防団及び関係団体との連絡体制確認を実施している。【毎
年４月実施】

・確認している【実施済】 ・防災訓練時にメール、無線を活用した訓練を実施した。【H29
年度～】

・防災行政無線やメールを活用した連絡体制を確保している。
【R4年度以降も継続】

・確保済み ・無線を配備し、消防団（水防団）同士の連絡体制を確保す
る。【実施済】

・携帯電話、防災行政無線（移動系）、消防団LINE等複数手段
を確保

・既に複数の伝達手段を確保。 ・連絡体制を確保するため、無線機を活用する【Ｈ29年度～】 ・消防団同士での連絡体制（移動系無線）を確立している。 ・確保している【実施済】 ・無線による連絡体制を確立した。【H29年度～】 ・防災行政無線やメールを活用した連絡体制を確保している。
【R4年度以降も継続】

・自主防災組織と水防団による水防個所の共同点検実施を検
討。

・毎年、出水期前に県、消防等と合同で実施している重要水防
箇所及び水防倉庫の点検への消防団（水防団）の参加。【継
続実施】

・国・県が実施している重要水防箇所等の共同点検に参加 ・毎年、河川事務所が実施する重要水防箇所等の共同点検に
参加している。【H29年度～】

・毎年、河川事務所が実施する重要水防箇所等の共同点検に
参加するよう、水防団（消防団）、住民に周知【H29年度～】

・国・県が実施している重要水防箇所等の共同点検に参加す
る。

・県が実施する共同点検に毎年参加している。 ・県が実施する共同点検に毎年参加している。 ・県が実施する共同点検に毎年参加している。
【R4年度以降も継続】

・行政区や自主防災組織が行う水防訓練の参加・支援。 ・水防訓練を実施している。【継続実施】 ・市の防災訓練、水防団の防御訓練を実施
【Ｈ17年度～】

・南那須地区総合水防訓練の実施。【H29年度～隔年】 ・水防訓練を実施【H29年度～】 ・消防団及び職員を対象とした水防訓練を実施している。 ・風水害を想定した防災訓練を実施【実施済】 ・毎年防災訓練を実施している。 ・自主防災組織、消防団、警察、常備消防が参加する防災訓
練を実施する。
【Ｈ30年度～】

・消防団が水防団を兼ねているため、消防団募集を実施。 ・水防協力団体の指定を促進する。【継続実施】 ・災害時のみ出動する、機能別消防団員制度を導入
【Ｈ29年度～】

・広報誌やホームページ等で広く募集している。【H29年度～】 ・消防団が水防団を兼ねているため，消防団員募集を実施
【H29年度～】

・消防団が水防団を兼ねているため、消防団募集を実施してい
る。【随時】

・消防団が水防団を兼ねているため、消防団募集を実施【実施
済】

・広報誌やCATV、ホームページで広く募集している。 ・消防団（水防団）の加入促進を図り、活動を実施している
【R4年度以降も継続】



別紙2-2
【取組】

令和８(2026)年度までに実施する取組
課題番号

対象流域

１）ハード対策の主な取組
■洪水を河川内で安全に流す対策

・河道拡幅、護岸整備（河岸侵食対策）等 K

・再度災害防止対策（改良復旧、堆積土除去等） K

・浸水対策検討会を開催し、抜本的な浸水対策を
協議・実施

K

■土砂災害防止対策

・砂防堰堤、急傾斜地崩壊対策施設の設置等 L

■危機管理型ハード対策

・堤防強化（堤防天端の保護、巻堤、堤防腹付等） K

■避難行動、水防活動に資する基盤等の整備

・雨量・水位等の観測データ及び洪水時の状況を把
握・伝達するための基盤の整備

B,D,F,I

・防災行政無線の改良、防災ラジオの配布等の整
備

D,I

・水防活動を支援するための水防資機材等の配備
（新技術活用も含め）及び適切な管理

H,I

・危機管理型水位計や簡易型河川監視カメラ等の
検討・設置

I

・浸水時においても災害対応を継続するための施設
の整備及び自家発電装置等の耐水化

C,H,I

■河川への雨水流出抑制対策

・雨水流出抑制施設の整備・促進 M

・田んぼダムの普及・促進 M

■災害に強い交通ネットワークの構築

・緊急輸送道路の整備 C,N

・道路アンダーパス部における冠水対策 C,O

■広域避難を考慮したハザードマップの作成・周知等

・想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域図等
の作成や氾濫シミュレーションの公表

A,I

・水位周知河川等の拡大検討 I

・洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域等を考慮
したハザードマップの作成・周知

A,I

・地域の特性を踏まえた適切な避難方法（垂直避難等）の検
討・周知（効果的なまるごとまちごとハザードマップの検討・周
知を含む）

C,I

■防災情報の発信及び情報伝達方法の確立

・水位予測の精度向上検討 B,I

・土砂災害警戒基準線等の見直し A

・プッシュ型の洪水予報等の情報発信 F

・水位計やライブカメラの情報をリアルタイムで提供 F,I

・対象地区全住民への確実な情報伝達方法の確立
（自治体未加入世帯、高齢者、外国人等）

D,F,I

項　　目

２）ソフト対策の主な取組
　①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■：追加する取組、■：確認を要する取組（取組有無について確認）、■：削除する取組

芳賀町 壬生町 野木町 塩谷町 高根沢町 那須町 那珂川町 宇都宮気象台 栃木県

鬼 利 利 鬼・久 鬼 久 久 全流域 全流域

特になし ・普通河川江川において護岸整備を実施予定。【令和5年度
～】

特になし ・検討していく。 ・必要に応じて検討していく。 ・今後検討していく 特になし ・河川整備計画に基づき河川改修を実施する。
【継続実施】

特になし 特になし 特になし ・検討していく。 ・必要に応じて検討していく。 ・今後検討していく 特になし ・再度災害防止対策として、改良復旧、堤防強化、堆積土除
去等を実施する。
【継続実施】

・田川及び巴波川の浸水対策検討会を開催し、関係機関と浸
水対策について協議・実施する。【継続実施】

・土砂災害の発生により甚大な被害が生じるおそれのある要配
慮者利用施設等を保全する土砂災害警戒区域（重点整備箇
所）における砂防堰堤等の整備を実施する。
【継続実施】

・堤防天端の舗装を実施する。
【継続実施】

・実施済み。 ・壬生町防災Web上で町内三河川の雨量、水位データを提供
している。

特になし ・検討していく。 ・必要に応じて検討していく。 ・今後検討していく 特になし ・洪水のキキクル（危険度分布）をはじめ、逐次改善が図られる
防災気象情報について、市町等における緊急時の防災対応や
住民の主体的な避難判断に一層活用されるよう、普及啓発を
推進する。
【継続実施】

・警報・注意報基準の見直し等、防災気象情報の精度向上に
努める。【継続実施】

・雨量・水位局の新スプリアス対応した機器の更新を実施した。
【R2年度】
・引き続き雨量・水位等の観測データ及び洪水時の状況を把
握・伝達するための基盤の見直し等を検討する。
【R4年度～】
・住民に対して的確に警報を伝えるため放流警報等の改良を
実施する。
【H30年度～】

・防災無線の電話応答サービスを実施。 ・広報紙等で防災行政無線の電話応答サービス、防災メール
等の広報をしていく。

・引き続き、防災行政無線の拡充を図り、ｽﾋﾟｰｶｰ機能の改良を
実施する。【順次実施】

・防災行政無線の電話案内、防災メールの広報をしていく。【継
続実施】
・防災アプリ、戸別受信機の広報をしていく。【令和2年度～】

・防災無線のデジタル化への移行が完了し、避難行動要支援
者等に戸別受信機を無償貸与。【令和２年度～】

・防災行政無線：随時整備を進めていく。【H29年度～】 ケーブルテレビ網を利用した屋外拡声およびＩＰ告知端末を整
備【実施済】

・水防資機材等の備蓄の適切な管理を行う。 ・水防資機材等の更なる備蓄を検討 ・水防資機材等の配備及び管理を継続し、必要に応じて拡充
を行う。【継続実施】

・消防団向け水防資機材等の配備を検討していく。【検討中】 ・水防資機材の備蓄の強化を検討していく。【検討中】 ・毎年水防資機材の点検を行い、必要に応じて更新を行う。
【継続実施】

・水防資機材備蓄の強化【Ｈ29年度～】 ・排水ポンプ車を配備済【R3年度】
・新技術を活用した水防資機材等の備蓄を検討するとともに、
配備した水防資機材の適切な管理を行う【継続実施】

・今後検討
【検討中】

・壬生町防災Web上で町内三河川の簡易型河川監視カメラを
設置している。

特になし ・検討していく。 ・必要に応じて検討していく。 ・危機管理型水位計や簡易型河川監視カメラ等の設置につい
て、検討していく。【検討中】

特になし ・令和3年度までに危機管理型水位計を109基設置済。
・令和3年度までに簡易型河川監視カメラを86基設置済。
・今後、必要応じて設置を検討していく。【継続実施】

・浸水想定区域外により該当なし。 ・代替庁舎の設定
・庁舎２階棟に非常用電源設置

・自家発電装置の設置を検討していく。【検討中】 ・庁舎移転時に、自家発電装置等の耐水化を図る。【令和5年
度～】

特になし ・自家発電装置を５階に設置する、浸水対策を行っている。ま
た、代替施設の指定を行っている。【実施済】

特になし【対象なし】 ・ダム放流警報施設の耐水化を実施する。
【H30年度～】

特になし ・圃場整備について現在整備中の地区のほか、将来的に事業
化し、整備を行う地区を拡大していく。

・施設の整備について検討していく。 ・庁舎移転時に、庁舎における整備を図る。
・圃場整備の実施。
【令和5年度～】

・必要に応じて検討していく。 ・圃場の整備推進 特になし ・上都賀庁舎において、地下貯留槽を設置し、雨水流出を抑
制している。各種事業において、雨水流出抑制対策を検討す
る。
【継続実施】

・現状把握から検討を進める。 ・土地改良区等関係者と連携し、田んぼダムの普及・促進に積
極的に取り組む。

・多面的機能支払交付金により活動組織において実施。【H30
年度～】

・検討していく。 ・実施計画・年度未定（検討中） ・今後検討していく 特になし

・防災点検に基づく要対策箇所の対策や栃木県無電柱化推進
計画に基づく無電柱化を推進し緊急輸送道路の機能強化を図
るとともに、すれ違いが困難な狭隘箇所等についてはその解消
に向け、整備を推進する。
【継続実施】

・排水ポンプ等可能な対策は実施済 ・令和３年度までに、アンダーパス21箇所でエアー遮断機を設
置済。
・今後、エアー遮断機設置を3箇所、ポンプ増強を2箇所、地上
化を2箇所実施する。【継続実施】

・全ての洪水予報河川、水位周知河川について、想定最大規
模降雨による洪水浸水想定区域図を公表済。【R2年度】
・洪水予報河川、水位周知河川以外の中小河川においても、
想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域図を公表する。
【R4年～】
・市町に対し、浸水ナビの機能周知及び活用事例を共有する。
【継続実施】

・水位周知河川を３河川追加済。【R2年度】
・水位周知河川等の拡大について、市町と検討する。【継続実
施】

・洪水ハザードマップの更新。【R4年度】 ・洪水ハザードマップを作成している。 ・新たな防災ハザードマップを作成し、全戸に配布した。【H30年
度】

・令和2年度、防災ハザードマップを作成。
・県管理河川について浸水想定がされることから、改訂をしてい
く。【令和5年度～】

・ハザードマップを改訂し、全戸に配布【Ｒ2年度～】 ・作成済 ・ハザードマップを令和４年度に更新し全戸配布する。

・ハザードマップの更新の中で対応。【Ｒ４年度】 ・R3年度中に地域防災計画・ハザードマップの見直し ・地域の特性を踏まえた適切な避難方法（垂直避難等）につい
て記載した、新たな防災ハザードマップを作成し、全戸に配布し
た。【H30年度】

・地域の特性等を再度見直し、検討の上、まるごとまちごとハ
ザードマップの作成について検討していく。【検討中】

・適切な避難方法の周知、まるごとまちごとハザードマップの実
施を検討していく。【検討中】

・まるごとまちごとハザードマップの実施を検討していく。【検討
中】

・ハザードマップの更新の中で更に検討をする。【Ｒ４年度】

・洪水予報河川について、予測水位の検証と精度向上を実施
する。
【適宜実施】

・CL見直しに関連し、気象台から発表する大雨警報（土砂災
害）や大雨注意報の基準についても見直し、精度向上を図る。
【H29年度～】

・「とちぎ土砂災害警戒情報システム」のデータ更新間隔短縮、
精緻化、ＣＬ（土砂災害警戒基準線）の見直しによる精度向上
を図る。
【適宜実施】

・キキクル（危険度分布）通知サービスの提供。【継続実施】
【R元年度～】

・プッシュ型の洪水情報及び土砂災害警戒情報の情報発信を
行っていく。
【R2年度～継続実施】

・実施済み。 ・壬生町防災Web上で、水位計及び河川ライブカメラの情報を
リアルタイムで提供している。

特になし 検討していく。 ・必要に応じて検討していく。 ・町HPにて、ライブカメラの情報を提供している。 特になし ・水位計やライブカメラの情報をリアルタイムで提供する。
【継続実施】

・防災行政無線のほか登録制メールやケーブルテレビ等で情報
伝達。

・町防災行政無線システムの導入
・移動系無線の保有

・対象地区全住民への確実な情報伝達方法の確立していく。
【平成29年度～】

・複数の情報伝達手段を確保。
・防災メール、スマートフォンアプリの加入促進、戸別受信機の
普及を図る。【継続実施】

・町防災防犯メールの加入促進【平成29年度～】 ・多様な手段により、情報伝達を行っている。（防災行政無線、
町HP、登録制メール、緊急速報メール、Facebook、広報車、民
生委員等による声掛け等）【Ｈ29年度～】

・複数の情報伝達手段を確保【実施済】



別紙2-2
【取組】

令和８(2026)年度までに実施する取組
課題番号

対象流域

項　　目

■避難計画の作成・促進等

・避難情報の判断・伝達マニュアルの見直し B,C,E,F,I

・広域避難計画の策定 C,I

・要配慮者利用施設の避難計画の作成及び訓練の
促進

I

・要配慮者利用施設の避難確保計画及び訓練の内
容確認・助言

I

・地区防災計画や企業BCP策定の促進・強化 A,C,D,E,F,I

・マイ・タイムラインや防災マップ等の避難の実効性
を高める取組の実施

A,C,D,E,F,I

■避難情報の発令に着目したタイムラインの作成

・タイムラインの作成及び実践的な訓練の検討・実
施

B,C,D,I

・訓練等で明らかとなった課題等を踏まえたタイムラ
インの見直し

B,C,D,I

■防災教育や防災知識の普及

・水災害の事前準備に関する問い合わせ窓口の設
置

F,I

・水防災に関する説明会の開催 A,C,D,E,F,I

・小中学生を対象とした防災教育の実施
（教員へのサポートも含む） A,C,D,E,F,I

・出前講座等を活用した講習会（啓発活動）の実施 A,C,D,E,F,I

■共助の仕組みの強化

・自助、共助を目指した自主防災組織の充実 C,E,I

・市町の高齢者福祉部局等と協議会等に関する取
組の情報共有

A,C,D,E,F,I

・地域包括支援センター・ケアマネジャーと連携した
水害からの高齢者に対して避難行動の理解促進に
向けた取組の検討・実施

A,C,D,E,F,I

・要配慮者利用施設の避難に関する地域の支援体
制について検討

A,C,D,E,F,I

■より効果的な水防活動や土砂災害防止活動の実施及び水防体制の強化

・水防団等への連絡体制の再確認 I

・水防団同士の連絡体制の確保 I

・水防団等が参加する洪水・土砂災害に対しリスク
が高い区間の共同点検

I

・関係機関が連携した実働水防訓練・土砂災害防
災訓練等の検討・実施

B,C,D,G,I

・排水ポンプ車操作訓練の実施 H,I

・水防活動の担い手となる水防団員の募集や水防協力団体
の指定促進 ]

・ダムの洪水調節機能の強化 J

※取組内容については、随時見直し（追加等）を行う。

２）ソフト対策の主な取組
　②洪水氾濫や土砂災害による被害の軽減、避難時間の確保のための水防・土砂
　　　災害防止活動の取組

■：追加する取組、■：確認を要する取組（取組有無について確認）、■：削除する取組

芳賀町 壬生町 野木町 塩谷町 高根沢町 那須町 那珂川町 宇都宮気象台 栃木県

鬼 利 利 鬼・久 鬼 久 久 全流域 全流域

・地域防災計画改正の中で見直し。【Ｒ４年度】 ・R4年度に地域防災計画の見直し ・避難指示等の判断・伝達マニュアルの見直しを検討する。
【平成29年度～】

・随時見直しを行う。【継続実施】 ・適宜マニュアルの見直しをする。【平成29年度～】 ・随時見直しを行う。【H29年度～】 ・マニュアルの策定【Ｈ29年度～】 ・避難対策強化推進研修会の実施
【R元年度～継続実施】
・ダム管理者から関係市町長へトップセミナーを実施【R元年度
～継続実施】

・今後検討【検討中】 ・地域防災計画の策定に県外における一時滞在について記載 ・平成２９年７月７日に災害時広域支援連携協定（栃木市・野
木町・結城市・下野市）と協定締結

・広域避難計画の策定について検討していく。【検討中】 ・広域避難計画の策定を検討していく。【検討中】 ・広域避難計画の策定を今後検討をしていく。【検討中】 ・隣接市町からの打診があった場合は策定について検討【要請
があれば実施】

・作成に必要な情報の提供及び支援を行う。【要請があれば実
施】
（※県内に動きがあれば支援・参画していく）
【H29年度～】

・各市町における避難体制の検討支援
【継続実施】
・避難所相談（県有施設）について、積極的に応じる。
【R元年度～継続実施】

・管理者への周知・啓発を推進中。 ・要配慮者利用施設における避難計画の作成支援や訓練の支
援を促進する。

・関係課、各施設と協議の上、避難計画の検討・作成を行う。
【平成29年度～】
・作成済みの施設に対し、訓練の促進方法を検討する。

・避難確保計画　2施設作成済【令和元年度】
・訓練の促進を図る。【令和4年度～】

・地域防災計画の改定に伴い、関係課及び各施設と協議の
上、避難計画を作成した。今後は訓練を促進していく。【Ｒ2年
度～】

・避難計画作成の支援、訓練の促進を行う。【H29年度～】 ・避難計画作成に係る指導・支援【Ｈ29年度～】 ・作成に必要な情報の提供及び支援を行う。【要請があれば実
施】

・確認・助言を実施中。 ・『避難確保計画』作成と内容確認、訓練の実施の報告を対象
施設へ周知し、推進する。

・関係課、各施設と協議の上、内容確認方法について検討す
る。

・計画及び訓練について内容を確認等していく。【継続実施】 ・訓練の内容確認・助言をしている。 ・継続的に、助言等を行っていく。 ・実施予定【R4～】

・地区防災計画の策定促進中。 ・県防災士会の支援を受け、令和3年度に壬生城址地区防災
計画を策定した。

・地区防災計画未策定地区の代表者へ周知啓発を実施してい
く。また、企業BCPの策定については、町内企業と連携を図り、
今後検討する。

・計画について、促進を図る。【継続実施】 ・地区防災計画については、自主防災組織に働きかけを行い、
促進強化していき、企業BCPについては必要に応じて検漏して
いく。

・継続的に地域防災計画の策定支援等を行っていく。 ・継続実施【R1～】 ○地区防災計画
【R元～2年度】
・各市町1つのモデル地区に防災士等の専門家を派遣し、地区
防災計画の策定を支援
【R3年度～】
県内全域における地区防災計画の策定を支援する。
・マニュアル・事例集及び映像教材の制作・配布（R3実施済）
・地区防災計画策定促進検討会の開催
・とちぎ地域防災アドバイザー連絡会議の開催
○企業BCP策定
・市町における計画策定等に要する経費を助成栃木県BCP策
定支援に関する協定書に基づき、中小企業のBCP策定の支援
を行う。
【継続実施】

・今後検討。【検討中】 ・広報紙にマイタイムライン書き込み用紙を作成方法と共に記
載。

・自主防災組織の訓練の中で啓発を行う。
・マイタイムラインの様式及び記入例を作成し全戸配布を実
施。
【令和２年度から毎年度実施】

・防災ハザードマップを各戸に配布するとともに、防災訓練時な
どに周知を図っていく。【継続実施】

・町内の小中学生を対象にマイタイムライン作成講座を実施
今後、マイタイムライン等を活用した訓練を検討。【Ｒ1年度～】

・町内の小中学生をを対象にマイタイムライン作成講座を実施
【R3年度～】

・地元行政区等の避難訓練に参加し、防災マップ等を用いた地
域のリスクの説明・確認を実施【実施済・継続】

・県や市町の取組を支援する。【要請があれば実施】
・県や市町、自主防災組織などの研修会や講座等の機会に、
防災気象情報の普及啓発を行い、住民の適切な避難行動の
意識を高める支援を行う。【要請があれば実施】
【R2年度～】

マイ・タイムラインの作成講座等、市町の取組を支援する。
【継続実施】

・タイムラインの策定済み。【H29年度】
・町及び自主防災組織による防災訓練を実施。

・職員に災害対応マニュアルの配布
・防災訓練の実施

・タイムラインの実践的な訓練の実施していく。【平成29年度
～】

・タイムラインの実践的な訓練の実施していく。【継続実施】 ・適宜タイムラインの見直しと実践的な訓練を実施していく。【平
成29年度～】

・タイムラインの実践的な訓練を実施していく。 ・タイムラインの実践的な訓練の実施していく。 ・タイムラインの更新への支援及び訓練への参加。【継続実施】
【H29年度～】
・要請により、防災図上訓練等に参加し、防災気象情報の解説
や、必要に応じてホットラインの解説等、避難判断に係る防災
体制の支援を行う。【継続実施】

・県タイムラインを策定済。【H29年度】
・市町タイムライン更新への支援及び訓練への参加【継続実
施】
・ダムの洪水調節機能を踏まえた住民参加型の訓練の実施を
検討
【検討中】

・今後検討。【検討中】 ・令和4年度 新庁舎開設に合わせ、訓練を実施予定。
・訓練の中での課題を踏まえ、タイムラインの改善を行う。

・適宜、見直しを実施していく。 ・課題等を踏まえ見直していく。【令和4年度～】 ・必要に応じて見直しをしていく。 ・必要に応じてタイムラインを見直す。 ・必要に応じてタイムラインを見直す。 ・改善に必要な情報提供及び支援を行う。【要請があれば実
施】
【R3年度～】

・訓練や実災害での課題を踏まえ、適宜、県タイムラインの見
直しを行う。【継続実施】

　

・総務課及び関係各課にて対応 ・問い合わせ窓口を設置する ・問合せ窓口は、総務課　消防防災交通係としている。 ・問合せ窓口を設置 ・問合せ窓口を設置していく。【平成29年度～】 ・総務課及び関係各課で対応。【実施済】 ・従来どおり【実施済】 ・問い合わせ窓口を設置する。【継続実施】
【H29年度～】

・問い合わせ窓口を設置する。
【H29年度～継続実施】

・要請により出前講座等を実施。 ・町民より要請があれば、対応していく。 ・各団体等の要請により、出前講座等を行っていく。【随時】 ・各団体等の要請により、出前講座等を行っていく。【随時】 ・住民からの要請により、説明会等を実施【平成29年度～】 ・住民からの要請により、説明会等を実施【H29年度～】 ・地域の防災訓練や地区防災計画を策定していく中で実施【Ｈ
29年度～】

・関係機関と連携した防災対応を行うため、出水期前に気象防
災連絡会を開催する。【継続実施】
・台風による影響や防災上の留意事項について、台風説明会
を開催して、注意、警戒を呼びかける。【継続実施】
【H29年度～】

・市町より要請があれば、出前講座等を行っていく。
【継続実施】
・ダムの操作に関する情報提供等に関わる住民説明会を実施
する。
【H30年度～継続実施】

・学校の要請により出前講座等を実施。 ・学校教育を通して、防災教育の充実を図る ・小・中学生を対象に、防災教育を実施【要請に応じて随時】 ・小中学生を対象に、防災教育を実施していく。【毎年】 ・学校と協力し小中学校での防災教育を実施【Ｒ1年度～】 ・小・中学生を対象に、防災教育を実施している。【H29年度
～】

・学校に対する協力・支援の実施【Ｈ29年度～】 ・小中学生による気象台の見学等の機会を活用し、効果的な
防災気象情報の普及啓発を行う。【継続実施】
・学校等の教育機関への出前講座、また教職員向け研修会等
を通じ、効果的な防災気象情報の普及啓発を行う。【継続実
施】
【H29年度～】

・各土木事務所にて、防災教育を実施している。
【継続実施】

・要請により出前講座等を実施中。 ・防災研修会を実施していく。 ・各団体等の要請により、出前講座等を行っていく。【随時】 ・各団体等の要請により、出前講座等を行っていく。【随時】 ・各団体等の要請により、出前講座等を実施【随時】 ・住民からの要請により、出前講座等を実施【平成29年度～】 ・住民等からの要請により実施【Ｈ29年度～】 ・要請に応じ市民講座等に職員を派遣し、効果的な防災気象
情報の普及啓発を行う。【継続実施】
【H29年度～】

・要請により、出前講座等を行っていく。
【継続実施】
・防災意識啓発シンポジウムを実施
【R元年度～】

・町・自主防災組織合同防災訓練を実施。【H30年度～】 ・補助金・研修等の充実化、防災士の育成強化。 ・自主防災組織の充実を図る。【平成29年度～】 ・自主防災組織の充実を図る。【平成29年度～】 ・自主防災組織への周知及び訓練の実施。
自主防災組織への資機材整備の補助事業の実施
町防災士会（仮称）の立ち上げ
【平成29年度～】

・自主防災組織の結成や活動費、資器材の購入等の補助事
業を実施【令和元年度～】

・防災教育・防災訓練の実施【Ｈ29年度～】

・今後検討【検討中】 ・関係機関と担当課ともに情報を共有し取り組みを進める ・地域ケア会議において情報の共有を行う。 ・協議会資料など必要に応じて、福祉部局と情報を共有してい
く。【令和2年度～】

関係課と情報共有を行う【Ｒ2年度～】 ・必要に応じて情報共有を行う。 ・資料の回覧・意見照会などを随時実施【実施済・継続】

・今後検討【検討中】 ・関係機関と担当課ともに情報を共有し取り組みを進める ・地域ケア会議において、マニュアルの作成を検討する。
・地域包括支援センター・ケアマネジャーを対象にハザードマッ
プの説明会を実施【令和3年度】

・地域包括支援センター窓口にハザードマップを掲示する。
地域見守り隊の協力を得て、危険個所の周知を図り、避難行
動の理解促進に取り組む。【令和2年度～】

関係機関と連携し、高齢者への避難行動の理解促進を図る。
【検討中】

・地域包括支援センターに防災マップや防災関連のパンフレット
等の配布を行う。
・必要に応じて、講座等を開催する。

・高齢者福祉担当課等と協力し研修会等を実施【Ｒ2年度～】

・今後検討【検討中】 ・関係機関と担当課ともに情報を共有し取り組みを進める ・地域ケア会議において、マニュアルの作成を検討する。 ・要配慮者施設の担当者連絡先を事前に把握し、支援体制に
ついて検討していく。【令和2年度～】

・関係機関と連携し、要配慮者利用施設の避難に関する地域
の支援体制を確保する。【検討中】

・要配慮者利用施設の避難に関する地域支援体制について検
討する。【検討中】

・要配慮者利用施設のある行政区等の避難訓練に参加し、理
解と協力の呼びかけを実施【Ｒ2年度～】

・消防団が水防団を兼務。年間を通して定期訓練や火災現場
において再確認を実施。

・R4年度に地域防災計画の見直し ・常に消防団との連絡体制の確保を行う。 ・常に消防団との連絡体制の確保を行う。 ・適宜消防団への連絡体制を確認する【平成29年度～】 ・随時確認を行っている。【H29年度～】 ・従来どおり【実施済】

・移動系無線、トランシーバー及び携帯電話で連絡体制を確
保。

・ＭＣＡ無線等の使用 ・消防団同士の連絡体制の確保について指導する。 ・消防団同士の連絡体制の確保について指導する。 ・複数の伝達手段を確保している。 ・連絡体制の確保を行っている。【Ｈ29年度～】 ・従来どおり【実施済】

・毎年、出水期前に関係自治体、消防等と重要水防箇所及び
水防倉庫の点検を実施。

・毎年、出水期前に関係自治体、消防等と重要水防箇所及び
水防倉庫の点検を実施。

・毎年、出水期前に県、関係自治体、消防団等と重要水防箇
所の点検を実施。【毎年】

・毎年、出水期前に県、関係自治体、消防団等と重要水防箇
所の点検を実施。【毎年】

・毎年、土木事務所と共同で出水期前に点検を実施【毎年】 ・出水期前に関係課、消防、警察等の関係機関と重要水防箇
所及び水防倉庫の点検を実施【H29年度～毎年】

・出水期前に関係機関と重要水防箇所の点検を実施【実施
済】

・重要水防箇所等の共同点検に参加。【要請があれば実施】 ・毎年、出水期前に関係自治体、消防等と重要水防箇所及び
水防倉庫の点検を実施。
【継続実施】
・毎年、5月から6月に関係自治体、消防等と土砂災害危険箇
所点検を実施。
【継続実施】

・防災訓練と併せて実施。 ・関係機関による水防訓練の実施 ・消防署、消防団と連携した水防訓練の実施。【毎年】 ・消防署、消防団と連携した水防訓練の実施【毎年】 ・消防署、消防団と連携した水防訓練の実施【毎年】 ・水防訓練、土砂災害防災訓練の実施【H29年度～毎年】 ・従来どおり継続して訓練を実施【実施済】 ・水防管理団体が行う訓練への参加・支援【継続実施】
【H29年度～毎年】

・水防管理団体が行う訓練への参加・支援
【継続実施】
・各市町が行う訓練への参加・支援
【継続実施】

毎年、出水期前に排水ポンプ車の操作訓練を実施。【R３年度
～継続実施】

・消防団が水防団を兼ねているため、消防団員募集を実施。
【随時】

特になし ・水防活動の担い手となる消防団の募集を行う。【随時】 ・水防活動の担い手となる消防団の募集を行う【随時】
・機能別団員の確保を図る【令和2年度～】

・消防団員の活動をPRし加入促進を図る。【平成29年度～】 ・水防協力団体の募集・指定を推進していく。【H29年度～】 ・既存の体制強化と併せて募集・指定の促進を図る【Ｈ29年度
～】

・大雨時の事前放流等の実施による水位調整【継続実施】 ・ダムの事前放流の実施。【R2年度～継続実施】


